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要約 

Ⅰ.研究の背景と目的 

 気分障害であると診断された人は 1990 年代に比べ，現在は 2 倍になっている．うつ病の

急増はうつ病を持つ個人，あるいは家族だけではなく，社会全体を含む大きな損失につな

がることが懸念される.うつ病者の家族の心理教育は統合失調症と同様，再発防止の効果が

あると報告されているが，うつ病者の家族への援助は遅々として進まず，広がりを見せな

いのが現状である．本研究の目的はうつ病者家族の心理教育プログラムを開発し，その有

用性を評価することである．この目的のため，うつ病者家族が日常生活上経験する困難な

出来事を定量的に把握する手法を確立することと，プロセスレコードを活用した心理教育

プログラムを実施し，その有用性を評価する． 
Ⅱ.うつ病者家族の困難性尺度の開発 及び検証 
うつ病者家族を対象とした質的研究から作成した「うつ病者家族の困難性尺度:5 段階 38
項目」の妥当性及び信頼性を確認する． 
1.方法 
1）対象:DSM-Ⅳで「うつ病性障害」であると診断された人と同居する家族であった． 
2）募集並びに分析方法:主治医を通して，「うつ病者家族の困難性尺度:5 段階 38 項目」，

返信用封筒，倫理的配慮を記載した文書を配布した．なお，研究への同意は返信を持って，

同意を得たものとした．分析は平均値と標準偏差から得点に偏りのある項目や他の項目と

相関の高い項目を排除して項目の精製を行った．さらに，探索的因子分析（主因子法，プ

ロマックス回転）を行い，因子の固有値 1.0 以上，因子負荷量.50 とし，変数減少法を実

施した．また，χ2 値を算出し，因子数適合度を算出した．なお，分析には SPSS16.0 及

び Amos16.0 を活用した． 
2.結果:220 部を配布し，51 部を回収し，回収率は 23.2％であった．項目分析及び相関分

析の結果，22 項目を排除し， 終項目は 16 項目になった．探索的因子分析を行った結果，

「うつ病者家族の困難性尺度」は【うつ病の症状と家族への影響】，【依存と訴え】及び【機

能不全】の 3 因子（12 項目）で構成され，累積寄与率 70.05%，χ2 値＝44.86（p=.08），
それぞれの因子のα係数は.78 から.87 であった． 
Ⅲ.プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの開発 
 予備研究から，うつ病者家族は｢うつ病と診断されたこと｣，「うつ病としての症状」，「治

療に対するアドヒアランスの低さ」，「対応の仕方がわからない」，「家族の日常生活への影

響」，「家族への依存」の 6 つを日常生活上経験する困難な出来事として認識していること

が明らかとなった.「うつ病と診断されたこと」や「うつ病としての症状」，「治療に対する

アドヒアランスの低さ」については【うつ病・治療・経過についての情報提供】及び【う

つ病を持つ人の話】を，「対応の仕方がわからない」や「家族の日常生活への影響」，「家族

への依存」については【プロセスレコードを活用した相互作用の見直し】を，クローズド

グループ編成にすることにより，【家族同士あるいは家族と医療者の連帯】を，以上の 3
つの要素をプログラムの構成内容とし，実施期間及び回数はおよそ 3 カ月，計 6 回とした． 
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Ⅳ．プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの有用性の確認 
研究デザインは介入前後比較研究である．プロセスレコードを活用した心理教育プログ

ラムを実施し，測定データからその有用性を評価した． 
1．方法 
1）対象:DSM-Ⅳで「うつ病性障害」であると診断された人と同居する家族 7 名であった． 
2）測定時期及び測定用具:測定時期はプロセスレコードを活用した心理教育プログラム第

1 回目終了後と第 6 回終了後の 2 回実施した．測定用具は「うつ病者家族の困難性尺度:5
段階 12 項目」，General Health Questionnaire 28（以下，GHQ-28 とする），Family 
Assessment Device 日本語版 (以下，FAD とする) を活用して評価した．統計学的有意水

準は p<.05 とした． 
2．結果:実施前後の比較では「うつ病者家族の困難性尺度」を構成する 3 因子と総得点の

平均得点は低下した．特に，「うつ病の症状と家族への影響」では有意な減少がみられた．

FAD の比較では FAD を構成する 7 つの下位尺度のうち，「問題解決」，「コミュニケーショ

ン」，「役割」，「感情的巻き込まれ」，「行動コントロール」において減少傾向にあった．特

に，「コミュニケーション」において有意な減少がみられた．GHQ-28 の比較では，「うつ

傾向」のみ減少傾向にあった．GHQ-28 の質問項目のうち，「自殺しようと考えたことが・・」

において有意な減少がみられた． 
Ⅴ．考察: 
1．うつ病者家族の困難性尺度の妥当性及び信頼性の検証 

項目分析及び探索的因子分析の結果，累積寄与率 70.05%，χ2 値＝44.86（p=.08），α

係数.78 から.87 を示し，「うつ病者家族の困難性尺度」は妥当性及び信頼性は確認された．

回収率が 23.2％と低かったため，本結果には説得力の低さを伴うことは否定できない． 
2．プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの有用性の確認 

「うつ病者家族の困難性尺度」において改善がみられたことは，プロセスレコードを活

用することにより，家族自身が気づいていない思いや関わり方が明確化されたことや同じ

経験を持つ家族からのサポートを得ることができたこと，さらに，場面に応じた情報提供

や状況の確認が行えたことにより，うつ病の症状である自殺念慮や焦燥感，自己評価の低

さ，訴えの多さや依存性に対して，その対応方法を習得し，対処することができたため，

困難な出来事として認識されなくなったと考えられる．  
Ⅴ．結論 
「うつ病者家族の困難性尺度」は 12 項目・3 因子構造で，その信頼性及び妥当性は確認さ

れた．また，うつ病者の家族を対象としたプロセスレコードを活用した心理教育プログラ

ムはうつ病者家族の日常生活上経験する困難性を軽減することができたと考えられる． 
 

キーワード:うつ病，家族，心理教育，プロセスレコード 

Key Word: Depressive Disorder， Family， Psycho-Education， Process Record



第Ⅰ章 序論 

 気分障害であると診断された人は 1990 年代では 40 万人とほぼ横ばいであったが，2005

年では 82 万人とおよそ 2 倍に急増している．なかでも働き盛りの 30 代から 40 代の男性に

多いといわれている．また，WHO の報告では世界中で現在 121 億人が気分障害であると考

えられ，2000 年 The Global Burden And Disease（以下，DALYs に示す）によると，あら

ゆる疾患の中で Depression が第 4 位の疾患であるが，2020 年にはすべての世代・性別に

おいて第 2 位の疾患になるだろうと予測されている． 

うつ病は Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (以下，SSRI と示す) をはじめと

する抗うつ薬を中心とした薬物療法や精神療法，認知行動療法などの適切な治療によりう

つ病と診断された人の 60％から 80％は 初のエピソードで寛解に至る．しかし，服薬や治

療の中断，環境の変化によりエピソードが遷延するなど慢性経過をたどるケースも少なく

ない． 

 統合失調症はその障害の重篤性および罹病期間の長さから再発防止を目的とした家族へ

の介入が行われ，その効果についても多数報告されている（後藤,1998，1998; Bauml et al., 

Bauml et al．，2007) ．うつ病においても，三野 (1996) や下寺 (2006) は家族への心理

教育が再発防止に効果があると報告している．しかし，統合失調症の家族に比べて，うつ

病者の家族への介入は遅々として進まず，広がりを見せないのが現状である．実施されて

いる場合でも，統合失調症の心理教育プログラムの援用という形で，家族のうつ病に対す

る理解を深めることと家族同士の交流という目的でプログラムが構成されて実施されてい

る． 

統合失調症の場合，思春期，あるいは青年期後期での発症が多く，未婚・未就労者が多

い．したがって，統合失調症者を支える家族は親である．一方，うつ病の場合，思春期で

の発症のケースもみられるが，ストレス脆弱性という個体要因と仕事あるいは子育て・対

人関係などの個人を取り巻く環境要因が複雑に影響し発症に至るケースが多く，その発症

時期は統合失調症に比べて遅く，うつ病者の多くは家族を持ち，社会的役割を担っている

場合が多い．つまり，うつ病者を支える家族は配偶者が多いことになる．この点について

は Department of Veterans Affairs (以下，V A と示す）のプログラム参加者を対象とし

た 2 つの報告がその根拠となると考えている．ひとつは Sherman の報告（Sherman, 2005）

で，対象者の疾患分類では，40％が PTSD，20％がうつ病，17％が統合失調症，15％が双極

性障害であった．統合失調症の占める割合が 20％以下というこの研究では，その家族の内
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訳は，妻（45％），成人した子供（11％），夫（6％），兄弟（5％）であった．一方，対象者

の 75％が統合失調症あるいは統合失調症スペクトラムであるとする Swank の報告（Swank, 

2007)では，現在婚姻関係にある（12％），離婚（40％），未婚（48％）で，さらに，Member 

of ”Family ”Support Network として明らかにされたのは，兄弟・姉妹（78％），親（48％），

子供（30％），親族（28％），配偶者（12％），祖父母（3%）（複数回答）であった．これら

の報告は VA という帰還兵を対象とした軍人病院における調査のため，バイアスはあるが，

疾患による家族の違いとして十分理解できるものである． 

本研究はうつ病者の家族の困難な出来事やうつ病の特徴，うつ病者と家族の特徴を考慮

したうつ病に特化した心理教育プログラムの開発と評価を目的としている．そのため，う

つ病者家族が経験する困難な出来事を定量的に把握する尺度として，「うつ病者家族の困難

性尺度」の作成を試み，尺度の信頼性及び妥当性を確認する．さらに，「うつ病者家族の困

難性尺度」，FAD, GHQ を活用して，うつ病者家族を対象とした心理教育プログラムの有用

性を評価する． 

 

1．研究仮説 

プロセスレコードを活用した心理教育プログラムは，うつ病者家族の日常生活上経験す

る困難性を軽減する． 

 

2．用語の操作的定義 

1）うつ病 

DSM-Ⅳ によるとうつ病性障害には，（1）大うつ病性障害（単一エピソード・反復性）

(2）気分変調性障害 （3）特定不能のうつ病性障害がある．本研究では単一エピソード及

び反復エピソードを含む大うつ病性障害を「うつ病」とし，研究対象者の基準は DSM-Ⅳ に

したがって，以下の基準を満たすものとする． 

Ａ．以下の症状のうち 5 つ(またはそれ以上)が同じ 2 週間の間に存在し，病前の機能か   

らの変化を起こしている．これらの症状のうち少なくともひとつは，1．抑うつ気分，ある

いは 2．興味または喜びの喪失である． 

注:明らかに，一般身体疾患，又は気分に一致しない妄想または幻覚による症状は

含まない． 

1．その人自身の証言(例:悲しみまたは空虚感を感じる)か，他者の観察(例:涙を流し
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ているように見える)によって示される，ほとんど 1 日中，ほとんど毎日の抑うつ

気分 注:小児や青年ではいらだたしい気分もありうる  

2．ほとんど 1 日中，ほとんど毎日の，すべて，またはほとんどすべての活動における

興味，喜びの著しい減退(その人の言明，または他者の観察によって示される)  

3．食事療法をしていないのに，著しい体重の減少，あるいは体重増加(例:1 ヶ月で体

重の 5％以上の変化)，またはほとんど毎日の，食欲の減退または増加 

注:小児の場合，期待される体重増加がみられないことも考慮  

4．ほとんど毎日の不眠または睡眠過多  

5．ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止(他者によって観察可能で，ただ単に

落ち着きがないとか，のろくなったという主観的感覚ではないもの）  

6．ほとんど毎日の易疲労性，または気力の減退  

7．ほとんど毎日の無価値観，または過剰であるか不適切な罪責感(妄想的であること

もある．単に自分をとがめたり，病気になったことに対する罪の意識ではない）  

8．思考力や集中力の減退，または決断困難がほとんど毎日認められる(その人自身の

言明による，または他者によって観察される)  

9．死についての反復思考(死の恐怖だけではない)，特別な計画はないが反復的な自殺

念慮，または自殺企図，または自殺するためのはっきりとした計画  

Ｂ．症状は混合性エピソードの基準を満たさない．  

Ｃ．症状は，臨床的に著しい苦痛，または社会的，職業的，または他の重要な領域にお     

ける機能の障害を引き起こしている．  

Ｄ．症状は，物質(例:乱用薬物，投薬)の直接的な生理学的作用，または一般身体疾患

（例:甲状腺機能低下症）によるものではない．  

Ｅ．症状は死別反応ではうまく説明されない．すなわち，愛するものを失った後，症状  

  が 2 ヶ月を超えて続くか，または，著名な機能不全，無価値感への病的なとらわれ，

自殺念慮，精神病性の症状，精神運動制止があることで特徴づけられる．  

 

2）家族 

広辞苑によれば，「夫婦の配偶者関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親 

族関係を基礎にして成立する小集団，社会構成の基本単位である」とされている．本研究

では法的な婚姻の事実については規定せず，同居しているものを家族とし，拡大家族は含
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まないものとする．  

3）うつ病者家族の困難な出来事 

うつ病者と日常生活をともにする中で，家族が経験する苦しみや悩みを誘発する出来事 

や事象とする． 

 

4）うつ病者家族の困難性 

うつ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事は予備研究により得た「うつ病として

の症状」，「家族への依存」，「家族の日常生活への影響」，「うつ病と診断されたこと」，「（う

つ病者の）治療に対するアドヒアランスの低さ」，「対応の仕方がわからない」の 6 つとす

る．また，うつ病者家族の困難性は「うつ病者家族の困難性尺度」を活用して，うつ病者

家族が日常生活上の困難な出来事に対する経験あるいは認識を定量的に表したものとする． 
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第Ⅱ章 文献検討 

1．うつ病の家族 

 うつ病者の家族についての報告を遡ると，1976年 Coyne の報告に至る．Coyne はうつ病

者とその家族あるいは周りの人との相互作用について「うつ病者はうつ病の症状である自

責感や自己評価の低さから，家族あるいは自分の周りに人に対して“再保証”を求める．

家族や周りの人はたびたび再保証を提示するが，自責感や自己評価の低さを改善するには

至らない．結果的に，うつ病者は家族あるいは周りの人が提示する“再保証”は自分に対

する同情や責任感によるものではないかという“疑念”を抱き，うつ病者はジレンマに陥

る．うつ病者の“再保証”に対するニーズは情緒的に止むに止まれぬものであるため，再

び，家族，あるいは周りの人に強く“再保証”を求める．このパターンが日常的に繰り返

される」と述べている．さらに，その結果として，「うつ病者の相互作用は家族あるいは

周りの人に対して有害な影響（Distressや精神的な不安定さ）を及ぼし，うつ病者の配偶

者はうつ病の症状を発症させるリスクが高い」ことを明らかにしている（Coyne，1976; 

Coyne，1987）． 

うつ病者の対人関係あるいは相互作用の特徴については多くの報告がある．うつ病者の

対人関係の特徴として，「コミュニケーションは非常に寡黙」，「従順かつ依存的」，「配

偶者との衝突や軋轢」，「配偶者に対する優しさの欠如」（Weismann and Paykelm, 1974;  

Keitner et al., 1985）があり，また，その家族との相互作用は「ネガティブな敵意のあ

る行動」で，「自己中心性」，「緊張（どもったり，感情の伴わない会話）」，「他者を

コントロールしようとする行動」がある（Hinchiffe et al., 1975）．同じく，Biglan の

報告では配偶者に比べて，「問題解決行動が少ない」，「感情表出が少ない」と報告して

いる．いずれもうつ病者の対人関係及び家族との相互作用においてコミュニケーションが

十分ではないという傾向が示唆されるが，この点については，うつ病者家族の家族機能を

多角的に検証した Keitner の報告がさらなる根拠を添えることになると考えられる．1986

年， Keitner は43名のうつ病者家族と29名の非うつ病者家族の家族機能を調査している．

その中で，非うつ病者家族に比べて，うつ病者家族の家族機能は不全状態にあり，特に「コ

ミュニケーション」や「問題解決」において有意差が見られることを報告している（Keitner， 

1986）．さらに，1987年 Keitner は FAD を活用して，急性期状態にあるうつ病者家族28

名と年齢・社会的背景を調整した非うつ病者家族28名を対照群として家族機能を比較して

いる．FAD は1983年 Epstein らによって開発され，McMaster Model of Family Functioning
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（以下，MMFFと示す）と家族モデル理論に準拠した自己記入式家族機能尺度である．FAD

は「問題解決」，「コミュニケーション」，「役割」，「情緒的反応」，「情緒的関与」，

「行動統制」，「全般的機能」の 7つの下位概念で構成されている．Keitner は FAD の下

位構成概念である「問題解決」， 「コミュニケーション」，「役割」，「情緒的反応」，

「情緒的関与」，「全般的機能」において非うつ病者家族に比べて，うつ病者家族の家族

機能は有意に機能不全状態にあるということと，うつ病者の感情表出の不十分さについて

報告している（Keitner et al., 1987）． 

FDA の下位構成概念である「コミュニケーション」や「情緒的反応」，「情緒的関与」

はうつ病者と家族の相互作用に関連するもので，うつ病者 対 1 家族との構図の中で生じ

るものである．これは家族機能の基盤となりうるものであると考えられる．うつ病者の感

情表出の不十分さがコミュニケーションあるいは相互作用の不全につながり，情緒的反応

及び情緒的関与の欠如に発展するものであると推察される． 

一方，「問題解決」や「役割」は社会生活を営む上で派生する家族とその外部との問題

あるいは家族の中に生じた問題への対処であるため，家族機能の基盤である「コミュニケ

ーション」や「情緒的反応」，「情緒的関与」が機能不全の状態にあれば，必然的に「問

題解決」や「役割」において十分な家族機能を発揮することができないと考えられる．し

たがって，うつ病者の家族機能を改善させるためにはうつ病者と家族との相互作用に焦点

をあてたアプローチが必要であることが推察される．  

Ronald(1998）は Expressed Emotion（以下，EEと示す）は統合失調症の再発に関する

予測性だけではなく，うつ病や摂食障害における再発に対する EE の予測性について報告

している．その中で，高 EE 家族を持つうつ病の患者のおよそ 60% 近くは再発していたと

報告している（Ronald et al.，1998; Vaughn & Leff，1976; Hooley and Tesasdal et al.，  

1989）.  

 以上のことから，統合失調症のみならず，うつ病においても家族のEEが再発に関連する

ことは明らかである．前述のうつ病者と家族のコミュニケーションの特徴である「欲求不

満」や「憤り」，「怒り」や「抑鬱」，「不安」が「否定的で敵意のある行動」に結びつ

き，結果的にうつ病の家族は高EEを示すことになる．家族が患者に対して批判的，敵意の

あるネガティブな言動あるいは感情を表出している現状と相互作用における影響を客観的

に見直す機会をもつことによって，患者に対する家族の感情・言動・態度をネガティブか

らポジティブに移行させるアプローチが必要ではないかと考えられる． 
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2．精神疾患を持つ人の家族に対する心理教育 

 近年，精神障害を起こす原因が遺伝的な因子，胎生期の微少脳外傷，脳における神経学

的な異常など生物学的因子の重要性が明らかになったことと，入院中心医療から地域医療

へと比重が移り，病院から家族に患者のサポートの主体が移ったことにより．精神疾患を

持つ人の家族に対する見方も大きく変わってきた（Gottesman，1991，1996; Maziade & 

Psymond，1995; McFarlane，1996; Torrey，1994）. McFarlane (1996) は精神疾患を持つ

人の家族について，「Family members は Blameless （罪がない）というだけではなく，

生物学的疾患の事実上の被害者である」と述べている．Psycho-education は Anderson ら

が行った家族への介入プログラムに対して名付けられたもので，精神疾患に関する知識を

一方的に伝達するだけではなく，疾患についての理解を深めることで患者に対する家族の

コミュニケーションの質を高めるものである (Anderson et al., 1980) ．心理教育の理論

的基盤はストレス-脆弱性モデル，家族の EE に基づいている．心理教育は主に統合失調症

の家族を対象として行われているが，双極性障害（三野ら，1996）やうつ病（下寺，2006）

の家族に対しても実施されている．心理教育の実施方法や実施者，期間，対象者などさま
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ざまな報告があるが，基本的には後藤（1998）の報告にある以下の点を基盤として実施さ

れている．1）知識・情報 2）対処技術 3）心理的・社会的サポートの3点を基本とした

プログラムで構成され，その目的は①正確な知識や情報を獲得することで偏見や自責感を

軽減する．②技能訓練や経験の分かちあいによる対処能力やコミュニケーション能力の増

大 ③グループ体験や新しい社会的交流による社会的孤立の防止 ④専門家との継続的接

触による負荷の軽減，適切な危機介入 ⑤協同して治療を進めることや他の家族を援助す

ることによる自信と自尊心の回復である．心理教育の効果については再発防止効果を検討

したものが多数見られるが，統合失調症患者を対象とした心理教育の長期的効果について

検証した Bauml の報告では，再発率について有意差はなかったものの，一人あたりの入院

率及び入院日数については心理教育群が有意に少なく，心理教育について7年以上という長

期的効果が確認されている（Bauml et al., 2007) ． 

 

3．心理教育プログラム 

 精神疾患を持つ人の家族を対象とした心理教育プログラムはさまざまな形で実施されて

いる．中心的な活動として提供されているものには2つのプログラムがある．一つは

National Alliance on Mental Illness（以下，NAMIと示す）によるもので，統合失調症を

はじめ，うつ病，双極性障害，パニック障害，器質性障害，依存性障害，強迫性障害，境

界型人格障害などあらゆる精神疾患を持つ人の家族を対象としている．このプログラムの

特徴は“Family to Family Education Program”として教育訓練をうけた精神疾患を持つ

人の家族がプログラムを運営することである．疾患についての 新情報や精神神経学的研

究に基づく治療についての情報提供，同じような経験を持つ家族からのサポート，危機や

再発への対処や家族自身のストレスへの対処技能の習得が主なプログラムの内容である．

もう一方のプログラムは V A System における The S．A．F．E．プログラムである．これ

は Severe mental illness（以下，SMI と示す）に含まれる統合失調症やうつ病，双極性

障害，さらに， PTSD をもつ人の家族を対象としている．プログラムは18回実施されるが

必ずしもすべてのプログラムを受ける必要はなく，家族が関心の高いものを選択し，参加

するという方法である．プログラムの内容として統合失調症とPTSD を中心に展開されてお

り，疾患の原因や症状についての情報提供及び危機や怒り，暴力への対処及び家族自身の

ストレスを低減させるためのスキルの習得が含まれ，特に，精神疾患に対する偏見に対処

するために「周りの人にどのように（家族の疾患について）告白するか」など具体的な内
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容が包含されている．Sherman は1回のセッションの平均的な参加人数は9.5±4.1人，1回

以上セッションに参加した家族の平均的なセッション参加回数は6.3±2.4回，特に家族の

関心が高いセッションはPTSD，Self-Care，Practical coping tips， anger/violenceであ

ったと報告している（Sherman，2006)． Pollio は“Family survival”という One-day 

Psycho-education について報告している（Pollio，2006）．このプログラムは NAMI との

共同で実施され，対象者は SMI である統合失調症やうつ病，双極性障害を持つ人の家族で

ある．プログラムは午前と午後に分かれ，午前は疾患の原因や治療についての情報提供と

なり，昼食時には予め家族から聴取した「現在，直面している問題」に分かれた話し合い

が設定され，午後は精神科医に直接質問をするというものである．「現在，直面している

問題」としては「疾患についての教育」や「対処方法」，「資源」や「疾患を持つ人との

コミュニケーションやサポート」，「地域での他者からのサポートの増やす方法」であり、

これらを家族のニーズとしてとらえ報告している．また，Pollio は“The Psycho-education 

Responsive to Family (PERF) model”について報告している（Pollio，2002）．これは隔

月に実施され，1年間を通したプログラムである．このプログラムの特徴は疾患を持つ患者

も包含するということである．Tong は香港で統合失調症の中国人家族を対象とした12回の

“Mutual support group”について報告している（Tong，2004）．このプログラムは24週

間で，2週間に1回，およそ2時間のプログラムである．“Engagement”，“Recognition of 

psychological needs”， “Dealing with psychosocial needs of self and family”， 

“Adapting new roles and challenge”， “Ending”の5つのステージで構成され，家族

をグループとして発展させることに主眼がおかれている．プログラムの構成は，疾患や薬

物療法，有用な社会資源についての情報提供や患者に対するネガティブな感情や患者への

効果的なコミュニケーション方法を話し合い，共有化するとともに，実践することが含ま

れる．このプログラムの効果について，Tongはプログラム終了後1年の時点で，「自己管理

や社会的機能，地域での生活技能などの患者機能の改善」及び「再入院の減少」を報告し

ている（Tong，2004）．  McDonnellは， Multiple Family Group Treatment (以下，MFGT

と示す)について報告している（McDonnell，2003)． MFGT は SMI といわれる統合失調症

患者とその家族を対象としたプログラムで，実施期間は2年間と長期に及ぶ．初年度は隔月

に1回，次年度は毎月に実施される．プログラムの内容は疾患や症状管理についての情報提

供及びサポートである． 

 SMI といわれる統合失調症やうつ病，双極性障害をもつ人の家族を対象とした心理教育
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のプログラムについて概観した．プログラムの内容として共通するものは， 1) 疾患や原

因，治療についての情報提供，2）家族同士，あるいは医療従事者からのサポート，3）精

神疾患を持つ人とのコミュニケーションや危機，怒りへの対処方法などの習得であった． 

プログラムの多くは疾患を持つ家族のみを対象としており，なかには疾患を持つ人も対象

として含めるプログラムもあった．実施期間はさまざまで，1日だけのプログラムから隔月

開催ではあるが2年に及ぶ長期のプログラムもあった．プログラムの対象とする疾患はSIM

といわれる統合失調症，うつ病，双極性障害を対象としたものが多く，疾患の割合は統合

失調症が多かった．Murray は多くの報告は統合失調症を対象にしたものであるが，他の疾

患グループを対象にした研究は少ないと報告している（Murray，2004）． V A System で The 

S．A．F．E．プログラムを実践している Sherman は診断に特化した家族のニーズが不確か

である点を指摘し，診断に特化したプログラムの必要性を述べている（Sherman，2006)． 

 Anderson や後藤は「心理教育は家族のコミュニケーションの質や能力を高めるものであ

る」と述べている（Anderson，1980 ; 後藤，1998）．コミュニケーションの質を高めるた

めに技能訓練（ SST 方式）を活用したプログラムでは，家族にロールプレイを求めるため，

場面の再現が難しく，参加する家族の姿勢を消極的にする傾向がある．SST は SMI を持つ

患者を対象に社会的役割の充実やQOLの獲得を目的としたものであり，Mueser(2004)は統合

失調症者が社会的技能を獲得する目的としては有効な選択肢であると述べている（Mueser， 

2004）．しかし，社会生活を送り，社会的な役割を担っていると思われるうつ病者の家族

にコミュニケーションスキルを獲得するためにSST方式を採用することは果たして妥当か

どうか検討の余地があると思われる． 

 うつ病者と家族の相互作用を効果的に再現し，家族自身の「気づき」を促し，うつ病者

を持つ人に対する理解を深め， コミュニケーションの質や対応の仕方を習得するためには

プロセスレコードの活用が効果的ではないかと考えられた．プロセスレコードは医療保健

福祉分野における基礎教育場面，臨床場面や教育における実践場面においても広く活用さ

れている．  

特に教育評価を目的として活用された報告では，実習前後のコミュニケーションを比較

したもの（上平，2006）や高齢者との交流場面での学生の認識（中野，2010）や精神看護

学実習における困惑場面を明らかにしたもの（中野，2006）， 精神科看護学実習における

学生の認識を明らかにしたもの（川村，2007）がある．  

また，臨床場面での振り返りを目的として活用された報告では，おもに対応困難と感じ
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た場面の振り返りを目的としていた（児玉，2010; 松沢，2009; 小名，2009; 金沢，2008;  

渡部，2008）． プロセスレコードを活用することによって得られた効果については多くの

報告で，「自己洞察が深まる」や「対象理解が深まった」，「関わり方の改善につながっ

た」などであった（渡部，2008; 窪田，2008; 藤井，2007; 金沢，2008; 國島，2008; 竹

谷，2008; 松崎，2007; 小名，2009; 知識，2008; 宇田川，2008）． 

長谷川（2001）はその著書の中でプロセスレコードの効果について「相互作用という実

践の中に洞察によって得られた「気づき」を還元することができることと，対象者の言動

を言語だけでなく，非言語的な部分についても読み取る技能を深めることができる，さら

に，相互作用の中で生じた思考や感情を言語化し，意識化することによって自分自身の行

動や言動が対象にどのように影響したかを検討することができる」と述べている．プロセ

スレコードを心理教育プログラムの中に活用することは，家族にとって以下のような効果

があると予測された． 

①再構成による観察の広がりによって，うつ病者に対する理解が深まる． 

②自己の行動や言動を客観的に見直すことができる 

③うつ病者の対する理解や自己の客観的な見直しから生じる「気づき」がコミュニケー

ションの質や能力を高めることにつながる． 
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4．予備研究 

1）予備研究 1:うつ病を持つ人の家族が日常生活上経験する困難な出来事 

（1）研究目的:うつ病を持つ人と生活をともにする中で家族が経験する困難な出来事を明 

らかにすることである． 

（2）研究方法: 

① 調査対象者:A 県立精神科病棟で実施しているうつ病の家族を対象とした心理教育

（以下，「うつ病の家族教室」と示す）に参加している家族を対象とした．「うつ病の家

族教室」の参加基準および詳細は表 1 に示すとおりである．研究期間内に参加した家族

は合計 6 名であった．研究対象者の選択は「うつ病の家族教室」の参加基準に従った．

参加者のうち，途中参加した方が 1 名，同居していない方が 2 名であったために，研究

対象となる家族は 3 名であった． 

表１．「うつ病の家族教室」の参加基準及び実施内容
「うつ病の家族教室」の参加基準
１．ＤＳＭ－Ⅳで，うつ病性障害であると診断された方のご家族
２．年齢・性別・経過は問わない
３．うつ病を持つ人と生活を共にしているご家族

目的
・疾患や治療に対する情報の提供
・対処技術の獲得
・心理社会的サポートによる負担感の軽減（少人数制・双方向性）

実施内容
・実施時期・期間・時間：隔週土曜日，3ヶ月（計6回），1時間30分
・実施者：医師（統括）・ＰＳＷ・臨床心理士・看護師

 

 

  ② 実施方法:「うつ病を持つ人と一緒に暮らす上で困難な出来事」について，インタビ 

ューガイドにしたがって，半構成的インタビューをおこなった．実施は調査対象者である 

家族の都合のよい時間帯に設定し，1 時間以内で行った．インタビュー内容は IC レコー

ダーによる録音をおこなった. インタビューを行う際には家族自身の動揺も予測される

ことから，静かで落ち着ける環境を準備し実施した．また，本研究を含め「うつ病の家族

教室」では家族自身の不安や強い動揺が出現した際には主治医の協力を得られるように事
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前に依頼している． 

③ 調査時期:平成 19 年 6 月 15 から同年 7 月 21 日 

④ 分析方法:インタビュー内容を逐語録に起こし，家族が経験する困難性を抽出した．

内容分析を用いて，コード化し分析した．分析手順は a．全体的なイメージを把握するた

めに熟読した．b．再度家族が経験する困難性を表す Meaning unit（重要なコンテキスト）

を明確にするために注意深く熟読した． c．家族が経験する困難性を表す Meaning unit

を要約し，抽象的なコード化を行った． d．コードを比較し，サブカテゴリーやカテゴリ

ーに分類した．e．カテゴリーを具体化したものをカテゴリーネームとした．  

⑤ 倫理的配慮:調査対象者には研究の趣旨および方法，調査対象者への倫理的配慮を記

載した文書にしたがって，研究者による口頭での説明を行い，調査対象者からの質問の有

無を確認した．研究参加に賛同が得られた場合，研究同意書を提示し，自筆にて署名を頂

いた．調査対象者への倫理的配慮として，1) 研究への協力の任意性と拒否権 a．研究へ

の協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能である．b．研究協力また

は拒否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する．2 ) プライバシー

の保護 a．インタビューを実施する際には，プライバシーが確保できる静かで落ち着い

た環境で行う．b．録音記録時にはインタビューガイドにのっとって「ご本人様」「ご家族

（奥様・ご主人）」等の表現を用いて，固有名詞が録音されることのないように配慮する．

3 ) 録音のための記録媒体，録音記録から起こした逐語録について，共同研究者以外との

共有はしない．4 ) 得られたすべての情報・データは鍵のかかる場所に保管する．5 ) 得

られたすべての情報・データは研究以外の目的では使用しない．6 )個人情報の保護 a．

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表した場合も，対象者が特定されるこ

とがないよう匿名で行う．b．研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする．な

お，本研究は A 県立大学医学部看護学科研究審査委員会の承認を得ている． 

（3）結果 

① 対象者の背景:年齢は 30 歳代 1 名，50 歳代 1 名，70 歳代 1 名で，平均年齢は 54.3 

歳であった．うつ病を持つ人との続柄は配偶者（妻）1 名，配偶者（夫）1 名，親（母

親）1 名であった． 

「うつ病を持つ人と生活を共にするなかで家族が経験する困難な出来事」を表す内容の

抽出を行った結果，78 記録単位 24 内容を得た．得られたデータを意味内容の類似性に

従ってカテゴリー化した結果．【うつ病としての症状】，【家族への依存】，【家族の日常
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生活上の影響】，【うつ病と診断されたこと】，【治療に対するアドヒアランスの低さ】，【対

応の仕方がわからない】の 6 つのカテゴリーが抽出された．  

 ② カテゴリーの詳細（表 2） 

a．【うつ病としての症状】:［不安］は「自分はできない，できない」，「家事をすると

しんどくなってしまう・・・」など日常生活上の出来事や社会参加に対して過度な不安

を訴える．家族は「そんなことない」と諭すように話してもなかなか納得されず，さら

に，現在の状態や将来についての過度な不安の訴えを繰り返されていた．[自殺企図]は

衝動的なリストカットや「病気は薬を飲んでもなおらない」という訴えとともに，自殺

への衝動が高まり，家族の目前で再三の自殺行動が行われる．家族は「どうなるかわか

らないから，目が離せない」と予定変更を余儀なくされていた．[貧困妄想]は支出や財

産に対して過小評価することにより生じた過度の不安を基盤に，日常生活上の行動に制

限が生じ，家族に対しても繰り返し訴えていた．[不眠]は「眠れない，眠れない」とい

う訴えや夜間不眠が継続することにより生活リズムの崩れが生じ日常生活行動や家族

内役割が十分に果たせないという状態へとつながっていた．家族は不眠が継続すること

や日常生活行動や家庭内役割が不十分であることに対して適切に関わることができず，

眠れない夜を幾日も一緒に過ごすという対応を行っていた．また，眠剤を使用しようと

するうつ病者に対して，「そんな薬は飲まない方がいい」という否定的な感情を伴った

応答が行われていた．[倦怠感]は日常的に倦怠感を訴え，日常生活行動が制限されてい

ることを家族は困難なことと認識していた．[自己評価の低さ]は自己に対して否定的な

言動を繰り返し訴えることに起因し，[自己評価の低さ]から社会的な行動や対人関係に

も制限が生じていることに家族は困難なことと認識していた．[自殺念慮]は家族や周り

のものに対して，「死にたい」という言動を繰り返し訴えていた． 

b．【家族への依存】:[依存]は家族に対して日常生活上の援助を必要以上に求めたり，

家族が外出等のスケジュールが入ると調子を崩す，あるいは外出をしないように家族に

求めるなど，家族自身の社会的行動を制限する結果になっていた．[多訴的]は「現在の

状態或いは将来についての不安・自己評価の低さについての訴え」や「貧困妄想につい

ての訴え」「倦怠感について訴え」「不眠についての訴え」などうつ病の症状を中心とし

た執拗な訴えに起因するものであった． 

c．【家族の日常生活への影響】:[活動の制限]は[依存]の結果，家族自身の外出を制限

する必要が生じていた．また，自殺企図のおそれから見守りが必要となるなど，家族自
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身の仕事への支障をきたしていた．[不眠]は不眠の訴えや夜間不眠に対して家族がさま

ざまな対処を試みた結果，家族自身も睡眠障害を経験していた．[心理的な影響」は家

族がうつ病を持つ人に接することができなくなり，支えることへの戸惑い，家族自身も

気持ちの切り替えができなくなり，生活全般に対する意欲がわかないなど，家族自身が

本来の役割をこなすことに支障を生じていた．[役割の代行]は問題なく行えていた「家

事」や「社会的活動」に対して消極的或いは拒否的となった結果，家族が役割の代行を

行っていた．[家事や料理ができない]は上記の[心理的な影響]をうけて家族自身が日常

生活上の役割を十分果たせなくなっていた． 

d．【うつ病と診断されたこと】:[疾患の経過についての不安]は家族が「完治しないの

ではないか」や「再発をくりかえすのではないか」という疾患に対する不安を感じてい

た．[疾患の症状としてとらえにくい]は元来の性格によるものか，日常生活上のストレ

スによるものか，家族にとって，疾患による症状の見極めが困難に感じ，対応に戸惑い

を感じていた．「相談できる人がいない」は家族自身の疾患に対する理解が不十分なた

め，或いは「偏見」を持っているため，親戚や親しい友人に話すことができず，さまざ

ま問題や負担について相談できる人がいないことに起因していた．[なぜ，うつになっ

たのか]は健康に配慮した生活を行っていたが，うつ病の発症に至ったことについて家

族自身受け入れることができない状況に起因していた．[診断に伴う服薬]は抗うつ薬や

睡眠剤など服薬することを否定的に受け止めていた． 

e．【治療に対するアドヒアランスの低さ】:[過剰服薬]は対人関係の緊張を緩和するた

めに，指示量を超えた服薬や，うつ病の人の判断による[服薬中断]はうつ病を持つ人自身

が服薬中断を行うことによるが，服薬中断に伴う気分の落ち込みや症状の再燃と結びつい

たことに起因する．[服薬回数の減少]はうつ病を持つ人が回復の自覚とともに服薬回数の

減少や服薬時間等を守らないこと，服薬を促す家族の助言を聞かないことに起因していた．

[入院に対する拒否]は入院が必要と判断されても入院を拒否し帰宅したりすることによ

る．[診察拒否や症状を伝えない]は「なおらないから」など受診を拒否し家族が受診する

ための援助が必要となることや，診察の際に不眠や不安・抑鬱状態が続いているにもかか

わらず，主治医に伝えないことによるものであった． 

f．【対応の仕方がわからない】: [適切な方法がわからない] は「治るためにすべきこと

がわからない」「治すためにどうすべきかわからない」「どのように支えるべきかわからな

い」など家族自身は治療に対して積極的な姿勢をもっているが，適切な方法がわからない
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ことに起因していた． [どのようにしたらいいのかわからない]は再三の自殺行動により，

家族自身が対応困難を感じている状態であった． 

（4）考察 

①【うつ病としての症状】 

うつ病に伴うほぼすべての症状に対して家族は困難な出来事として経験していた．実

際とは違った認識のもとで，支出や財産に関する過小評価として現れた［貧困妄想］は

うつ病にとって特徴的とされる妄想である．［貧困妄想］と自己に対する過小評価とし

て現れる「自己評価の低さ」がうつ病の人の家族の困難な出来事として認識されている．

Jacob（1987）は Family Distress Scale for Depression を用いた研究の中で，家族が

苦痛を感じる事柄として「無価値観」や「自己評価に対する不適切な評価あるいは自己

評価の低さ」であると報告している．本研究でも「自己評価の低さ」が基盤となって，

言語や行動として表出される［不安］や［社会生活および日常生活上の変化］へとつな

がっていると考えられる．家族はそれぞれ個々の出来事として認識しているというより

もすべてが連動した形で，困難な出来事として強く認識したのではないかと推察する．

また，うつ病を持つ人はうつ病を発症することによって，考え方や行動，言動等すべて

に影響をうける．Badger(1996)はうつ病を持つ人の家族を対象とした研究の中で，家族

が経験したことを以下のように記述している．「うつ病を持つ人はうつ病を発症するこ

とによって，以前とは全く違った人になる．」つまり，家族はうつ病を持つ人の変化そ

のものを困難な出来事として大きくとらえていると考えられる．  

次に，問題行動としてとらえられる［自殺企図］や［自殺念慮］は［貧困妄想］，[自

己評価の低さ］に基づいて生じるものであるが，再三繰り返される自殺行動や自殺に対

する言動を目前にすることによって，家族は困難な出来事として認識する．自己に対す

る無力感も併せて経験している可能性があると推察される． 

②【家族への依存】 

うつ病を持つことによって，家族への依存性が高まり，家族自身の社会的活動やプラ

イベートな時間が制限される．このことによってうつ病を持つ人と家族は過度に密着す

るか，或いは過度に距離をとってしまうか,どちらにしても適切な距離を保つことが困

難になることが予測される．Barnett はうつ病を持つ人の特徴として，依存欲求や承認

欲求，関心をむけて欲しい，他者からの支援を求めると報告している．適切な距離を保

つことができにくい状況の中で，事実とは異なることについての再三の訴えにより家族
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自身閉塞感を感じていると予測される．事実であれば，肯定的に聞くことも可能である

が，事実ではない場合，さらには否定的な言動が表出される場合，家族自身も感情的な

応答あるいは否定的な言動につながることも推察される．依存性の高まりや「不安」の

訴えを疾患によるものであると適切に認識していた場合，不適切になった距離を修正す

ることも可能であり，再三の訴えに対しても感情的・否定的な言動ではない適切な応答

が可能となる．家族にとって日常生活の中で経験する困難な出来事は減少するのではな

いかと予測される．  

③【家族の日常生活への影響】 

［活動の制限］はうつ病を持つ人の症状の変化や受診の拒否等により家族が本来果た

すべき行動を制限されることによって困難な出来事として認識している．一ノ山（2006）

は統合失調症患者を支える家族の主観的負担感についての研究の中で，家族が負担感と

して認識していることのひとつに「一人にしていられない」という記録単位を抽出して

いる． 

疾患に限らず，「一人にはできない時」というのが存在する．短期的な対応は家族内

でも対処可能であるが，長期的になると家族自身の社会的役割の中断あるいは中止に至

るケースもある．「相談できる人がいない」という点も加わり，他者からの支援を期待

しにくい．アウトリーチに取り組んでいる精神科医療機関も存在するが，すべての地域

において利用できるわけではない．利用可能な社会資源を積極的に活用することや事前

にどのような対処が可能かあらかじめ考えておくことも家族が経験する困難を減少さ

せる一助になるのではないかと考えられる． 

Mitteleman(2004)は認知症を持つ人の家族を対象とした研究では，“increase 

Caregivers”を目的として計画された介入を実施したところ，ケアに伴うストレス源に

対する家族の認識に変化がみられたと報告している．つまり，環境に対する家族自身の

認識を変化させることが重要である． 

次に[心理的な影響]として，うつ病を持つ人の家族はさまざまな影響を受ける． 

Coyne(1987)によれば，自殺念慮や自殺企図などの急性期症状ではもちろんのこと，無

気力などの症状でも家族の生活は混乱し，うつ病を持つ人と生活をともにしている人の

40％は治療的な介入を必要とすると述べている．うつ病と診断された人の家族に対して

も診断と同時に，看護の対象としてうつ病を受容することができるような積極的な関わ

りが必要であることが示唆された． 
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④【うつ病と診断されたこと】 

［相談できる人がいない］は家族自身がもつ精神疾患に対する偏見が他者へ相談や援助

をもとめるという行動を制限する結果になっている．本研究の対象者の中で 50 歳代と

70 歳代の 2 名は，うつ病であるということ自体が困難な出来事として経験されていた．

たとえば，服薬することや通院・入院していることに対して，「できるだけ（薬は）飲

まずに」や「そんな薬はやめたほうがいい」，あるいは「誰にもいってない」という言

葉で表現されている．Tsang(2003)は精神疾患を持つ人の家族の負担感の原因について

研究の中で，「家族の負担感は偏見と関係していて，家族に精神疾患を持つことを恥と

かんじていて，隠す傾向にある．また，家族が社会的に孤立するのは偏見による」と述

べている．つまり，家族自身の偏見が他者へ相談や，他者からの援助を求めることを拒

否するため，ますます家族は孤立感が深まり，【うつ病と診断されたこと】自体を困難

な出来事として認識していると考えられる．［相談できる人がいない］以外に【うつ病

と診断されたこと】に含まれる[なぜ，うつになったのか]については，家族の健康面に

配慮した生活を提供してきた対象者だけに，「なぜ，うつなのか？」といううつ病とい

う疾患自体を受け入れられない状況に対して困難であると認識していると考えられる．

[疾患の経過についての不安]は「治らないのではないか」「再発するのではないか」と

いう不安が困難な出来事として経験されている．【うつ病と診断されたこと】に含まれ

る家族が経験する困難性は，家族自身が持つ精神疾患に対する偏見に基づいており，偏

見が「うつ病」を治療可能な疾患として積極的な受容に至らない要因となっているとも

予測される． 

⑤ 【治療に対するアドヒアランスの低さ】 

[服薬中断]や[服薬回数の減少]，[過剰服薬]などうつ病を持つ人が行ったこと，ある

いは現在行われていることに対して家族は困難な出来事として認識していた．これは

うつ病を持つ人の服薬に対する認識より，むしろ家族が適切な認識を持っているため

に，不十分な服薬管理に対して困難な出来事として認識したものと思われる．「うつ病

の家族教室」により，家族がもつ服薬の重要性に対する認識が高まった．これと平行

して，うつ病を持つ人自身の服薬に対する認識を改善する必要があると考えられる． 

「受診・入院拒否」について，入院が必要になる状況下では，統合失調症の場には病識

のなさや妄想幻覚状態による混乱から拒否的な行動や言動がみられる．うつ病の場合も

「入院しても治らない」や貧困妄想から「入院費が払えない」など入院を拒否すること
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がある．さらに，「相談する相手がいない」ことから家族内で対処せざる負えなくなる．

家族はこのような状況を困難であると認識していると思われる． 

⑥ 【対応の仕方がわからない】 

うつ病に対する理解が不十分なために漠然とした不安が困難なこととして認識され

る場合と，うつ病による症状が家族に混乱をもたらし困難なこととして認識される場合

がある．うつ病を持つ人を支える家族の場合，家族自身がもつ精神疾患に対する偏見や

「家族だから」という責任感も関連し，「なんとかしなければ」あるいは「きちんと治

すためにはどうすべきか」という家族自身が自分に対して負荷をかける傾向にあると推

察される．その際には焦りや混乱等ネガティブな感情を伴うことも考えられ，家族自身

が経験する困難さを受容したうえで，自殺行動も含めた想定しうる場面個々への対応を

考え，活用可能な社会資源を情報として把握することで，どのような場面に対しても対

応可能であるという家族自身の効力感を高めることにつながるのではないかと予測さ

れる． 

以上のことから，うつ病を持つ人と生活をともにする中で，家族は【うつ病としての

症状】，【家族への依存】，【家族の日常生活への影響】，【うつ病と診断されたこと】，【治

療に対するアドヒアランスの低さ】，【対応の仕方がわからない】など疾患による影響だ

けではなく，症状への対応など多岐にわたる困難な出来事を経験していた．家族自身が

もつ精神疾患に対する偏見が「うつ病」に対する受容を消極的にし，「うつ病」から生

じるさまざまな症状や家族への依存，家族の日常生活への影響をより一層困難な出来事

として認識するに至ったものと推測された．  

うつ病の家族の困難性を負担感から検討した研究（Mittelemen et al., 2004; Coyne，

1987）では「うつ病と診断されたこと」，「依存」，「自己評価の低さ」，「自殺企図」，「自

殺念慮」，「社会生活および日常生活上の変化」，「身体的変化」について家族は負担を感

じていると報告している．また，本研究結果にみられなかったものとして「罹病期間の

長さ」，「無気力」，「抑うつ感情」があった．同じく負担感から統合失調症の家族の困難

性を検討した研究では「精神疾患であると診断されたこと」，「疾患の経過についての不

安」，「疾患の症状がとらえにくい」，「どうしたらいいのかわからない」，「社会性および

日常生活上の変化」において本研究結果との類似性が認められた．うつ病の家族の困難

性と統合失調症の家族の困難性を比較すると，共通する点は「精神疾患であると診断さ

れたこと」，「社会生活および日常生活上の変化」であった．うつ病の家族の困難性は「依

- 21 - 
 



存」や「自己評価の低さ」，「自殺企図」，「自殺念慮」，「身体的変化」などが特徴である

ことを推察された．うつ病の家族教室においては現在のプログラムを基本とし，さらに，

疾患から生じる症状について情報を細かく提供することにより家族の疾患・症状に対す

る理解を深め，プロセスレコードを活用して，うつ病者と家族の相互作用を再構成しな

がら対応の仕方を習得するというプログラムの必要性が示唆された．  

 

カテゴリー コード

うつ病としての症状 不安

自殺企図

社会生活および日常生活上の変化

不眠

貧困妄想

自殺念慮

倦怠感

自己評価の低さ

イライラ感

食欲低下

体重減少

身体的変化

家族への依存 多訴的

依存

家族の日常生活への影響 心理的影響

活動の制限

不眠

役割の代行

うつ病と診断されたこと 相談できる人がいない

疾患の経過についての不安

診断に伴う服薬

疾患の症状がとらえにくい

なぜ，うつ病になったのか

治療に対するアドヒアランスの低さ 服薬回数の減少

入院に対する拒否

診察拒否・症状を伝えない

過剰な服薬

服薬中断

対応の仕方がわからない 適切な方法がわからない

どうしたらいいのかわからない

表2．うつ病を持つ人と生活をともにする中で家族が経験する困難な出来事
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2．予備研究 2:同居家族のうつ病に対する認識と経験 

(1) 研究目的:同居家族のうつ病に対する認識および経験を明らかにすることを目的とし 

た． 

(2) 研究方法: 

① 調査対象者:予備研究 1 の対象者と同一である． 

② 調査方法:「うつ病を持つ人と一緒に暮らす上での経験」について，インタビュー

ガイドにしたがって，半構成的インタビューを行った．実施は調査対象者の都合のよい

時間帯に設定し，1 時間以内で行った．インタビュー内容は IC レコーダーによる録音を

おこなった．なお，インタビューを行う際には家族自身の動揺も予測されることから，

静かで落ち着ける環境を準備し実施した． 

③ 調査期間:平成 19 年 6 月 12 日から同年 7 月 21 日 

④ 分析方法:分析には質的帰納的分析を活用し，【うつ病に対する同居家族の認識】と

【経験】を表しているものを抽出し，コード化を行った．さらに，その類似性および関

連性にしたがって，カテゴリー化を行った． 

⑤ 倫理的配慮:調査対象者には研究の趣旨および方法，調査対象者への倫理的配慮を

記載した文書にしたがって，研究者から口頭による説明を行った．調査対象者からの研

究についての質問の有無を確認した．研究参加に賛同が得られた場合，研究同意書を提

示し，自筆にて署名を頂いた．調査対象者への倫理的配慮として，1）研究への協力の

任意性と拒否権 a．研究への協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも

可能である．b．研究協力または拒否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないこ

とを保証する．2）プライバシーの保護 a．インタビューを実施する際には，プライバ

シーが確保できる静かで落ち着いた環境で行う．b．録音記録時にはインタビューガイ

ドにのっとって「ご本人様」「ご家族（奥様・ご主人）」等の表現を用いて，固有名詞が

録音されることのないように配慮する．3）録音のための記録媒体，録音記録から起こ

した逐語録について，共同研究者以外との共有はしない．4）得られたすべての情報・

データは鍵のかかる場所に保管する．5）得られたすべての情報・データは研究以外の

目的では使用しない．6）個人情報の保護 a．専門学会，専門学会誌への投稿等で，研

究結果を公表した場合も，対象者が特定されることがないよう匿名で行う．b．研究終

了後，すべての情報・データは廃棄処分とする．なお，本研究は A 県立大学医学部看護

学科研究審査委員会の承認を得ている． 
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(3)  結果: 

同居家族のうつ病に対する認識は【うつ病だと思いたくない】及び【うつ病であるこ

とに対して消極的ながら受け入れる】，【治療に対して積極的に参加する】の 3 つが含ま

れていた． 

①【うつ病だと思いたくない】 

【うつ病だと思いたくない】では，≪気づいてなかった≫，≪変化に対する気づきはあ

った≫，≪変化に対する原因探索≫，≪ネガティブな感情≫の 4 つのカテゴリーが含ま

れた．うつ病の発症当初，夜間不眠あるいは食欲不振などのうつ病に伴う症状や日常生

活上の変化に対して，「身内をがんで亡くして以来，すべてがんではないかと心配し，

検査を受けて結果が良かったらホッとする感じだった．・・・以前にも調子を崩すこと

があり，「またか」と思った．」や，「（食欲が落ちた，不眠など）それがわからないから

ね．・・・頑張っていたし，一生懸命になって・・・」など，同居家族は元来の性格や

仕事の忙しさによるものだとして認識していた． 

また， ≪変化に対する気づきがあった≫では「外出が減ってしまった．」，あるいは

「食事の準備はできていたが，買い物には行けなかった」，「（必要な用事であっても）

代わりにいってほしい」など社会生活や日常生活上の変化や「転げ落ちるように，（次

第に）顔つきがかわった・・・」のように外見上の変化に対して認識していた．「食欲

がおち，「味がない」と言っていた」や「寝られない，寝られない」と言っていた」，「一

晩中寝ないで・・・・」，「夜間不眠になった」など，うつ病の症状としての食欲不振や

不眠に対してうつ病者の大きな変化として認識していた． 

しかし，≪変化に対する原因探索≫として，「不満があるから，病気になったのか？」

や「負担になることが重なったかもしれない」，「仕事が大変だったから，疲れてきたの

かな？」，「人間関係が苦手だから，ダウンしたのかな？」，あるいは「根気がない性格

だから，甘い」や「融通がきかないから・・・」など，現在の不眠や食欲不振などの変

化を生活環境や本人の性格にその原因を求め，家族自身が納得しようとしていた． 

さらに，≪ネガティブな感情≫では，「巻き込まれた感がある」や「なぜ“うつ”に

なったのか理解できない」，「考えが甘いと感じてしまう」，「支えるべきかどうか迷う」，

「自分が頑張らねばと思う反面，将来を見越して自立しようという思いが交錯して行き

詰る・・・」など，家族自身が被害的感情や疑問，否定的感情，迷い，葛藤などを経験

していた． 
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また，「朝から晩まで文句をいう」や「一日中メールを送ってくる」，「2 分ごとに電話

がかかってくる」など，頻回の訴えに対して，煩わしさやイライラを経験し，「普通に

接することができない」や「気持の切り替えができない」など，家族自身も情緒的な不

安定さを経験していた． 

② 【うつ病に対して消極的ながら受け入れる】 

【うつ病に対して消極的ながら受け入れる】では，≪うつ病に対する偏見≫，≪将来に

対する不安≫，≪薬に対する不安≫の 3 つのカテゴリーが含まれた． 

≪うつ病に対する偏見≫では，「この“うつ”っていうのは特別な疾患で．他の病気

は話ができるけれども，まだ，差別的なところがある」や「（うつであることを）誰に

も言ってない」，「私でも病院に来るとき，戸惑った・・・」，「（生命保険の問い合わせ

をすることは）ちょっと抵抗を感じる」など，家族自身が持つ「うつ病」に対する否定

的なイメージから，誰にもいえない，あるいは相談できないという状況を経験していた．

同じく，「“うつ”っていうたら，精神病」や「変なところを見られてしまって」，「“う

つ”っていうのは特殊な病気」，「“うつ”で，将来関係してきたら，かわいそう」，「（外

見上は）変わりがないし・・・」など，「うつ病」を特殊な病気であると認識していた． 

≪将来に対する不安≫では，「一生治らないのではないかなと思って」，「再発を繰り

返すのではないか？・・・家庭内暴力や引きこもりなど悪化した状態になるのではない

か？」，「性格的に再発を繰り返すと思うので，将来に対する絶望感を感じる．」など，

治らない病気である， あるいは再発を繰り返し，家庭内暴力や引きこもりに発展する

のではないかという大きな不安を経験していた． 

また，≪薬に対する不安≫でも，「薬が少しずつ増える」や「（服薬すると）感覚が麻

痺してくる」など服薬に対する不安や「“一回だけそんな薬は止めとけ”といったこと

がある」や「“薬は止めたほうがいい”といっていた」など，服薬に対して否定的な感

情を経験していた． 

さらに，「物忘れが多い」や「話が幼稚になっている」など（家族自身が考える）服

薬に伴う変化についても大きな不安を経験していた． 

③ 【治療に対して積極的に参加する】 

【治療に対して積極的に参加する】では，≪うつ病・治療に対する認識の変化≫，≪積

極的な医療・対処の探求≫の 2 つのカテゴリーが含まれた． 

≪積極的な医療・対処の探求≫として，「（家族の前で）“死にたい”，“死ぬ”といい，
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手首をきった」や「生きていてもしょうがないから，“殺せ”といった」など自殺念慮

や自殺企図を経験し，「仕事ができなかった」や「このときは目が離せなかった」など

一人にしておけない状況を経験していた．さらに，「びっくりした」，「大変なことをい

う」，あるいは「今までとは違う感じがした」など，今までの対応を見直す必要に迫ら

れるほどの驚きを経験していた． 

≪うつ病・治療に対する認識≫として，「うつになったことはしょうがない」，「一回

で， 短期間で治してあげたい」，「治すためにはどう関わるべきか？」などうつ病であ

るという事実を受け止め，うつ病や治療に対する認識の変化を経験していた． 

 

(4）考察 

うつ病に対する同居家族の認識は【うつ病だと思いたくない】及び【うつ病であるこ

とに対して消極的ながら受け入れる】，【治療に対して積極的に参加する】の 3 つが含ま

れていた．今まで報告されているうつ病者の家族を対象とした研究は家族機能の特徴

（Keitner et al., 1986）やうつ病者の対人関係あるいは相互作用の特徴（Keitner et 

al., 1985），さらに，うつ病者と生活をともにする中での家族自身の経験やその影響に

ついて（Coyne，1987；Badger，1996），多角的な視点から検討されている． 

なかでも，うつ病者の家族の経験に焦点をあてた Badger の報告と本研究の結果の比

較から，うつ病者家族のうつ病に対する認識と経験について，その特徴を検討する．11

名のうつ病者家族へのインタビューを行い，グランデッド・セオリー・アプローチを活

用して．うつ病者家族の経験を明らかにしようとした Badger（1996）の報告では，うつ

病者の家族は，“Acknowledge the strangers within”，“Fighting the battle”，“Gaining 

a new perspective”という 3 つの Stage を通って，すべての家族が変化し，さらに，

家族機能も変化すると述べている．本研究ではうつ病に対する家族の認識に焦点を当て

ているが，Badger の報告では，うつ病への認識，うつ病を持つ人，家族自身のおかれた

環境などすべてに対する認識に焦点を当てている． 

“Acknowledge the strangers within”という第一段階において，“Observing the 

metamorphosis “としてうつ病者を含めた家族あるいは家族機能の変化を経験している．

本研究では【うつ病だと思いたくない】では≪訴えの変化≫や≪食欲不振≫，≪夜間不

眠≫などうつ病者の変化を経験していた．さらに，“Finding socially acceptable 

explanations”や“Searching for reasons and solutions”が包含されている点につ
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いて，本研究でも家族はうつ病に伴う様々な変化を生活環境やうつ病である人の性格に

その原因を求め，自分自身を納得させようとしている≪変化に対する原因探索≫と非常

に似通った結果であると考えられる． 

また，Badger(1996)は“Finding socially acceptable explanations”や“Searching 

for reasons and solutions”に家族がこだわりすぎると時間がかかり，次の Stage に

進めないとも述べている．本研究では，≪変化に対する原因探索≫において，家族がう

つ病に伴う変化の原因をどこに求めるかという傾向は明らかになったが，どの程度その

期間が継続するかという点で結果が得られていない． 

次に，本研究の【うつ病であることに対して消極的ながら受け入れる】と”Fighting 

the battle”では，≪疾患に対する偏見≫という点で共通しているが，相違点は多い．

本調査の対象者は確定診断を経て，適切な治療を受けている．したがって，うつ病者を

含めた家族はうつ病であるということを認識した上で将来に対する不安を経験してい

た．しかし，Badger の調査対象者では“うつ病”であることを否定されたケースや新た

に適切な確定診断や治療を求めている段階であり，うつ病者との葛藤を減らすことや適

切な診断・治療を求める際に生じる保険契約上の制限や経済的な問題などを中心に家族

の経験が述べられていた．たとえば，「感情を害するようなことは避ける」や「コミュ

ニケーションなどの相互作用を減らす」，あるいは「家の中でも物理的距離をとる」な

どであり，これは家族がうつ病であるという認識を得たか否かということと，うつ病の

経過の違いや保険制度を含む医療制度の違い，さらに，本調査対象者であるうつ病を持

つ人はいずれも 1 名の主婦を除き，離職はしておらず，経済的負担を家族が担うという

役割変化は生じていないのに対し，Badger の調査対象者のうつ病をもつ人は離職してい

るケースや家族が経済的役割を担う役割変化を経験しているという違いによるもので

あると考えられる． 

【治療に対して積極的に参加する】では，≪積極的≫という点で類似性が認められた．

しかし，≪積極的≫に至るプロセスに相違があると思われる．本研究の場合，≪自殺念

慮≫，或いは≪自殺企図≫が，家族自身の治療に対する積極的な参加という行動の変化

を導いていた． Badger の報告では自殺企図などの危機的状況がキーワードになるので

はなく，あくまでも，“Fighting the battle”において自己喪失などの疲弊した家族が

自分自身あるいは家族自身を見つめ直し，うつ病者を含めた家族自身の関係を再構築す

ることにより家族自身が新しい視点を獲得するとしていた． 
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本研究と Badger の研究の比較を中心に検討した結果，以下の共通点を見いだすこと

ができた．①家族はうつ病による変化の原因を仕事などの環境や元来の性格に求めてい

た．②家族自身が持つうつ病に対する偏見から誰にも話せない，相談できない状況を経

験していた．相違点としては本研究の場合，確定診断及び治療を得たことにより，うつ

病者を含めた家族は将来に対する不安を経験していたが，Badger の報告では確定診断及

び治療に至るまで，治療を継続する上での葛藤を中心に家族の経験が明らかにされてい

た． 
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5．研究仮説及び研究枠組み 

 

図２. ストレス認知理論を背景とした研究枠組み

うつ病者の家族の困難性

うつ病者 家族

寡黙・依存的・情緒的反
応の欠如

欲求不満・憤り・怒り

コミュニケーション不全

家族機能不全状態

プロセスレコードを活用した心理教育プログラム

GHQ-28

うつ病者家族の困難性尺度

FAD

 

 

文献検討及び予備研究から，図 2 の研究枠組みに示すように，うつ病者のコミュニケー

ションの特徴である「寡黙」や「依存的」，「情緒的反応の欠如」が，うつ病者家族の「欲

求不満」や「憤り」，「怒り」というネガティブな反応を導き，うつ病者とうつ病者家族の

コミュニケーションは不全状態にあると考えられる．うつ病者とうつ病者家族の相互作用

はコミュニケーション不全を基盤としているため，うつ病の症状やうつ病による社会的・

経済的制限というストレスが生じた場合，ソーシャルサポートの探求や問題解決対処等の

効果的な対処行動をとることができず，困難な出来事として認識される．本研究では，う

つ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事を「うつ病としての症状」，「家族への依存」，

「家族の日常生活への影響」，「うつ病と診断されたこと」，「（うつ病者の）治療に対するア

ドヒアランスの低さ」，「対応の仕方がわからない」の 6 つと規定している．家族が経験す

る困難な出来事を軽減，あるいは改善することを目的に心理教育プログラムは構成する必

要がある．   

したがって，図 3 に示すように，「うつ病と診断されたこと」や「うつ病としての症状」，

「治療に対するアドヒアランスの低さ」に対しては，【うつ病についての知識を深める】こ
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とを目的として，うつ病や治療，経過についての情報提供を行うプログラムや「うつ病と

診断されたこと」や「治療に対するアドヒアランスの低さ」，「対応の仕方がわからない」

については【うつ病を持つ人の話】としてうつ病を持つ人が，どのように感じ，どのよう

なことを家族に求めるかについて学ぶプログラムが必要となる． 

また，予備研究から，家族自身が持つ精神疾患に対する偏見が他者への相談や援助を求

めるというソーシャルサポートを制限する結果になっていた．したがって，「クローズドグ

ループ」，および「少人数制」を採用することによって，うつ病者家族が緊張することなく，

自分自身の経験や思いを表現できる環境を提供することが可能になる．さらに，同じ経験

を持つ家族や医療者との定期的な交流により，ソーシャルサポート・ピアサポートによる

受容感や連帯感を高めることができると考えられる． 

うつ病者とうつ病者家族はコミュニケーション不全状態にあり，家族としての機能も不

全状態に陥っていることから，うつ病者とうつ病者家族の相互作用に着目して，コミュニ

ケーション不全の状態を改善するためのプログラムが必要となる．したがって，「治療に対

するアドヒアランスの低さ」や「対応の仕方がわからない」，「うつ病としての症状」，「家

族の日常生活への影響」，「家族への依存」に対して，プロセスレコードを活用することに

よって，うつ病者とうつ病者家族の相互作用を見直すプログラムが必要となる．プロセス

レコードを活用してうつ病者とうつ病者家族の相互作用を再構成することによって，例え

ば，うつ病者のコミュニケーションの特徴である「情緒的反応の欠如」や「寡黙」に対し

て，うつ病者家族が「怒り」，あるいは「欲求不満」という無意識に抱いた感情を背景に，

「批判的」，あるいは「敵意」といったネガティブな言動を発している現状を認識すること

ができ，さらに，無意識に抱いた感情が言動や表情，態度にどのように影響しているかと

いううつ病者家族の「気づき」につながると推測される．言語的・非言語的コミュニケー

ションを含めた相互作用に対する「気づき」が，うつ病者家族のコミュニケーションの質

を高め，うつ病者とうつ病者家族のコミュニケーション不全を改善させると考えられる． 

そこで，うつ病者家族を対象とした心理教育プログラムには以下の内容を含める必要が

ある．  

①うつ病・治療・経過についての情報提供 

②プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

③家族同士の交流，家族と医療者の連帯を図る 
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研究仮説:プロセスレコードを活用した心理教育プログラムはうつ病者家族の日常生活上

経験する困難性を軽減することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3. うつ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事とプロセスレコード
を活用した心理教育プログラムの関係
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第Ⅲ章 研究 1:うつ病者家族の困難性尺度の作成 

 本研究は 2 段階で実施した．第 1 段階はうつ病者家族の困難性尺度の作成であり，第 2

段階はプロセスレコードを活用した心理教育プログラムの開発と評価である．なお，評価

には第 1 段階で作成した尺度を用いた． 

1．本研究 1:「うつ病者家族の困難性尺度の作成」 

1）研究目的:「うつ病者家族の困難性尺度」の妥当性及び信頼性を確認する． 

2）研究方法: 

（1）研究対象者は以下の 4 つの条件を満たすものとした． 

① DSM-IV でうつ病性障害と診断された人の家族 

② 家族の年齢・性別・疾患の経過は問わない 

③ うつ病と診断された人と同居している人（配偶者あるいは主に診察に一緒に参加し  

ている家族） 

④ 外来・入院は問わない 

（2）調査期間:平成 20 年 10 月から平成 21 年 12 月 

（3）募集方法 

Ａ県立大学精神医療センター，複数の総合病院内精神神経科及び単科精神科病院の病

院長あるいは施設責任者，複数の訪問看護ステーション責任者に研究の趣旨及び方法を

文書と口頭により説明を行った．研究協力が頂けた場合，主治医を通し該当する家族へ

以下の 3 点を配布した． 

① 質問紙:「うつ病者家族の困難性尺度:5 段階 38 項目」（無記名） 

② 研究の趣旨および方法，調査対象者への倫理的配慮を記載した文書 

③ 返信用切手貼付済み返信用封筒 

なお，研究への同意は返信をもって，同意を得たものとした． 

本研究で使用したうつ病者家族の困難性を測定する尺度はうつ病者家族を対象とし

た予備研究 1 で「日常生活上経験する困難な出来事」として抽出した 40 項目について，

5 年以上の精神科での臨床経験を持つ 4 名，スーパーバイザー1 名で，それぞれの項目

が「うつ病者の家族が経験しうる項目であるかどうか」，「質問項目としてわかりやすい

か」等の表面妥当性を検証した結果，38 項目で構成された質問項目となった．うつ病を

持つ人と生活をともにする中で家族が経験する困難な出来事について，「ほとんどあて

はまらない」1 点，「あまりあてはまらない」2 点，「どちらともいえない」3 点，「だい

- 32 - 
 



たいあてはまる」4 点，「よくあてはまる」5 点の 5 段階リッカート評価を採用し，総得

点が高いほど日常生活上経験する困難な出来事が多いことを表すものとした．以下「う

つ病者家族の困難性尺度」として表す． 

（4）倫理的配慮 

対象者に対する倫理的配慮として，①研究への協力の任意性と拒否権 a．研究への

協力には任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能である．b．研究協力ま

たは拒否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する．②プライバシ

ーの保護 a．質問紙及び返信用封筒は無記名で回収することとする．b．得られたすべ

ての情報・データは数値化する．③得られたすべての情報・データは鍵が掛かる場所に

保管する．④得られたすべての情報・データは研究以外の目的では使用しない．⑤個人

情報の保護 a．専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表する場合も，対

象者が特定されることのないよう匿名で行う．b．研究終了後，すべての情報・データ

は廃棄処分とする．なお，本研究は大阪府立大学大学院看護学研究科における研究倫理

審査会での承認を得ている．（審査番号 20-18） 

3）分析方法 

項目の精製として，①各質問項目の平均値と標準偏差から回答に偏りのある項目を明

らかにした． ②項目間の相関分析を行い，相関係数 0.7 以上を示す項目を明らかにし

た．③α係数を算出し，相関係数が 0.5 以下となる質問項目を明らかにした．次に，探

索的因子分析を行った．因子数の固有値は 1 以上，因子負荷量.50 とし，変数減少法を

実施した．さらに，χ2値を算出し，因子数適合度を検討した．なお，分析には SPSS 16.0

及び Amos 16.0 を活用した． 

4）結果 

（1）A 県立大学精神医療センター，単科精神科病院 3 施設，クリニック 2 施設，訪問看護 

ステーション 2 施設からの研究協力を得て 220 部を配布し，51 部の返信回答があった．

回収率は 23.2%であった． 

（2）質問項目の精製: 

① 平均値と標準偏差から項目分布の検討（表 3） 

それぞれの質問項目における偏りを検討するために，平均値と標準偏差から項目分布

を検討した．「とりうる 小値を下回る」と考えられる項目として．質問項目 3 の「ご

本人が衝動的に自分自身を傷つける行動を起こす」，質問項目 4 の「ご本人が自殺行動
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を起こす」，質問項目 9 の「ご本人が実際には違うのに“自分にはお金がない”，“借金

がある”と信じてしまう」，質問項目 24 の「ご家族がご自分の役割（仕事や家事など）

をこなせない」，質問項目 31 の「ご家族がうつ病だと診断されたことについて受け入れ

られない」，質問項目 33 の「ご本人がうつ病であるということを受け入れない」，質問

項目 34 の「ご本人がうつ病やその治療・経過について理解していない」，質問項目 35

の「ご本人が積極的に治療をうけない」，質問項目 36 の「ご本人が受診の際に自分の症

状を伝えない」，質問項目 37 の「ご本人が勝手に服薬をやめてしまう」，質問項目 38 の

「ご本人が勝手に服薬量をかえてしまう（過量・減薬）」の 11 項目を削除した．なお，

本尺度はうつ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事を定量的に把握することを

目的としているため，あえて「取り得る 大値を上回る」と考えられる項目は削除せず，

次に続く分析対象とした． 

② 各項目間の相関分析による検討（表 4） 

相関係数 0.7 以上を示す項目として質問項目 2「ご本人が“病気が治らないのではな

いか”という不安を訴える」，質問項目 12「ご本人が“自分は役に立たない”など価値

がない存在だととらえる」，質問項目 21「ご家族が気持ちの切り替えができなくなる」，

質問項目 22「ご家族がご本人をサポートすることに戸惑いを感じる」の 4 項目を削除し

た. 

③ α係数による検討（表 5・表 6） 

α係数をもとに相関係数 0.5 以下となる項目として，質問項目 14「ご本人が今までに

比べて食欲が低下している」，質問項目 15「ご本人が今までに比べて体重が減少したり，

あるいは体重が増加する」，質問項目 17「ご本人がうつ病になってから，家族に対して

家事などの日常生活上の依存が高い」，質問項目 28「ご家族が病気について相談できる

人がいない」，質問項目 29「ご家族がご本人のうつ病やその治療・経過についてわから

ない」，質問項目 30「ご家族がご本人のうつ病による症状を理解しにくい」，質問項目

32「ご家族が“ご本人の病気が治るかどうか”という不安がある」の 7 項目を削除した．

したがって 終項目は 16 項目であった． 
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Mean SD M+SD M-SD

1 ご本人がいままでのように仕事ができないのではにかという不安を訴える
3.63 1.41 5.04 2.21

2 ご本人が病気が治らないのではにないかという不安を訴える
3.49 1.43 4.92 2.06

3 ご本人が衝動的に自分自身を傷つける行動を起こす．
1.80 1.34 3.15 0.46

4 ご本人が自殺行動を起こす
1.92 1.45 3.38 0.47

5 ご本人が「死にたい」と訴える
2.69 1.57 4.25 1.12

6 ご本人が人とのつきあいに対して消極的になる
3.49 1.41 4.90 2.08

7 ご本人が今までできていた身の回りや家事などができない
3.39 1.31 4.70 2.08

8 ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである．
3.51 1.38 4.89 2.13

9 ご本人が実際には違うのに「自分にはお金がない」，「借金がある」と信じてしまう
1.96 1.26 3.23 0.70

10 ご本人が根気が続かず，疲れやすい
3.90 1.27 5.17 2.63

11
ご本人が「自分は何もできない」など実際より自分の評価を低くして，自己に対する否定的な言動

を繰り返す
3.35 1.44 4.79 1.91

12 ご本人が「自分は役に立たない」など価値がない存在だととらえる
3.25 1.41 4.67 1.84

13 ご本人がイライラしたり，焦燥感がある
3.75 1.31 5.05 2.44

14 ご本人が今までに比べて食欲が低下している
2.71 1.20 3.91 1.50

15 ご本人が今までに比べて体重が減少したり，あるいは体重が増加する
3.51 1.30 4.81 2.21

16 ご本人の訴えが多い
3.12 1.42 4.54 1.69

17 ご本人がうつ病になってから，家族に対して家事などの日常生活上の依存が高い
3.57 1.25 4.82 2.32

18 ご本人がご家族に対して頼りきり，「そばにいてほしい」などと一緒にいることを求める
3.02 1.33 4.35 1.69

19 ご家族がイライラする
3.10 1.33 4.43 1.77

20 ご家族がご本人とどのように接したらいいかわからなくなる
3.18 1.29 4.47 1.88

21 ご家族が気持ちの切り替えができなくなる
2.96 1.18 4.14 1.78

22 ご家族がご本人をサポートすることに戸惑いを感じる
2.67 1.26 3.93 1.41

23 ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない
2.55 1.35 3.90 1.20

24 ご家族が自分の役割（仕事や家事など）をこなせない
2.22 1.24 3.45 0.98

25 ご家族がご本人の役割を肩代わりしなければいけない
3.02 1.29 4.31 1.73

26 ご本人を一人にしておけない
2.78 1.53 4.31 1.26

27 ご家族が睡眠状況に影響をうける
2.55 1.32 3.87 1.23

28 ご家族が病気について相談できる人がいない
2.29 1.27 3.56 1.02

29 ご家族がご本人のうつ病やその治療・経過についてわからない
2.35 1.18 3.53 1.17

30 ご家族がご本人のうつ病による症状を理解しにくい
2.37 1.22 3.59 1.16

31 ご家族がうつ病だと診断されたことについて受け入れられない
1.90 1.25 3.16 0.65

32 ご家族がご本人の病気が「治るのかどうか」不安がある
3.59 1.30 4.89 2.29

33 ご本人がうつ病であるということを受け入れない
1.96 1.18 3.14 0.78

34 ご本人がうつ病やその治療・経過について理解していない
2.04 1.11 3.15 0.93

35 ご本人が積極的に治療を受けない
1.69 1.17 2.86 0.51

36 ご本人が受診の際に自分の症状を伝えない
2.04 1.26 3.30 0.77

37 ご本人が勝手に服薬をやめてしまう
1.45 0.92 2.37 0.53

38 ご本人が勝手に服薬量をかえてしまう（過量・減薬）
1.71 1.24 2.94 0.47

表3．平均値と標準偏差から項目分布
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Ｑ１ Q2 Q5 Q6 Q7 Q8 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q32

Q1 .76 .59 .52 .40 .43 .44 .69 .66 .61 .19 .41 .60 .28 .42 .46 .51 .43 .39 .30 .40 .36 .57 .13 .07 .21 .44

Q2 - .65 .73 .46 .45 .48 .61 .75 .54 .18 .31 .57 .42 .24 .48 .45 .48 .54 .46 .47 .43 .50 .15 .04 .08 .45

Q5 - - .62 .27 .44 .33 .65 .68 .63 .20 .35 .66 .22 .42 .49 .59 .57 .46 .44 .51 .51 .54 .13 -.08 .20 .33

Q6 - - - .49 .51 .50 .56 .66 .43 .16 .30 .59 .48 .30 .39 .39 .35 .42 .43 .54 .49 .34 .03 -.19 .10 .35

Q7 - - - - .50 .55 .43 .43 .15 .21 .15 .44 .57 .41 .13 .25 .32 .35 .40 .48 .49 .41 .11 .06 .17 .41

Q8 - - - - - .61 .55 .51 .53 .27 .33 .35 .39 .40 .34 .39 .25 .39 .46 .51 .28 .46 .15 -.01 .10 .09

Q10 - - - - - - .42 .48 .32 .11 .27 .55 .56 .44 .34 .32 .28 .33 .34 .49 .37 .36 .12 -.03 .27 .25

Q11 - - - - - - - .85 .69 .34 .37 .58 .25 .50 .51 .56 .42 .36 .34 .53 .51 .53 .12 .02 .18 .34

Q12 - - - - - - - - .65 .20 .24 .62 .26 .41 .48 .51 .44 .42 .41 .59 .57 .50 .13 -.12 .10 .38

Q13 - - - - - - - - - .27 .48 .39 .13 .30 .49 .65 .47 .43 .39 .30 .19 .39 .28 -.02 .06 .33

Q14 - - - - - - - - - - .40 .10 .11 .14 .18 .52 .44 .37 .31 .18 .11 .29 .19 .16 .24 .29

Q15 - - - - - - - - - - - .33 .27 .28 .19 .46 .46 .33 .13 .28 .18 .38 .23 .19 .36 .32

Q16 - - - - - - - - - - - - .34 .59 .20 .42 .44 .40 .31 .51 .55 .40 .00 -.14 .29 .37

Q17 - - - - - - - - - - - - - .19 .21 .25 .45 .52 .48 .46 .23 .47 .27 .06 .30 .21

Q18 - - - - - - - - - - - - - - .22 .25 .19 .15 .06 .44 .51 .27 -.04 .02 .28 .1

Q19 - - - - - - - - - - - - - - - .55 .56 .50 .38 .50 .39 .39 .15 .02 .26 .4

Q20 - - - - - - - - - - - - - - - - .73 .68 .55 .31 .31 .44 .35 .02 .40 .5

Q21 - - - - - - - - - - - - - - - - - .72 .58 .29 .37 .49 .34 .10 .43 .5

Q22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - .74 .37 .28 .52 .34 -.04 .41 .5

Q23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .40 .21 .46 .29 -.10 .19 .4

Q25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .57 .60 .12 -.10 .17 .3

Q26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .33 -.12 .05 .20 .3

Q27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .32 .08 .33 .4

Q28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .37 .36 .2

Q29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .37 -.0

Q30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .3

Q32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

表4．各質問項目における相関
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項目ー全体の相関
項目を削除した場合の

α係数

Q1 .69 .915
Q5 .70 .915
Q6 .64 .916
Q7 .57 .918
Q8 .61 .917

Q10 .60 .917
Q11 .75 .914
Q13 .61 .917
Q14 .37 .921
Q15 .52 .918
Q16 .67 .915
Q17 .51 .919
Q18 .52 .918
Q19 .62 .917
Q20 .69 .915
Q23 .54 .918
Q25 .65 .916
Q26 .54 .918
Q27 .67 .916
Q28 .27 .923
Q29 .05 .926
Q30 .40 .921
Q32 .52 .918

表5．項目分析（第1回目）

項目ー全体の相関
項目を削除した場合の

α係数

Q1 .7１ .925
Q5 .73 .924
Q6 .69 .925
Q7 .57 .928
Q8 .63 .927

Q10 .62 .927
Q11 .76 .924
Q13 .62 .927
Q15 .47 .930
Q16 .71 .925
Q17 .50 .929
Q18 .54 .929
Q19 .63 .927
Q20 .65 .926
Q23 .54 .929
Q25 .68 .926
Q26 .57 .928
Q27 .64 .926

  Q32 .50 .929

表６．項目分析（第2回目）

- 36 - 
 



（3）因子的妥当性  

探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行った．固有値 1 基準で，3 因子

が抽出された．因子負荷量 0.5 未満であった質問項目 1「ご本人が今までのように仕事

ができないのではないかという不安を訴える」，質問項目 6「ご本人が人とのつきあい

に対して消極的になる」，質問項目 25「ご家族がご本人の役割を肩代わりしなければな

らない」，質問項目 27「ご家族が睡眠状況に影響をうける」の 4 項目を削除した．その

結果，第Ⅰ因子 6 項目，第Ⅱ因子 3 項目，第Ⅲ因子 3 項目となり，第Ⅰ因子を【うつ病

の症状と家族への影響】，第Ⅱ因子を【依存と訴え】，第Ⅲ因子を【機能不全】とした．

3 因子による累積寄与率は 70.05％であった．（表 7・表 9・表 10・表 11）各因子の相関

はそれぞれ中等度の相関がみられた．（表 8） 

（4）χ2値による因子構造の確認 

因子抽出法を 尤法で，プロマックス回転によりχ2値を確認した．χ2＝44.86（p=.08）

であった. 

（5）内的整合性の確認 

それぞれ 3 因子の Cronbach のα係数を算出した．第Ⅰ因子である【うつ病の症状と

家族への影響】では.87，第Ⅱ因子である【依存と訴え】では.78，第Ⅲ因子である【機

能不全】では.79 であった． 

（6）確認型因子分析を用いた構成概念妥当性の確認 

Amos を用いて確認型因子分析を行った 3 つの因子がそれぞれ該当する質問項目の影

響を受け，すべての因子間に共分散を仮定したモデルで分析を実施した．（図 4） 

適合度指標は CMIN=88.677（自由度 51，0.1％水準で有意），GHI=.804，AGFI=.700，

RESEM=.122，AIC=142.677 であった. 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

ご本人がイライラしたり焦燥感がある .891 -.054 -.065

ご家族がご本人とどのように接したら良いかわからなくなる .825 -.054 .011

ご本人が「死にたい」と訴える .612 .367 -.100

ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない .567 -.301 .399

ご家族がイライラする .508 .349 -.138

ご本人が「自分は何もできない」など実際より自分の評価を低くして，自己に対す

る否定的な言動を繰り返す
.501 .354 .093

ご本人がご家族に対して頼り切り「そばにいてほしい」などと一緒にいることを求め

る
-.092 .795 .055

ご本人を一人にしておけない -.062 .672 .131

ご本人の訴えが多い .14 .667 .087

ご本人が今までできていた身の回りや家事ができない -.219 .201 .817

.ご本人が根気が続かず，疲れやすい .020 .216 .594

.ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである .344 -.061 .574

累積寄与率 48.159 60.305 70.045

α係数 .870 .783 .787

表７．「うつ病者家族の困難性尺度」の因子構造

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ

うつ病の症状と家族への影響 依存と訴え 機能不全

Ⅰ　うつ病の症状と家族への影響 ー .604
**

.549
**

Ⅱ　依存と訴え .604
** ー .586

**

Ⅲ　機能不全 .549
**

.586
** ー

**　p<.01

表８．各因子の単相関係数

Ⅲ

 

 

 

 

 

 

 

 

平均値 標準偏差

ご本人がイライラしたり焦燥感がある 3.75 1.31

ご家族がご本人とどのように接したら良いかわからなくなる 3.18 1.29

ご本人が「死にたい」と訴える 2.69 1.57

ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない 2.55 1.35

ご家族がイライラする 3.10 1.33

ご本人が「自分には何もできない」など実際より自分の評価を低くして，自己に対する否定的な

言動を繰り返す
3.35 1.44

Ｆ１　「うつの症状と家族への影響」 3.10 1.07

表９．第Ⅰ因子「うつ病の症状と家族への影響」における各質問項目の平均値と標準偏差
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平均値 標準偏差

ご本人がご家族に対して頼り切惜り「そばにいてほしい」など一緒にいることを求める 3.02 1.33

ご本人を一人にしておけない 2.78 1.53

ご本人の訴えが多い 3.12 1.42

Ｆ２　「依存と訴え」 2.97 1.19

表１０．第Ⅱ因子「依存と訴え」における各質問項目の平均値と標準偏差

 

 

 

 

 

 

平均値 標準偏差

ご本人が今までできていた身の回りや家事ができない 3.39 1.31

ご本人が根気が続かず，疲れやすい 3.90 1.37

ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである 3.51 1.38

Ｆ３　「機能不全」 3.60 1.11

表1１．第Ⅲ因子「機能不全」における各質問項目の平均値と標準偏差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４.うつ病者家族の困難性
GFI＝.804，AGFI＝.700

ご本人がイライラしたり，焦燥感がある

ご家族がご本人とどのように接したらいいかわからなくなる

ご本人が「死にたい」と訴える

ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない

ご家族がイライラする

ご本人が「自分は何もできなく」など実際より自分の評価
を低くして，自己に対する否定的な言動を繰り返す

ご本人がご家族を頼り切り，「そばにいてほしい」と一緒に
いることを求める

ご本人を一人にしておけない

ご本人の訴えが多い

ご本人が今まででき ていた身のまわりや家事ができない

ご本人が根気が続かず，疲れやすい

ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである

うつ病の症状と家族への影響

依存と訴え

機能不全
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第Ⅳ章 研究 2:うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した 

心理教育プログラムの開発と評価 

 

1 プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの作成  

予備研究及び文献検討から，うつ病者のコミュニケーションの特徴である「寡黙」や「依

存的」，「情緒的反応の欠如」が，うつ病者家族の「欲求不満」や「憤り」，「怒り」という

ネガティブな反応を導き，うつ病者とうつ病者家族のコミュニケーションは不全状態にあ

ると考えられた．うつ病者とうつ病者家族の相互作用はコミュニケーション不全を基盤と

しているため，うつ病の症状やうつ病による社会的・経済的制限というストレスが生じた

場合，ソーシャルサポートの探求や問題解決対処等の効果的な対処行動がとることができ

ず，困難な出来事として認識されるのではないかと推察した．本研究ではうつ病者家族が

日常生活上経験する困難な出来事を「うつ病の症状」，「家族への依存」，「家族の日常生活

への影響」，「うつ病と診断されたこと」，「（うつ病者の）治療に対するアドヒアランスの低

さ」，「対応の仕方がわからない」の 6 つと規定している．家族が経験する困難な出来事を

軽減，あるいは改善することを目的に心理教育プログラムは構成する必要があると考えら

れる．   

したがって，図 3 に示すように，「うつ病と診断されたこと」や「うつ病としての症状」，

「治療に対するアドヒアランスの低さ」に対しては，【うつ病についての知識を深める】こ

とを目的としてうつ病や治療，経過についての情報提供を行うプログラムや「うつ病と診

断されたこと」や「治療に対するアドヒアランスの低さ」，「対応の仕方がわからない」に

対して【うつ病を持つ人の話】としてうつ病を持つ人が，どのように感じ，どのようなこ

とを家族に求めるかについて学ぶプログラムが必要であると考えられる． 

また，予備研究から，家族自身が持つ精神疾患に対する偏見が他者への相談や援助を求

めるというソーシャルサポートを制限する結果になっていた．したがって，「クローズドグ

ループ」，および「少人数制」を採用することによって，うつ病者家族が緊張することなく，

自分自身の経験や思いを表現できる環境を提供することが可能になる．さらに，同じ経験

を持つ家族や医療者との定期的な交流により，ソーシャルサポート・ピアサポートによる

受容感や連帯感を高めることができると考えられる． 

さらに，うつ病者とうつ病者家族はコミュニケーション不全状態にあり，家族としての

機能も不全状態に陥っていることから，うつ病者とうつ病者家族の相互作用に着目して，
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コミュニケーション不全の状態を改善するためのプログラムが必要となる．したがって，

「治療に対するアドヒアランスの低さ」や「対応の仕方がわからない」，「うつ病としての

症状」，「家族の日常生活への影響」，「家族への依存」に対して，プロセスレコードを活用

し，うつ病者とうつ病者家族の相互作用を見直すプログラムが必要となる．  

そこで，うつ病者家族を対象とした心理教育プログラムは以下の内容とする． 

1）プログラムの基本的構造 

（1）うつ病・治療・経過についての情報提供 

（2）プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

（3）家族同士あるいは家族と医療者との連帯 

図3. うつ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事とプロセスレコード
を活用した心理教育プログラムの関係

うつ病者家族が日常生活上経験する困難な出来事

うつ病についての知識
を深める

（生物学的な疾患であ
ることや治療可能な疾
患であること，お薬，経

過）

プロセスレコード
を活用した場面を

再構成

うつ病を持つ
人の話

家族同士，家族と
医療者との連帯

うつ病と診断
されたこと：

家族の日常生
活への影響：

うつ病として
の症状：

治療に対する
アドヒアラン
スの低さ：

対応の仕方
がわからな

い：

家族への
依存：
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うつ病についての理解を深める

（所要時間：1時間）

プロセスレコードを活用した相互作用の見直し

（所要時間：1時間30分）

第1回
「はじめに」　これからのすすめかた，

「今まで一番大変だったこと」

第1回目のみ場面を提示：「あまり楽しそうでない表情のとき」，

「休日は寝て過ごす」，「ため息」，プロセスレコードを活用する

メリット及び基本的な記述方法について説明する

第2回 「うつ病って何？」

第3回 「活用できる社会資源」

第4回 「お薬の話・経過」

第5回 「うつ病を持つ人の話」（希望があれば，ご本人も参加）

第6回 「うつ病を持つ人の家族の役割」

表12．うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した心理教育プログラ ム

 

2）実施回数及び所要時間:2 週間に 1 回 計 6 回（およそ 3 ヶ月），1 時間半から 2 時間． 

3）対象者数と実施経過:1 グループ 8 名までのクローズドグループとした．     

4）実施場所:院内（カンファレンスルーム） 

5）プログラム内容 

（1）うつ病についての知識はうつ病とはどのようなものか，セロトニン仮説を用いて生物

学的な疾患であること．治療可能な疾患であること．また，アメリカと日本の罹病率を

比較しながら，家族などの環境因子のみで発症する疾患ではないことやうつ病の罹病率

とⅡ型糖尿病の罹病率を比較しながら，比較的多い疾患であることを情報として提供し

た． 

（2）うつ病の症状及び経過は身体症状および精神症状についての情報として提供した． 

（3）薬物療法については，抗うつ薬がどのように（どのような症状に）効くのかというこ

とと，服薬によってその効果を感じるまでにどの程度時間がかかるのか．また抗うつ薬

の副作用はどのようなものかということと，副作用はいつ頃出現し，いつ頃感じなくな

るのか． 

さらに，抗うつ薬による主作用としての効果を感じる時期と副作用を感じる時期の相

違などから，うつ病者の判断による服薬中断及び服薬量の調整をおこなわないために，

家族自身ができるアドバイスを考える場面を提供した． 

（4）うつ病者とうつ病者家族のコミュニケーション，あるいは相互作用を，プロセスレコ

ードを活用して提示した．参加者の年齢やうつ病者との続柄から経験していると想定さ
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れる場面を提示し，グループで話し合う．（例えば，職場復帰段階における家族の関わ

りなど） 

（5）うつ病を持つ人の話として，うつ病が重篤な時にどのように感じていたか，これまで

の経過やその時々に思ったこと，家族に対して思うことなど体験を話して頂いた．現在

は職場復帰を果たしているため，回復後のイメージを形成することにつながると考えら

れた． 

（6）活用可能な社会資源として，公費医療制度（都道府県による）や入院時の高額医療費

助成制度や医療施設内にあるディケアについての情報を提供した． 

（7）プロセスレコードを活用した相互作用の再構成を行う場面は，プロジェクターを活用

し，参加者から提供された困った場面を，プロセスレコードで記述しながら言語的コミ

ュニケーション・非言語的コミュニケーション・その時に感じた，あるいは思ったこと

など再現した．場面提供者が大変だったことをねぎらいながら，再構成によって明らか

になったことを列挙した．同じような場面に遭遇したとき，どのような対応ができるか

について意見交換を行った．参加者から場面提供がない場合は参加者の年齢や患者との

続柄から，経験していると想定される場面を紹介した．たとえば，サラリーマンが職場

での失敗から次第に抑うつ的になっていく場面や出産直後の母親が適切な育児を目指

していたが，十分対応することができず，次第に抑鬱的になっていく場面．子供が独立

し，老夫婦二人の生活になり，目的を失いつつある 60 歳代の女性が様々なことに対す

る興味や関心を失い，次第に日常生活が十分行えず，臥床がちとなる場面などを提供し

た． 

 

2 プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの実施 

1）対象者の募集 

（1）施設への依頼 

A 県立大学精神医療センター，単科精神科病院の病院長あるいは施設責任者に，「うつ

病の家族教室」の趣旨及び方法を文書と口頭による説明を行った．研究協力が頂けた場

合，主治医から該当する家族へ家族教室の詳細（実施内容及び日程）を記載した資料と

研究の趣旨及び方法，調査対象者への倫理的配慮について記載した文書をもとに参加を

すすめていただく． 

（2）研究参加への募集 
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すべての家族を対象として，プログラム第 1 回目に本研究の趣旨及び方法，調査項目，

ならびに倫理的配慮について記載した文書にしたがって，口頭で直接説明を行い，研究

についての質問の有無を確認した上で，研究への賛同が得られた場合，同意書に自署に

よる署名を求めた．なお，研究への同意は同意書への署名によって得たと判断した． 

2）プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの実施 

（1）プログラムの実施と参加状況（図 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8. プログラムの実施と評価時期
H22
１

１２１１１０９８７６５H21．

４

A施設

B施設

１グループ：2名
（父親・母親）

２グループ：2名
（母親・配偶者：妻）

３グループ：2名
（母親・配偶者：妻）

４グループ：１名
（配偶者：妻）

図6. プログラムの実施と参加状況

実施計画では計 6 回，およそ 3 ヶ月と期間を設定していたが，ご家族自身が仕事を持っ

ている場合や，子供さんがいる場合などがあり，参加できる日程を調整して計 6 回のプロ

グラムを実施した． 

（2）毎回，開始直後に「どうでしたか？」と尋ね，前回からのうつ病をもつ人や家族自身

の変化を尋ねた．たとえば，「いままで，10 時頃までおきてこなかったのですが，この頃

は早く起きて，庭の草刈りをするようになりました」という肯定的な変化を示す意見が出

された場合には，「大きな変化ですね」という言葉で，肯定的変化をフィードバックした．

「では，困ったことは？」と尋ね，参加者から提示されたうつ病者と家族の相互作用を聞

きながら，プロジェクターを活用して，「どのような状況ですか？」と尋ねながら，表情や
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態度，声のトーンも確認した上で記述した．さらに，「それをみてどう思いました」とその

時に感じた気持ちや認識を引き出し記述した．「そのとき，どのような声かけをされました

か？」と尋ね，家族自身の対応を記述した．さらに，家族の対応に対するうつ病者の対応

を尋ね，記述するというパターンを繰り返し，家族から提示があったうつ病者と家族の相

互作用の再構成を行った．プロセスレコードによって再構成された場面をみながら，意見

交換を行った．まず，「このような経験はありますか？」と場面を提示した対象者以外の意

見を尋ねた．多くの場合はうなずきであるが，なかには同様の経験を話す対象者もいた．

対象者 50 代女性（続柄:母親）から困った場面の提供として，「子供がいつもしんどそうに

リビングで寝ている．その姿をみるのがつらい」という意見が出された．プロセスレコー

ドを活用し，対象者（母親）に聴きながら，その場面を再現した．その場面のプロセスレ

コードを場面 1-1 として示す．意見交換では「家にいるようになってずいぶん期間がたつ

し・・・」という対象者自身（母親）の（子供の回復に対する）焦りや不安と，「私の見え

ないところで寝てほしい．そんな姿を見たくない」という（子供の変化）をみる，あるい

は接することによる対象者（母親）自身のつらさを明らかにした．この家族自身が経験す

る回復に対する焦りや不安，つらさについては，出席者である対象者 30 代女性（続柄:妻）

からもうなずきとともに「私も・・・，どうなるのかなって思う」という共感を示す言葉

がかけられた．研究者からは，焦りや不安，つらさに対する受容を示す言葉かけを行い，

「何もしたくない，できない」といううつ病の症状としての意欲の低下や薬物治療による

副作用としての眠気，さらに回復途上であることを情報提供し，再確認した．場面 1-2 は

次回参加時に対象者（母親）に同じような場面が継続していることを確認したのち，対応

場面を再現したものである．対象者（母親）は「うつのせいで，しんどいからゆっくり寝

かせてあげよう」と思い，声をかけずにその場を離れている．（子供が）寝ている姿をみて

も，（子供の回復に対する）焦りや不安，つらさを感じていないことを明らかにした．対象

者（母親）は「客観的っていうか，冷静にみられるようになったと思う」という言葉で表

現している．出席者である対象者 30 代女性（続柄:妻）からも賞賛を示す言葉がかけられ

ていた． 
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ご本人の言動 ご家族が思ったこと・感じたこと ご家族の言動

①日中リビングで，臥床している

②なぜ，しんどそうなのか？　家にいるよ

うになってずいぶん期間がたつし・・・・．私

の見えないところで寝てほしい．そんな姿

を見たくない

③じっとみている．声をかけず，その場を

立ち去る

場面1-1：対象者Ａ（続柄：母親）　子供がいつもしんどそうにリビングで寝ている．いつも見て見ぬふりを する．

 

 

 

 

 

 

 

 

ご本人の言動 ご家族が思ったこと・感じたこと ご家族の言動

①「この薬で，かえってしんどいわ，頭が

ぼっーとするし，なおるのかな？」

②あんまり良くなったように思えない．大

丈夫かな？

③子供を 見るが何もいわず．

場面2-1：対象者Ｂ（続柄：父親）　服薬に対する思いについてのやりとり

 

 

 

 

 

 

 

ご本人の言動 ご家族が思ったこと・感じたこと ご家族の言動

①日中，リビングで臥床している

②ゆっくり寝かせてあげよう

③声をかけずにその場を離れる．

④２時間後におきる．何もいわない

⑤ゆっくり休めたかな

⑥「ちょっとゆっくり休めた？」

⑦「うん」

場面1-2：対象者Ａ（続柄：母親）　子供がいつもしんどそうにリビングで寝ている．

 

 

対象者 60 代男性（続柄:父親）は企業に勤める管理職で，自らの職場でも「うつ病」

になる部下を多くみてきた．しかし，「精神科」，「服薬」については抵抗感を持ってい

る．「薬を飲む」ということについて意見交換を行った．対象者 60 代男性は「（服薬に

対して）「んー・・・ちょっとね」という意見であった．プロセスレコードを活用し，

対象者 60 代男性に聴きながら，場面を再現した．その場面のプロセスレコードを場面

2-1 として示す．「この薬で，かえってしんどいわ．頭がボッとするし・・・なおるのか
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な・・」という（子供）の言葉に，参加者である対象者 50 代女性（続柄:母親）もうな

ずく．「あんまり良くなったようには思えない．大丈夫かな」という服薬に対する家族

自身の不安があきらかにされた． 

 

ご本人の言動 ご家族が思ったこと・感じたこと ご家族の言動

①「薬を飲むと，眠くなって何もできな

②そう感じるのも副作用のせい．でも，
しっかり効いてくるまで時間がかかる．
飲み続けることが大事やから

③「眠いのはつらいな．でも，しっかり
効いてくるまで時間がかかるらしいか
ら，飲み続けたほうがいい」

場面2-2：対象者Ｂ（続柄：父親）　服薬に対する思いについてのやりとり

 

プログラムの第 5 回目に予定している「うつ病を持つ人の話」では，現在うつ病の治療

を受けながら仕事を継続している人に発症から現在に至る自らの体験を話して頂いている．

その体験談の中で，「自分は月に 1 回の受診と，薬で仕事を継続している」や「薬をやめて

しまうと，まず食欲がなくなって，ねむれなくなる．そして 3 日ほどしたら死にたくなる」，

また，「一旦薬をやめると効いてくるまで時間がかかります」，「自分は主治医から，薬はあ

なたの杖ですと言われた．杖がなくても歩くことはできるでしょうが，杖を使った方があ

なたにとっては楽だから・・・」という話が語られた． 

体験談ののち，場面 2-1 を同じ場面を再現し，対象者 60 代男性にどのような対応がで

きるかと尋ねながら，場面を構成した．（場面 2-2）対象者 60 代男性は服薬に対して，「そ

う感じるのも副作用のせい．でもしっかり効いてくるまで時間がかかる．飲み続けること

が大事やから」という認識に変化し，「眠いのはつらいな．でも，しっかり効いてくるまで

時間がかかるらしいから，飲みたほうがいい」といううつ病者が持つ服薬に対する思いに

家族が共感し，服薬継続をサポートするための言葉かけを行うという発言を得た．出席し

ている対象者 50 代女性(続柄:妻)からも「おとうさん，薬飲んだ？」って聞くようにして

いるという発言を得た． 
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3 プログラムによる参加者の特徴的変化 

1）対象者 A 氏（配偶者:妻）（図 7） 

2 度目の再発であり，かつて休職・復職を経験しているなど経過が長くうつ病の治療や

経過については十分理解されていた．休職期間の期限が迫り，復職を間近に控えているこ

とから，「復職ができないと仕事を失う」など復職について大きな不安を抱えている状態で

あった． 

≪うつ病の症状と家族への影響≫ 

対象者 A 氏が復職に対して大きな危機感を感じている中で，ご主人が復職に対して「た

ぶん，無理」などの言動を繰り返し，消極的であり，意気込みを感じられないことに対し

て，対象者 A 氏は辛さやイライラ，将来に対する不安を募らせる言動があった．復職日に

備え，継続的に出勤するために，就寝前の服薬時間の確認や就寝時間，途中覚醒の有無，

起床時間，日中の過ごし方について話し合った．対象者 A 氏が復職をサポートするために，

「どのような関わりができるか」についてプロセスレコードを活用して場面を再現した．

休日の前には「今日終わったら，明日は休みだから」や「もう，○○日続けて出勤できて

いる」など，短期的な目標の提示や出来ていることをフィードバックするという対応を選

択し，復職日を迎えた．次の家族教室では，「復職について」や 「どのように対応してい

るか」について話し合った．出勤できない日が幾日かあったが，「休んでも，休み続けるの

ではなく，出勤していること」について対象者 A 氏はそのがんばりを認めていた．対応の

仕方についても，帰宅時には「どうでした？」と仕事の様子に関心を向け，ねぎらいの言

葉をかけていた．復職期間中に大きなストレスとなる出来事が生じた際も，ご主人のがん

ばりを認め，一緒に考え効果的に対処していた．「（仕事を）辞めるわけにはいかないから」

というご主人の言葉もあり，家族教室としては，対象者 A 氏のご主人のサポートに対する

がんばりを認め，くじけないご主人の変化をフィードバックした． 

≪依存と訴え≫ 

休職期間中に比べ，復職に伴う疲労感が強く，毎日のように「もう，駄目かな」という

否定的な言動が繰り返された．対象者 A 氏はご主人に関心を向け，ねぎらいの言葉を根気

よくかけていた． 

≪機能不全≫ 

休職期間が長かったことや定時出勤，拘束時間の変化によりご本人の疲労感は強かった．

「うつ病を持つ人の話」ではご主人も出席し，仕事の拘束時間などから考えても疲労感が
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強いことについては共感を示し，その疲労感を蓄積しないために休日には十分な休息時間

を確保する必要性を確認した．対象者 A 氏は休日にはできるだけ休息がとれるように配慮

する関わりが行われた．たとえば，できるだけ大きな行事をいれることなく，休日の午後

からは休息時間の確保に努めた． 

家族教室終了時点で．ご主人の勤務は継続され，経済面での保障も確保することができ

た．対象者 A 氏は「なんとかいけそうな気がする．この時期（復職の時期）にきて良かっ

たと思う」という言葉を頂いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）対象者 B 氏（母親）（図 8） 

自殺念慮の訴えや奇声・暴言により，「出来るだけ刺激をしないようにやってきた」や

「声をかけることで，負担になるのではないかと心配である」，「親だけで踏ん張るってい

うのは悪循環になってしまう」と対象者 B 氏は話し，会話もない状態であることが伺えた． 

≪うつ病の症状と家族の影響≫ 

現状に対する焦りやイライラから，対象者 B 氏に怒りの訴えや暴言が多く，「（対応する

ことに）萎縮してしまって，子供に対して“怖い”って言う気持ちがあった．生活をして

いても，何をするかわからない．そういうのが正直あった」と表現していた．さらに，「子

供のことをあまり人前で話したくない」や「こういう話が出来る場っていうのは限られて

いる」など相談できる場がないことが予測された．「怖い」と思う気持ちを受け止めた上で，

日常生活で普段の会話を増やすために，プロセスレコードを活用して場面を再現した．た
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とえば，「ご飯何にする？」やテレビを見ているときに，「この歌手，誰？」など，当たり

前の会話を増やすという対応を選択した．次の家族教室では前回決めた対応の結果を確認

すると，歌手について説明し，「こうしたらいい」というように自分から話しかけてくる場

面も増えた．当たり前の会話が可能となった． 

≪依存と訴え≫ 

「どこにいくの？」や「いつ帰ってくる」と聞かれることに対して，もともと「（対応

することに）萎縮してしまって，子供に対して“怖い”って言う気持ちがあった．生活を

していても，何をするかわからない．そういうのが正直あった」と表現していたように，

会話がない状態であったため，対象者 B 氏ははっきりとした返事をせずに対応していた．

プロセスレコードを活用して日常的な会話を見直し，当たり前の会話を増やすことができ

るようになったため，自然に「○○へいくから」や「何時頃になるけど」，「一緒に行く？」

などの会話が増えた．また，現状を受け入れられないため，責任の所在を母親に求め，母

親を非難する言動や暴言が繰り返されると，「出来るだけ刺激をしないようにやってきた」

や「声をかけることで，負担になるのではないかと心配である」と表現しているように，

“怖い”という思いから，対象者 B 氏は「出かけてくるわ」といい距離をとる，あるいは

答えないという姿勢を示していた．そのような対象者 B 氏の態度に「またか」，「いつも，

そうや」と強い口調で非難の言葉を返すという悪循環に対して，プロセスレコードを活用

して，きちんと向き合う必要性を確認した．「どのように向き合うか」という点で話し合い，

「子供の時の話をしてみる」や「大事な子供である」というそのままの気持ちを伝える，

さらに，「どうしてほしいのか」という点について聞くという対応を選択した．次の家族教

室では前回決めた対応の結果を確認すると，日常の会話が増えたことにより，母親に対し

て非難する言動や暴言が少なくなった．したがって，場面通りに対応することができなか

ったが，対象者 B 氏は普段の会話の中で，子どもの頃の話や「大事な子供である」という

気持ちを伝えることができ，それに対して，「○○が辛かった」や「あの時，本当は○○が

したかった」など辛さや本音が語られ，対象者 B 氏が共感する場面や気付かなかったこと

に対して謝る場面へとつながった． 

≪機能不全≫ 

対象者 B 氏が家族教室に参加して度々発言することは「朝起きなくて」ということで 

あったが，“怖い”という思いから，積極的な行動をとることができずにいた．日常的な会

話が増えたことにより，生活リズムを整える必要性を確認し，どのような対応ができるか
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話し合った．決まった時間に声をかけて起床を促すという対応を選択した．たとえば，「○

○時だけど，起きる？」や「朝ごはんができている」，「朝ごはんは何がいい？」など，起

きるという行動につながらなくても，声をかけるという対応である．はじめは一度の促し

では起床行動につながらないものの，「返事だけはある」という状態から起きるという起床

行動につながり，一緒に朝食をとるという行動に発展した． 

次にプロセスレコードを活用して，「何かを依頼する」という場面を検討した．掃除を

依頼し，対象者 B 氏が仕事から帰ってきたら「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えた．依

頼された掃除は継続され，その範囲は拡大した．「今日の目覚めはいつもと違う」など何気

ない発言もあり，図書館に本を借りに行き，散歩をするなど行動範囲の拡大につながった．

さらに，自らアルバイトを探し，面接を受けるという大きな変化につながった． 

対象者 B 氏も会話をする際に，緊張することがなくなり，笑顔や発語も増えた． 参加

者からは「一人で抱え込まずに，みんなに相談することですよ」と声をかけられた．対象

者 B 氏も「安心した精神状態になった」と発言があった．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）対象者 C 氏（配偶者:妻）（図 9） 

ご主人は長期経過のため，退職を余儀なくされ，日中特にすることがない状態である．

対象者 C 氏は「なかなか治らない」，「とにかく良くなってほしい．“しんどい，しんどい”

という（主人を）見ているのが，つらくて・・・」，「（本人の態度に）腹が立つ．もっとち
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ゃんとできることがあるはず」，「もう受け止めたくない」など治ってほしいという気持ち

と相反する否定的な言動が見られた． 

≪うつ病の症状と家族の影響≫ 

対象者 C 氏は「朝，起きない」，「しんどい，しんどい」，「（本人の態度に）腹が立つ． 

もっと，ちゃんとできることがあるはず」と発言した．体験している「つらさ」を受け止

め，参加者から「私も一緒」と声をかけられた．「朝，起きない」という点については，入

眠時間や眠剤を服薬する時間を確認した．比較的遅い時間に服薬していることが明らかに

なり，1 時間早く服薬するようにするという対応を選択した．次回の家族教室で確認した

ところ，朝は起きるようになったという報告があった．この点について対象者 C 氏は大き

な変化であると捉えていた．対象者 C 氏から「イライラすることもあるけど，それはそれ

でいいと思えるようになった」との発言があった． 

≪依存と訴え≫ 

「しんどい，しんどい」という訴えや家族内の役割が十分果たせないことについて，対 

象者 C 氏の受け止め方が「イライラする」，あるいは「何かできることがあるはず」という

思いから，「イライラすることもあるけど，それはそれでいいと思えるようになった」や「受

けて止めていくことが大切だとわかった」という発言に変化した． 

≪機能不全≫ 

「しんどい，しんどい」と訴えることについては，一日のうちで，倦怠感が強い時間帯 

と比較的楽な時間帯を確認した上で，「比較的楽な時間帯に，自分でできることを決めて，

実施してもらう」という対応を選択した．次の家族教室で結果を確認した．「草刈りをして

くれた」や「散歩は継続している」などご主人の行動に変化が見られた． 

対象者 C 氏は「少しずつ良くなっているのが目に見えてわかっているから，受け止めて

いくのが大切だとわかった」などの発言があった． 
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図9.対象者C氏の実施前後の困難性の変化

 

4）対象者 D 氏（母親）（図 10） 

過重労働が原因でうつ病になり，勤務先を退職する．自宅で過ごす期間も 3 年となり，

少しずつではあるが，活動範囲に広がりが見え始めている状態であった． 

≪うつ病の症状と家族への影響≫ 

現状に対する焦りのため，ハローワークに行ったり，期間限定のバイトをしたりと活動 

範囲は広がっている半面，何もないときは「とてもしんどそうにみえる」ということが対

象者 D 氏にとって大きな気がかりになっていた．対象者 D 氏は「○○という作業所はどう

か」や「復職支援施設はどうか」など様々な資料を持参して意見を求めてきた．今までの

日常生活行動と現在の日常生活行動を比較し，時間的にも必要とされる体力にも大きな違

いがあることを確認した．対象者 D 氏に「元気な時と比べるのではなく，一番大変だった

時と比べて，今はどうか」と尋ねると，「仕事をしようとハローワークにも通っている」，

「期間限定のバイトもできるようになった」，「出かけることができるようになった」など

現在の変化を認める発言がみられた．復帰施設や作業所についても，自分で仕事をしよう

と思っていることや期間限定のバイトをしていることから，復帰施設や作業所を必要とし

ている段階よりはるかに回復していることや「今は見守りの時期である」ということを伝

えた．対象者 D 氏の意思を尊重し，復帰施設や作業所については紹介程度という形で，ご

本人に話すと対応を確認した．次回，家族教室では「ご本人の様子はどうだったか」とい
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うことと，「復帰施設や作業所について話して，どうだったか」という点を確認した．ご本

人の様子としては「週のうち，何度かハローワークに通い，模擬面接の練習を申し込んで

いること」や「○○の試験を受ける」など活動範囲がさらに拡大している様子が明らかと

なった．また，作業所や復帰施設についての話では，ご本人から「必要がない」という返

答であったと発言があった．対象者 D 氏は「私がしなければと思っていたからかな」，「本

当に少しずつ元気になってきている」，さらに「見守りっていう言葉がすごく大きかった」

という発言があった． 

≪依存と訴え≫ 

ご本人の行動範囲の拡大と相反して焦りや身体的疲労に伴う訴えが増加していたが．対 

象者 D 氏はご本人の訴えに対して，時には受け止め，時には聞き流すなど適切な距離をと

ることができるようになったと発言があった．また，対象者 D 氏自身の楽しみに時間を割

くことができるようになったと発言があった． 

≪機能不全≫ 

ハローワークや期間限定のバイトなど行動範囲は拡大し，さらに，対人関係でもその広

がりを見せた．しかし，自宅で過ごしていた日常と比べ，時間的な拘束や体力という点

でも必要とされるものは大きく違う．そのことから感じる疲労感は大きく，自宅では「ぐ

ったり」する時間が増加した．ご本人は現在の活動を維持するために，リラックスでき

る方法を探し，対象者 D 氏もそれに協力するという対応が見られた． 

対象者 D 氏は「二人ともが本当に疲れ切っていた．でも，絡まった糸をほぐしてもらっ

たような気がする．ここに来ることが楽しみになった．」という発言があった． 

 

5）対象者 E 氏（配偶者:妻）（図 11） 

自己による服薬中断により再発する．対象者 E 氏の周りの家族のうつ病に対する理解が

乏しい．たとえば，「なまけている」や「治りが悪い」という発言があり，ご主人だけでは

なく，周りの家族に対しても対応が必要となる． 

≪うつ病の症状と家族への影響≫ 

ご主人が家長として役割を担えないことや対象者 D 氏が「楽になってきた？」と尋ねて 

もご本人の返答は「わからない」であり，「しんどくなったら，入院したらいい」と消極的

な発言であることから，感情的にぶつかり合うことが多かったと話した．また，周りの家

族もうつ病に対する理解が乏しく，配慮のない発言があることから，「しんどい」と訴えて
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いた．その「しんどい」という訴えに対しては，参加者からも「それはしんどいわ」とい

う共感を示す言葉もかけられた．「感情を出さないようにしているけど，きつい」や「しん

どくならないために，治療をうけているのに，勝手に薬をやめてしまって」など否定的な

発言があったが，受容的に受け止めることに努めた．次回の家族教室では周りの家族とは

距離を置いていることや「歯がゆいところはあるけれども，主人のペースを優先している」

との発言があった． 

≪依存と訴え≫ 

復職を急がされている状態でもなく，自宅において父親役割から少しずつ活動範囲を広 

げている状態であり，家族に対して依存傾向にあるという状態ではなかった． 

≪機能不全≫ 

ペースに合わせて仕事を再開することができるという比較的恵まれた環境にあるが，自

発的に復職しようという姿勢を見せない．しかし，ご本人が服薬を継続していることや父

親役割を果たしている点を認め，感情的にぶつかることはなくなったと発言した． 

対象者 E 氏は 6 回の家族教室を終え，「気分の波があるけれども，どんな場合にでも対

応できるようになった．」という発言があり，さらに，家族教室に対しては，「困ったら，

相談できる場所」という発言があった． 
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4 プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの評価 

1) 研究目的:うつ病者家族を対象としてプロセスレコードを活用した心理教育プログラム

の有用性を確認する． 

2）研究デザイン:介入前後比較研究 

3) 研究方法 

(1) 研究期間:平成 21 年 3 月から平成 22 年 2 月 

(2) 研究対象者 

対象者の背景として年齢は 30 歳代 1 名，40 歳代 1 名，50 歳代 4 名，60 歳代 1 名，平均

年齢は 50.6 歳であった．対象者の性別は男性 1 名，女性 6 名．続柄は父親 1 名，母親 3

名，配偶者（妻）3 名であった． 

それぞれの対象者の参加希望及び日程を尊重し，1 グループそれぞれ 2 名，計 4 グルー

プに対してプロセスレコードを活用した心理教育プログラムを実施した． 

(3) 評価時期 

心理教育プログラムの第 1 回目終了後と第 6 回終了後の 2 回である．それぞれのグルー

プの実施時期と評価時期を図 12 に示した． 
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図8. プログラムの実施と評価時期
H22
１

１２１１１０９８７６５H21．

４

A施設

B施設

１グループ：2名
（父親・母親）

２グループ：2名
（母親・配偶者：妻）

３グループ：2名
（母親・配偶者：妻）

４グループ：１名
（配偶者：妻）

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

FAD，GHQ-
28，家族の
困難性尺度

図12. プログラムの実施と評価時期

 

(4) 評価方法:評価項目は以下の 3 点とする． 

① うつ病者家族の困難性尺度 5 件法 

② GHQ（General Health Questionnaire）28 項目:Goldberg(1972)により開発された精神

的な健康を診断するための心理検査（質問紙法）．このテストは健常者に実施することで，

どの程度神経症の諸症状が存在するかを評価することができる．実施に要する時間は 10

分程度．なお，本質問紙の信頼性及び妥当性は確立されている． 

③ FAD(Family Assessment Device):Family Assessment Device（FAD）は 1983 年，

Epstein らによって開発された自己記入式家族評価尺度である． FAD は，McMaster 

Model of Family Functioning（MMFF）と家族モデル理論に準拠した尺度で， 6 つの下

位尺度「問題解決」6 項目，「意思疎通」9 項目，「役割」11 項目，「情緒的反応」6 項目，

「情緒的関与」7 項目，「行動統制」9 項目と，これら 6 下位尺度に共通した項目として「全

般的機能」12 項目を新たに加えた計 7 下位尺度，質問項目は全 60 項目により構成されて

いる．「問題解決」は道具・情緒の両面で問題確認から問題解決まで 7 つの段階を通して

対処する家族の能力を表す．「意思疎通」はコミュニケーションにおける家族のスタイルの

効果と範囲についてであり，効果的なコミュニケーションとは明確な伝達と直接的な言語
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的メッセージであると定義されている．「役割」は家族の道具的・情緒的ニーズを果たすた

めに必要な行動の反復的なパターンである．道具的ニーズの役割反応としてお金や

Sheller(保護)，衣服や食料などの主たる資源の提供をいう．情緒的な機能として養育や子

供と親の双方の生活技能の発達を提供することをいう．システムの維持や維持機能は規則

や意志決定，経済的あるいは健康管理，家族の基準あるいは境界の維持をいう．「情緒的反

応」は刺激の程度を適切に量的・質的にとらえる家族の能力を評価する．「情緒的関与」は

お互いのために提供する関心やケア，心配の程度を評価する．たとえば，「過度の関与」は

他者や子供との過度の結びつきについて述べるもので，「関与の欠落」はお互いにあまり関

心や心配を示さない場合に適応する．考えられる他のスタイルは感情や感情移入の欠如，

自己中心性，共生的関与がある．「行動統制」は行動の基準や規則の維持として定義されて

いる．基準や許容範囲は固定的・順応性，無秩序，無干渉というスタイルをもたらす．回

答は，「よくあてはまる」から「ほとんどあてはまらない」の 4 段階のリカート法で，下

位尺度の平均得点が高いほど，その領域の家族機能が低下していると判定される．1997

年佐伯らが日本語版の邦訳を行い，妥当性・信頼性ともに検証され報告されている．（佐伯

ら，1997, 2000;  Toshinari Saeki et al., 2001 ）   

なお，FAD 日本版の研究への使用については日本語版開発者である佐伯俊成氏から直接

承諾を得ている． 

(5) 分析方法:Wilcoxon の符号付順位和検定を用いて，それぞれの下位構成尺度毎に実施

前後の得点を比較した．有意水準 5％以下とする．統計ソフトは SPSS16.0 を活用した. 

4) 倫理的配慮 

対象者に対する倫理的配慮として，1）研究への協力の任意性と拒否権 a．研究への協

力には任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能である．b．研究協力または拒

否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する．2) プライバシーの保護 

a．質問紙及び返信用封筒は無記名で回収することとする．b．得られたすべての情報・デ

ータは数値化する．3）得られたすべての情報・データは鍵が掛かる場所に保管する．4）

得られたすべての情報・データは研究以外の目的では使用しない．5) 個人情報の保護 a．

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表する場合も，対象者が特定されるこ

とのないよう匿名で行う．b．研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする． 

なお，本研究は大阪府立大学大学院看護学研究科における研究倫理審査会での承認を得

ている．（審査番号 20-19） 
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5) 結果 

(1) 対象者の特徴 

開始時におけるGHQ評価法（0-0-1-1）による精神的健康の評価では5/6の Cutoff point

に従うと「健常群」3 名（42.9%），「何らかの問題ありと認められる群」4 名（57.1%）であ

った．さらに，実施後の GHQ 評価法（0-0-1-1）による精神的健康の評価を行った．「健常

群」2 名（28.6%），「何らかの問題ありと認められる群」5 名（71.4%）であった． 

 

(2) 実施前後での「うつ病者家族の困難性尺度」（12 項目 5 件法）の比較（表 13，表 14） 

実施前後の比較では「うつ病者家族の困難性尺度」を構成する「うつ病の症状と家族へ

の影響」，「依存と訴え」及び「機能不全」と「うつ病者家族の困難性尺度」の総得点にお

ける平均得点は低下した．特に，「うつ病の症状と家族への影響」では有意な減少がみられ

た．さらに，それぞれの質問項目の得点の比較を行った．12 項目のうちで，質問項目「ご

家族が日常生活において意欲がわかない」の得点が 2.429 から 2.714 へと増加している．

また質問項目「ご家族がイライラする」や質問項目「（ご本人が）根気が続かず，疲れやす

い」の 2 項目は同じ値であった．以上の 3 項目を除いた 9 項目については実施後減少傾向

にある．なかでも，質問項目「ご本人がイライラしたり，焦燥感（あせり）がある」では

有意な減少がみられた． 

Ｍｅａｎ ＳＤ Ｍｅａｎ ＳＤ Ｓｉｇ
うつ病の症状と家族への影響 2.98 0.88 2.55 0.67 0.03

依存と訴え 2.29 1.28 1.52 0.42 0.17
機能不全 2.95 1.15 2.57 1.18 0.17
総得点 2.74 0.85 2.21 0.54 0.07

表13  「うつ病者家族の困難性尺度」の3因子の比較

 

 

 

 

 

- 59 - 
 



Ｍｅａｎ ＳＤ Ｍｅａｎ ＳＤ Ｓｉｇ
ご本人が「死にたい」と訴える 1.86 1.57 1.27 0.76 0.16
ご本人がイライラしたり焦燥感がある 3.71 1.11 2.86 1.22 0.03
ご家族がイライラする 3.14 1.22 3.14 1.22 1.00
ご家族がご本人とどのように接したら良いかわからない 3.57 1.13 3.14 0.90 0.08
ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない 2.43 0.98 2.71 0.95 0.75
ご本人が「自分は何もできない」など実際より自分の評価を低くして，自己に対する
否定的な言動を繰り返す

3.14 1.46 2.14 1.22 0.07

ご本人がご家族に対して頼り切り「そばにいてほしい」などと一緒にいることを求め 2.00 1.16 1.00 0.00 0.07
ご本人を一人にしておけない 2.14 1.46 1.43 0.54 0.20
ご本人の訴えが多い 2.71 1.50 2.14 1.22 0.26
ご本人が今までできていた身の回りや家事ができない 2.71 1.60 2.43 1.13 0.59
ご本人が根気が続かず，疲れやすい 3.27 1.13 3.29 1.13 1.00
ご本人が眠れないと訴え，夜間不眠がちである 2.86 1.35 2.00 1.73 0.08

表14 ．「うつ病者家族の困難性尺度」の質問項目

 

(3) 実施前後での FAD の比較（表 15） 

実施前後の比較では FAD を構成する 7 つの下位尺度のうち，「全般的な機能」および「感

情表出」を除いて平均得点が低下した．特に，「コミュニケーション」において有意な減少

がみられた． 

Mean SD Mean SD Sig
問題解決 2.55 0.50 2.45 0.27 0.31
コミュニケーション 2.59 0.22 2.33 0.30 0.03
役割 1.94 0.30 1.87 0.38 0.24
感情表出 2.14 0.34 2.21 0.28 0.67
感情的な巻き込まれ 2.22 0.23 2.20 0.34 0.72
行動コントロール 2.17 0.25 1.98 0.26 0.07
全般的な機能 2.27 0.34 2.25 0.36 0.79

表15.FADの比較
実施前 実施後

 

（4）実施前後での GHQ の比較（表 16，表 17） 

GHQ のすべての質問項目に対してリッカート法（0-1-2-3）によりそれぞれの項目得点を

算出し，下位尺度毎の得点を実施前後で比較した．下位尺度である「うつ傾向」のみが実

施前後で低下したが，残りの 3 因子「身体的症状」，「不安と不眠」，「社会的活動障害」及

び GHQ 得点については増加傾向にあった．GHQ28 のそれぞれの項目毎に検討した．28 項目

のうち，得点が増加した項目は 14 項目，得点に変化がみられなかった項目が 4 項目，得点

が減少した項目はわずか 4 項目であった．得点が減少した項目の中で，「自殺しようと考え
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たことは」は有意な減少をみられた． 

 

 

 

 

 

 

M ean SD Me an SD S ig

身 体 的 症 状 0.96 0.48 1.16 0.70 0.35

不 安 と 不 眠 1.24 0.72 1.27 0.52 0.83

社 会 的 活 動 障 害 1.20 0.39 1.24 0.48 0.49

うつ傾 向 0.73 0.64 0.61 0.41 0.80

GHQ得 点 7.51 5.29 9.14 6.21 0.31

実 施 前 実 施 後

表 16．GHQ の 比 較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean
Std.

Deviation Mean
Std.

Deviatio Sig
気分や健康状態は 1.29 0.95 1.43 0.79 0.56
疲労回復薬を飲みたいと思ったことは 0.71 0.95 1.29 0.95 0.19
元気がなく疲れを感じたことは 1.57 0.79 1.71 0.76 0.32
病気だと感じたことは 0.71 0.76 1.14 0.69 0.18
頭痛がしたことは 1.14 1.21 0.86 1.21 0.41
頭が重いように感じたことは 0.86 0.90 1.00 1.29 0.71
体がほてったり寒気がしたことは 0.43 0.79 0.71 1.11 0.32
心配事があって，よく眠れないことは 0.86 1.07 1.29 1.11 0.08
夜中に目をさますことは 0.86 1.07 1.14 1.21 0.46
いつもより忙しく活動的な生活を送ることは 0.86 1.07 0.86 0.69 1.00
いつもより何かをするのに余計に時間がかかることが 1.29 0.49 1.14 0.69 0.56
いつもよりすべてがうまくいっていると感じることが 1.29 0.49 1.29 0.49 1.00
毎日している仕事は 1.14 0.38 1.29 0.49 0.32
いつもより自分のしていることに生きがいを感じることが 1.29 0.95 1.57 0.53 0.32
いつもより容易に物事を決めることが 1.14 0.38 1.29 0.49 0.32
いつもよりストレスを感じたことは 2.00 0.82 2.00 0.82 1.00
いつもより日常生活を楽しく送ることは 1.43 0.79 1.29 0.49 0.66
イライラして怒りっぽくなることは 1.57 0.79 1.14 0.69 0.08
たいした理由がないのに，何かが怖くなったり取り乱すこ 0.57 0.79 0.29 0.49 0.16
いつもよりいろいろなことを重荷と感じたことは 1.57 0.98 1.43 0.79 0.56
自分は役に立たない人間だと考えたことは 0.86 0.90 0.86 0.90 1.00
人生は全く望みが失ったと感じたことは 0.86 0.69 0.71 0.76 0.71
不安を感じ緊張したことは 1.29 0.95 1.57 0.79 0.32
生きていることに意味がないと感じたことは 0.57 0.79 0.86 0.69 0.48
この世から消えてしまいたいと感じたことは 0.71 0.76 0.86 0.90 0.66
ノイローゼ気味で何もすることができないと考えたことは 0.57 0.53 0.43 0.79 0.56
死んだ方がましだと考えたことは 0.86 0.90 0.43 0.53 0.26
自殺しようと考えたことが 0.71 0.76 0.14 0.38 0.05

実施前 実施後

表17.GHQの質問項目の比較

 

 

- 61 - 
 



第Ⅴ章 考察 

本研究はうつ病者と家族の相互作用に着目したプロセスレコードを活用した心理教育

プログラムの開発とその有用性を評価することである．そのために，うつ病者家族が日常

生活上経験する困難な出来事を定量的に評価する手法を確立することと，プロセスレコー

ドを活用した心理教育プログラムの実施及び評価という 2 つの目的を包含している． 

 

1．本研究 1:「うつ病者家族の困難性尺度」の妥当性および信頼性の検証 

1） 「うつ病者家族の困難性尺度」の妥当性及び信頼性 

探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）を実施した結果，第Ⅰ因子【うつ病の

症状と家族の影響:6 項目】，第Ⅱ因子【依存と訴え:3 項目】，第Ⅲ因子【機能不全:3 項目】

の 3 因子が得られた．寄与率はそれぞれ 48.2%，12.2%，9.7%を示し，3 因子による累積寄

与率は 70.05％であった．さらに， 尤法・プロマックス回転により得られたχ二乗値 44.86

（p=.08)による 3 因子数構造の妥当性は確認された．また，Cronbach のα係数も，【うつ

病の症状と家族の影響:6 項目】（α=.87），【依存と訴え:3 項目】(α=.78），【機能不全:3

項目】（α=.79）と比較的高い値を示した．したがって，「うつ病者家族の困難性尺度」の

信頼性及び妥当性は確認された．しかし，Amos を活用した確認型因子構造概念妥当性では

CMIN は 88.677(自由度 51，0.1%水準で有意）を示したが，RESEM が 122 と 0.05 を越え，さ

らに，GHI=.804，AGFI=.700 が.900 を下回り，構造的妥当性は確認することができなかっ

た． 

回収率が 23．2%と低かったため，本結果には説得力の低さを伴うという点について検討

する必要があると考えられる．通常，うつ病の診察は急性期，あるいは初発において 1 週

間から 2 週間に 1 回行われ，自殺念慮や強い抑うつをはじめとする急性期症状が軽減する

と，維持治療として 1 ヶ月に 1 回の診察となる．つまり，自殺念慮や強い抑うつなどの急

性期症状が現れている時期では就労している人は休業しているケースも多く，家族も多く

の不安を抱え診察に同行する．しかし，服薬や治療継続が主たる目的である維持治療期で

はうつ病の治療を受ける人も復職している場合が多く，単独での受診となることが多い．

家族自身も社会生活上，あるいは日常生活上の大きな変化を伴わなければ新たな不安を感

じることなく，日常生活を継続することができる．したがって，本研究の場合，主治医か

ら家族への直接的な調査依頼ではなく，治療を受ける人を介しての依頼となり，回収率の

低さにつながったのではないかと推察される．また，本研究と同様に，医療機関を通じて
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調査用紙を該当者に配布しアンケート調査を行った三羽（2004）の報告では，治療を担当

する医師と更年期障害の治療を受ける女性の双方にアンケート調査を実施しているが，比

較的高い 54.0%という医師の回収率に比べて，更年期障害の治療を受ける女性の回収率は

25.6％と低い値に留まっている． 

萩原（2006）は「個別的コミュニケーション」という視点から，Face to Face で確実

に接触するようなコミュニケーション形式に比べ，「アンケート調査」では対象者を得るこ

とは難しいと述べている．たとえば，対象者を把握した上で直接依頼する「手渡し法」は

萩原のいう Face to Face で確実に接触するコミュニケーション形式に該当するが，厳密

に守られている医療の現場では実施することは困難であると考えられる．また，保健所や

市町村が実施する「家族教室」の参加者を対象として実施した場合，Face to  Face で確

実に接触するコミュニケーション形式で調査協力を依頼することは可能であると考えられ

るが，研究対象者の基準が確保できなくなることも予測される．臨床の場で疾患を持つ患

者，あるいは患者を支える家族に現在の思いや経験を答えて頂くことの困難さが示唆され

た．  

 

（2）第Ⅰ因子である【うつ病の症状と家族の影響】 

第Ⅰ因子である【うつ病の症状と家族の影響】ではうつ病の症状である自殺念慮や焦燥

感，自己評価の低さを表す質問項目と，家族自身がうつ病者の影響をうけて，「意欲がわか

ない」,「イライラする」, あるいはうつ病者と日常生活をともにするうえでの困惑を示す

「どのように接したらいいかわからない」や自殺念慮を示す項目が含まれていた．  

McDonnell(2003)による統合失調症の家族を対象とした負担感と教育プログラムの効果

についての報告では，統合失調症者の自殺念慮に対する気づきが家族の負担感につながる

と述べている．また，予備研究である「同居家族のうつ病に対する認識と経験」では，自

殺念慮，あるいは自殺企図により「仕事が出来なかった」，あるいは「このときは目が離せ

なかった」など，家族は一人にしておけない状況を経験し，「びっくりした」，「たいへんな

ことをいう」，「今まで違う感じがした」など，今までの対応を見直す必要性に迫られるほ

どの驚きを経験していた（木村，2009）． 

うつ病者の焦燥感や自己評価の低さと家族が経験するイライラや意欲の低下，対応の仕

方がわからないことについて，その関連性が推察される．Coyne(1976)は「うつ病者は自己

評価の低さから家族，あるいは周りの人に“再保証”を求めるが，次第に“再保証に対す
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る疑念”が生じ，さらに“再保証”を求めるという相互作用パターンに陥り，家族自身は

“混乱”と“欲求不満”に陥る」と述べている（Coyne，1976)．つまり，うつ病者は自己

評価の低さから家族に“再保証”を求め，家族は応じる．しかし，“再保証”に対する“疑

念”により,うつ病者の焦燥感が生じる．結果として家族自身が「どのように接していいか

わからない」,あるいは「イライラする」という“混乱”,あるいは“欲求不満”を感じ,

家族自身が“意欲がわかない”という悪影響を受ける相互作用パターンの結果であると推

察される． 

 

（3）第Ⅱ因子である【依存と訴え】 

第Ⅱ因子である【依存と訴え】ではうつ病者による訴えの多さや依存を表す質問項目が

含まれた．Young はうつ病者の対人関係を不適応という視点から考察している．うつ病者

の対人関係の特徴は，“他者との関係性の欠如”や“過度な結びつき”，“自己犠牲”である

としている（Young，1990）．この“過度な結びつき”といううつ病者の対人関係の特徴が

訴えの多さや依存を招くのではないかと推察される．また，訴えの多さについては前述し

た Coyne（1976）の自己評価の低さから“再保証”を求めるといううつ病者の相互作用の

特徴も関係しているのではないかと考えられる． 

 

（4）第Ⅲ因子である【機能不全】 

第Ⅲ因子である【機能不全】には「ご本人が今までできていた身のまわりや家事ができ

ない」，「（ご本人が）根気が続かず，疲れやすい」や「ご本人が眠れないと訴え，夜間不眠

がちである」の 3 項目が含まれる．いずれも，うつ病の症状，あるいは症状から派生した

日常生活上の影響であるが，うつ病者の家族の負担感を調査した Coyne（1984）の報告の

中で客観的負担感の質問項目として「家庭内での役割崩壊」がある．これが本結果の「ご

本人が今まで出来ていた身の周りや家事ができない」に該当するものであると考えられる． 

本研究結果は日常生活の非常に狭い範囲を示しているが，通常出来ていた日常生活行 

動がうつ病の症状により機能的に低下し，次第に家庭内の役割交代に至るプロセスの第一

段階ではないかと推察される．予備研究においても，「食事の準備はできていたが，買い物

には行けなかった」や「（必要な用事があっても）代わりにいってほしいと訴える」など社

会生活や日常生活上の変化が明らかとなっている（木村，2009）． 

また，易疲労性や不眠はいずれも Coyne(1987)の報告では，うつ病者の家族が経験する
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主観的負担感として明らかにされている．特に，易疲労性はうつ病のエピソードに対する

弁別項目として規定されている（Coyne，1987）． 

 

（5）各因子間の関連性 

「うつ病者家族の困難性尺度」を構成する各因子間の相関ではそれぞれ中程度の有意な

相関が示された．本研究では因子負荷量を 0.5 以上と規定し，因子に含まれる項目精製を

行ったため，2 因子以上に高い寄与率を示す項目はなかった．これはうつ病者家族が経験

する困難な出来事の傾向によるものではないかと考えられる． 終項目である 12 項目を概

観すると，すべての質問項目はうつ病の症状あるいは症状から派生した日常生活上の変化

とうつ病者の相互作用の特徴としての“再保証”に基づく訴えの多さと依存に関連するも

のであると考えられる．したがって，それぞれの因子は独立した側面を測定しているもの

の，うつ病から直接的・間接的に派生する問題やその影響を家族自身が複合的に困難な出

来事として認識しているのではないかと推察される．Coyne（1987）はうつ病者家族の主観

的負担感と客観的負担感の高い相関関係を報告しており，うつ病者家族は家庭内で中心的

役割を担っていることや家族が負担に感じていることはうつ病から派生した問題であると

結論づけている（Coyne，1987）．また，SMI といわれる統合失調症・うつ病・双極性障害

をもつ人の家族（92 名）を対象とした Pollio の報告では家族が抱える問題として 12 名以

上の家族が「気分障害」を優先順位の高いものとして位置づけしていると述べている

（Pollio，1998)．残念ながら，疾患の内訳が示されていないため，うつ病者家族がどの程

度占めるのかについて言及することはできないが，「気分障害」という疾患そのものが精神

疾患を持つ人の家族にとって問題であるということは，いかにうつ病という疾患が複合的

に家族に影響を与えているかということを示唆するものであると考えられる． 

 

2．本研究 2:うつ病者家族の心理教育プログラムの開発及び評価 

 

1) 対象者の特徴 

研究の対象者の特徴として，GHQ28 における 5/6 の Cut Off ポイントを採用した精神的

健康評価では，実施前において「健常群」42.85％，「何らかの問題ありと認められる群」

57.14%で，非常にストレスの高い対象群であることが明らかとなった． Coyne はその報告

の中で，「うつ病者の相互作用において有害な影響（Distress や精神的な不安定さ）を及
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ぼす」と述べており，うつ病者の配偶者はうつ病の症状を発症させるリスクが高いことを

明らかにしている（Coyne，1987）．実施後では「健常群」28.58％，「何らかの問題ありと

認められる群」71.42％と残念なことに増加していた．この点について，この 3 ヶ月という

期間にうつ病を持つご本人の状況の改善がみられない，あるいはうつ病の症状は改善され

ているが，仕事への復帰や再就職などご本人を含めた家族全体の環境の変化による影響を

うけたのではないかと推察される．本研究ではうつ病者の症状や現状等の情報を得ていな

い．したがって，症状の重篤性や罹病期間との関連は言及することはできないが，認知症

の家族と慢性うつ病の家族のストレスを検討した Rosenvine（1998)の報告では，慢性うつ

病の家族の中には治療が必要なほどのストレスを抱えている家族もいると報告している． 

 

2)「うつ病者家族の困難性尺度」による評価 

「うつ病者の家族の困難性尺度」を構成する 12 項目の中で，「ご家族が日常生活におい

て今までのように意欲がわかない」や「ご家族がイライラする」，「(ご本人が)根気が続か

ず疲れやすい」の 3 項目以外はすべての項目で改善がみられた．  

「（ご本人が）根気が続かず，疲れやすい」という項目が改善しないという点について，

本研究は DSM-Ⅳにおける単一エピソードおよび反復エピソードを含む大うつ病性障害を

「うつ病」として規定している．その診断基準の中核をなす症状として，「興味または喜び

の喪失」，「ほとんど毎日の易疲労性または気力の減退」がある．Coyne（1987）もうつ病の

エピソードについての弁別項目として，「社会的な興味・関心の喪失」および「疲労感」，

「無気力による影響」の 3 つの要素を報告している（Coyne，1987）．つまり，うつ病の中

核的な症状である億劫感や易疲労性は 3 カ月というプログラム期間を経てもなお継続し，

容易に改善されないことが推察される．また，うつ病者に億劫感や易疲労性が継続してい

る場合，日常生活が大きく改善することはない．したがって，うつ病者の億劫感や易疲労

性の継続はうつ病者家族にうつ病の改善に至らないという認識をもたらし，困難な出来事

として継続的な認識につながったものと考えられる． 

また，「ご家族がイライラする」という項目の改善が認められず，さらに「ご家族が日

常生活において今までように意欲がわかない」では悪化傾向にあったという点について，

実施前後の GHQ 評価において「何らかの問題ありと認められる群」と評価された対象者は

実施前 2 名であったが，実施後 5 名と増加しており，全体的に対象者の GHQ 評価が悪化し

ていることが関連していると考えられる．Coyne は「うつ病者の相互作用は家族，あるい
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は周りの人に対して，有害な影響を及ぼし，うつ病者の配偶者はうつ病の症状を発症させ

るリスクが高い」ことを明らかにしている（Coyne，1976; Coyne，1987）さらに，うつ病

者の家族の経験を報告している Ahistron(2009)は，「うつ病状態が継続する間，家族はエ

ネルギーを喪失し日常生活を維持することができない」，「毎日の生活のコントロールを放

棄する」，「生活が不確かなものや不安定なものに影響される」や「家族の日常生活は非常

に不安定で環境に左右される」，「地域のはしっこで生活をしているような」，「家族は定期

的に引きこもる」を明らかにしている．つまり，うつ病の発症が家族に与える影響は大き

く，うつ病者家族はうつ病を発症するリスクも高く，閉塞感や疎外感，日常生活のコント

ロール感の喪失を経験している．したがって，うつ病の治療及び看護においては，うつ病

者のみならず，うつ病者家族に対する援助の必要性とその重要性が推察される． 

実施前後で改善がみられた 8 項目は自殺念慮や焦燥感，自己評価の低さ，依存，訴えの

多さ，日常生活機能の低下，夜間不眠などいずれもうつ病の症状によるものである．うつ

病者自身の改善の関連も推察されるが，本プログラムはうつ病者と家族の相互作用に着目

し，プロセスレコードを活用した再構成により感情や思いを客観的に振り返り，さらに別

の対応の仕方について意見交換を行うことに重点を置いている．したがって，自殺念慮や

焦燥感，訴えの多さなどのうつ症状への対応は疾患や症状についての情報提供や場面の再

構成によって家族自身が新しい認識を得ることができ，今までのように困難な出来事とし

て認識しなくなったのではないかと推察される． 

 

3) FAD による評価から 

FAD を構成する 7 因子のうち，「全般的機能」及び「感情反応」において実施前後で増加

しているが，残り 5 因子については改善がみられている．1986 年 Keitner がうつ病者家族

と非うつ病者家族を対象に FAD を活用して家族機能を調査した報告の中で，うつ病者の家

族は特に「問題解決」と「コミュニケーション」が有意に低下していると述べている（Keitner，

1987）．つまり，家族機能の中で，「コミュニケーション」や「問題解決」が機能不全状態

にあるということはうつ病者の家族の家族機能の特徴であると捉える事ができる．本研究

において，FAD の下位構成概念である「コミュニケーション」が有意な改善が示したこと

は，うつ病者とうつ病者家族の相互作用に着目し，プロセスレコードを活用した困った場

面や想定される場面の再構成が，「コミュニケーション」の改善につながったと推察される．

したがって，うつ病者家族を対象とした場合，本プログラムの構成は効果的であったと考
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えられる． 

 

3) GHQ による評価から 

GHQ を構成する下位尺度のうち，「うつ傾向」では改善傾向を示した．それぞれの質問項

目を検討すると，項目「生きていることに意味がないと感じたことは」や項目「この世か

ら消えてしまいと感じたことは」の 2 項目は増加，項目「自分は役に立たない人間だと感

じたことは」に変化はみられなかった．しかし，自殺念慮や抑うつ，絶望感を表す項目で

は改善傾向にあり，項目「自殺しようと考えたことは」では有意な改善に至っている．「身

体症状」，「不安と不眠」，「社会的活動障害」の 3 因子において改善傾向は 7 項目，変化し

なかった項目は 4 項目，増悪傾向は 11 項目であった．GHQ による全体的な評価は増悪傾向

にあった．項目の中で，「いつもストレスを感じたことは」の評価得点が 2.000 でもっとも

高い得点であり，さらに，実施後も同じ状態が継続していた．したがって，本研究の対象

者は強いストレス状態にあることが推察された． 

 

4) 心理教育プログラムの実施回数及び期間の妥当性の検討 

 本プログラムは計 6 回，およそ 3 カ月の実施期間で行った． 「うつ病者家族の困難性尺

度」の「ご家族がイライラする」という項目の改善が認められず，さらに「ご家族が日常

生活において今までように意欲がわかない」では悪化傾向にあったという点， さらに，

GHQ28 における 5/6 の Cut Off ポイントを採用した精神的健康評価では，実施前において

「健常群」42.85％，「何らかの問題ありと認められる群」57.14%であったものが，実施後

では「健常群」28.58％，「何らかの問題ありと認められる群」71.42％に増加していた点か

ら，実施期間の妥当性について検討する． 

 うつ病者を含む精神的不調を理由に休職しているケースについて調査した報告では，製

造業においては 0.5%，全産業では平均 5.5％と非常に高い休職率を示している（島，2004；

労務行政研究所，2010）．また，うつ病者を含む精神的不調を理由に休職している人の復職

については「完全に復職できた」と答えた企業はわずか 7.9%であった．（労務行政研究所，

2010）うつ病の罹患と離職の関係について，Doshi(2007)は 53 歳から 58 歳と対象者が制限

された調査ではあるが，うつ病，うつ症状は離職と有意に関連していると報告している． 

 「うつ病に罹患する」ということは単に疾患に罹患するだけではなく，休職，あるいは

離職へとつながり，さらには家族の経済的基盤まで危うくさせる可能性がある．ストレス
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という視点から，家族が「うつ病に罹患する」ということは Homes and Rahe (1967) によ

るストレス度よれば 44 点，さらに，「うつ病により離職した場合」45 点，「それに伴う経

済的変化」38 点，合計得点は 127 点となり， もストレスが高いとされる「配偶者の死」

である 100 点を優に超えることになる．デーケンによると配偶者を失った場合，【精神的打

撃と麻痺状態】から始まり，11 のプロセスを経て， 終段階である【立ち直りの段階，あ

るいは新しいアイデンティティの獲得】の段階に至るといわれている．どの程度の期間を

要するかについては失った人との関係やサポート状況など複合的な要因が関係し一概には

規定できない．つまり，3 カ月というプログラム期間では【立ち直りの段階，あるいは新

しいアイデンティティの獲得】の段階には至らなかったものと推察される．したがって，3

カ月のプログラム期間終了後に，参加者の必要に応じてフォローアップ期間を設けるなど

の必要性が示唆された． 

 

5) 心理教育プログラムの 1 グループにおける対象者数 

本研究では 4 グループに対して心理教育プログラムを実施したが，3 グループは対象者

が 2 名ずつ，1 グループのみ対象者が 1 名となった．これは対象者の希望日程を優先して

開始したためである．グループで実施することによって，「一人で抱え込まずにみんなに相

談することですよ」，苦しさやイライラに対して「わたくしも一緒」など参加者からかけら

れる共感や受容の言葉が「同じ思いをもっている」や「自分だけではない」という思いを

引き出し，さらには「支えられている」，あるいは「やれる気持になった」や「前向きに考

えられるようになった」という発言につながったものと考えられる．悲嘆を経験する人を

対象としたグループ療法について報告した Piper(2002)はグループ療法の効果について

「グループ内の参加者からの受容や共感を含めたサポートは悲嘆を経験する人にとって，

肯定的な経験となり，これはのちの適応機能に関連し，肯定的な感情表出はセラピーの結

果に関連する」と述べている．したがって，本プログラムの実施では 1 グループ 2 名ずつ

という少人数であったが，継続して対象者が集まり，気軽に話せる場所と機会を提供する

などセルフヘルプグループ，あるいはピアサポートへの移行を支援する必要性が示唆され

た．  

 

6) 心理教育プログラムの構成 

(1) うつ病についての知識を深める 
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長い経過の中でうつ病の経過や薬物療法についてもよく理解されている対象者もいた

が，「うつ病っていうのはなかなか人に言いにくい」や「誰にも話していない」や「こうい

う話をできるところは限られている」という発言にみられるように，家族自身が「うつ病」

を受け入れられていない状況があった．身近なⅡ型糖尿病の罹病率とうつ病の罹病率が変

わらないことや機能的な疾患であること，さらに，服薬を継続することによって症状は軽

減することを情報として提供したことや【うつ病を持つ人の話】の中で，うつ病の治療を

受けながら就労している人の話を聞くことで，改めて服薬を継続することの重要性を理解

し，家族自身が服薬継続のための声かけやサポートを行うという行動の変化につながった． 

(2) プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

 本プログラムの特徴はうつ病者と家族の相互作用に着目し，プロセスレコードを活用し

て再構成を行い，感情や態度，コミュニケーションを客観的に振り返ることで，「気づき」

から，新たな相互作用を構築することにある．対象者 50 代女性（続柄:母親）から提供さ

れた困った場面は，「子供がいつもしんどそうにリビングで寝ている．その姿をみるのがつ

らい」というものであった．プロセスレコードを活用して場面を再現することにより，以

下のプロセスを経て，家族自身の認識や態度が変化した．はじめに，（子供のうつ病からの）

回復に対する家族自身の焦りや不安という「家族自身が気づいていなかった思い」が明確

化された．次に，家族自身が抱く回復に対する焦りや不安に対して，参加している他の家

族からも“うなずき”や“言葉による共感”という「他者からのサポート」を得られた．    

さらに，｢どうして寝ているのか？｣や｢どうしてしんどそうなのか？｣という家族自身が

感じていることに対して，場面に応じた情報提供および状況の再確認を行うことにより，

回復に対する不安や焦り，つらさが軽減し，時には受け止め，時には聞きながすという家

族自身の対応につながったものと推察される． 

次に，対象者 60 代男性（続柄:父親）から提供された場面では，｢子供が服薬に対して

思いを表出した｣というものであった．プロセスレコードを活用して場面を再現することに

より，家族自身が持つ服薬に対する不安が明らかにされた．元来，対象者 60 代男性は服薬

についての意見交換を行った際，「んー・・・ちょっとね」と消極的な発言をしていた．つ

まり，子供の発言により服薬に対する抵抗感がさらに強化されたものと推察される．本プ

ログラムの一つである「うつ病を持つ人の話」により，治療や服薬に対する必要性や作用

機序についての理解が深まり，服薬に対する子供の思いに共感しながら，服薬継続をサポ

ートするために言葉かけを行うという認識の変化をつながったものと考えられる． 
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プロセスレコードを活用して場面を再構成することにより，以下の効果を見いだすこと

が出来たと考えられる．① 家族自身が気づいていなかった思いが明確化される．② 同じ

ような経験を持つ家族からサポートが得られる．③ 場面に応じた情報提供や状況の再確認

ができる． 

Anderson や後藤は「心理教育は家族のコミュニケーションの質や能力を高めるもので

ある」と述べている（Anderson，1980 ; 後藤，1998）．うつ病者家族のコミュニケーショ

ンの質や能力を高めるという点では，プロセスレコードを活用してうつ病者とうつ病者家

族の相互作用を再構成することにより，服薬に対する子供の思いや家族自身が持つ回復に

対する焦りや不安，さらに，怖さやイライラなどネガティブな感情に対する「気づき」が

うつ病者に対する理解や家族自身の自己理解につながり，新たなコミュニケーション技能，

あるいは対処技術の獲得につながったものと推察される． 

プロセスレコードは医療保健福祉分野における基礎教育場面，臨床場面や教育における

実践場面においても広く活用されている．看護者にとってプロセスレコードを活用するこ

とは日常的かつ容易である．したがって，プロセスレコードを取り入れた本プログラムは

看護者にとって取り組みやすいものであると予測される．  

(3) 家族同士，家族と医療者の連帯を深める 

 本プログラムは「少人数制」，「クローズドグループ」を採用している．「子供の話は人前

で話したくない」や「こういう話ができる場は限られている」という発言にみられるよう

に，十分なソーシャルサポートを受けることができなかったうつ病者家族が「少人数制」

「クローズドグループ」の中で，緊張することなく，自分自身の経験や思いを表現でき，

「安心した精神状態になった」や「ここに来ることが楽しみになった」，あるいは「困った

ら，相談できる場所」という家族の発言があった．同じ経験を持つ家族や医療者との交流

により，ソーシャルサポート・ピアサポートによる受容感や連帯感を高めることができた

と考えられる． 

  

3．本研究の限界 

項目の精製及び探索型因子分析を活用することにより，「うつ病者家族の困難性尺度」

が信頼性及び妥当性を備えていることは確認できた．しかし，研究にご理解をいただき，

協力が得られた医療施設や訪問看護ステーションを通して調査を実施していること，対象

者の基準を設定しているが，本来，調査対象者がうつ病者の家族の困難性を経験している
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家族を代表しているかというかという点は検討していない．また，家族構成や拡大家族の

存在，あるいは対象者の社会的背景によって得られるサポートの質や量によって生じる相

違については検討を行っていない．したがって，得られたデータに偏りが生じる可能性が

ある．「うつ病者の家族の困難性尺度」の構成概念妥当性については，サンプル数が少ない

ことにより確認ができなかったことや信頼性及び妥当性を備えた既存の尺度との併存妥当

性の確認についてもできていないため，一般化は困難である． 

今後データ数を増やし，家族構成や病歴，社会的背景によるデータの影響を明らかにす

る必要があると考えている． 

うつ病者の家族を対象としたプロセスレコードを活用した心理教育プログラムの有用

性については対象者数が少ないことや家族の続柄が一定していないこと，対照群を設けて

いないことにより，限定的な改善は認められるものの確かな有用性を確認することはでき

なかった．したがって，現時点での一般化は困難である．今後継続的に実施し，結果を積

み重ねる必要がある． 
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第Ⅵ章 結論 

12 項目・3 因子構造である「うつ病者家族の困難性尺度」はサンプル数が少ないため， 

確認型因子分析による構成概念妥当性についてその適合度を十分示すことはできなかった

が，探索型因子分析及び算出されたα係数からその信頼性及び妥当性は確認された．今後，

ケースを増やし，関連性が想定される主観的負担感など信頼性・妥当性がすでに検証され

ている既存の測定尺度を活用した併存妥当性について検討する必要がある． 

うつ病者の家族を対象としたプロセスレコードを活用した心理教育プログラムの評価

についてはサンプル数の少なさや対照群を設けていないことなど，いくつかの限界を含ん

でいる．うつ病者と家族の特徴とされるコミュニケーション不全については改善につなが

ったのではないかと考えられる．  
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平 成  年  月  日  

  

○ ○ 病 院  

病 院 長  ○ ○ ○ 様  

セ ン タ ー 長  ○ ○ ○ 様    

  

調 査 協 力 へ の お 願 い  

  

  時 下 ， 益 々 ご 清 祥 の こ と と 存 じ ま す ．  

                                        

    

私 は ，  

大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 に 在 籍 い た し ま す 木 村 洋 子 と 申

し ま す ． 現 在 ， う つ 病 を も つ 方 と 生 活 を 共 に さ れ て い る ご 家 族 に 対 す る 看 護 に

関 す る 研 究 に 取 り 組 ん で お り ま す ．う つ 病 は 近 年 ,増 加 傾 向 に あ り ，社 会 的 に も

大 き な 関 心 が 寄 せ ら れ て い ま す ． う つ 病 に 罹 患 す る と い う こ と は ご 本 人 は も ち

ろ ん ， ご 本 人 を 支 え る ご 家 族 の ご 負 担 は 計 り 知 れ な い も の で あ る と 考 え ま す ．  

 う つ 病 の ご 家 族 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー を も と に ， 精 神 科 看 護 の 経 験 者 数

名 と ス ー パ ー バ イ ザ ー と の 検 討 を 重 ね た 結 果 ， う つ 病 者 家 族 が 日 常 生 活 上 経 験

す る 困 難 を 表 す 項 目 と し て 38 項 目 か ら な る「 う つ 病 家 族 の 困 難 性 尺 度 」を 作 成

い た し ま し た ． 本 調 査 は 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 に し て お り ま す ．

ご 家 族 が 経 験 さ れ る 困 難 を 量 的 に 把 握 す る こ と に よ り ， ご 家 族 に 対 し て 必 要 か

つ 適 切 な 看 護 の 提 供 が 可 能 に な る と 考 え て お り ま す ．   

 つ き ま し て は ， 誠 に 勝 手 な が ら ， 貴 病 院 の 外 来 あ る い は 病 棟 で ， う つ 病 を も

つ 方 の ご 家 族 を 対 象 に 調 査 を さ せ て い た だ き た く ， ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま

す ．  

 

調 査 対 象 者 の 基 準 ：  

① DSM-Ⅳ で う つ 病 性 障 害 と 診 断 さ れ た 人 の 家 族  

② 家 族 年 齢 ・ 性 別 ・ 疾 患 の 経 過 は 問 わ な い  

③ う つ 病 を 持 つ 人 と 同 居 し て い る 人 （ 配 偶 者 あ る い は 主 に 診 察 に 一 緒 に 参 加 し

て い る 家 族 ）  

④ 外 来 ・ 入 院 は 問 わ な い  

 

方 法 ：  

１ ． 主 治 医 を 通 し て ， 以 下 の 3 点 を 該 当 す る ご 家 族 に 配 布 し て い た だ き た い と

思 い ま す ．  



 ii

① 質 問 紙 （ 無 記 名 ）  ② 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮

に つ い て 記 載 し た 文 書  ③ 返 送 用 封 筒   

２ ． 該 当 す る ご 家 族 に は 以 下 の 2 点 を お 願 い し た い と 思 い ま す ．  

① 質 問 紙 へ の 記 入  ② 質 問 紙 の 返 送  

 

調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 ：  

１ ． 研 究 へ の 協 力 の 任 意 性 と 拒 否 権  

研 究 へ の 協 力 は 任 意 で あ り ， 同 意 し た 後 も 中 止 ・ 辞 退 は い つ で も 可 能 で あ る

こ と ． ま た 研 究 協 力 ま た は 拒 否 な ど い か な る 場 合 で も ， 全 く 不 利 益 が 生 じ な

い こ と を 保 証 す る ．  

２ ． プ ラ イ バ シ ー の 保 護  

質 問 紙 及 び 返 信 用 封 筒 は 無 記 名 で 回 収 す る こ と と す る ． 得 ら れ た す べ て の 情

報 及 び デ ー タ は 数 値 化 し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 配 慮 す る こ と ． 得 ら れ

た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ の 保 管 に つ い て は 鍵 の か か る 場 所 に 保 管 す る こ と ．

ま た ， 得 ら れ た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ は 当 該 研 究 以 外 に は 使 用 し な い ．  

３ ． 個 人 情 報 の 保 護  

専 門 学 会 ， 専 門 学 会 誌 へ の 投 稿 等 で ， 研 究 結 果 を 公 表 し た 場 合 も ， 対 象 者 が

特 定 さ れ る こ と が な い よ う 匿 名 で 行 う ．さ ら に ，研 究 終 了 後 ，す べ て の 情 報 ・

デ ー タ は 廃 棄 処 分 と す る ．  

な お ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 本 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て い た だ い た 上 で 同 意

が な さ れ た も の と 判 断 す る ．   

 

 ご 多 忙 の 折 ， 何 か と ご 迷 惑 を お 掛 け す る と は 存 じ ま す が ， 何 卒 よ ろ し く ご 配

慮 い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す ．  

                                        

    

敬 具  

 ＜ 連 絡 先 ＞  

    

研 究 者 ： 木 村 洋 子   奈 良 県 立 医 科 大 学 医 学 部 看 護 学 科 精 神 看 護 学     

〒 634-8521 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 840 0744-22-3051（ 内 線 2781）     

                                   

指 導 教 官 ： 桑 名 行 雄   大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科  

                    大 阪 府 羽 曳 野 市 は び き の 3-7-30 

                         TEL 0729-50-2111     
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平 成  年  月  日  

○ ○ 病 院  

 担 当 医 ○ ○  様  

  

調 査 協 力 へ の お 願 い  

 

時 下 ， 益 々 ご 清 祥 の こ と と 存 じ ま す ．  

                                        

    

私 は ，  

大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 に 在 籍 い た し ま す 木 村 洋 子 と 申

し ま す ． 現 在 ， う つ 病 を も つ 方 と 生 活 を 共 に さ れ て い る ご 家 族 に 対 す る 看 護 に

関 す る 研 究 に 取 り 組 ん で お り ま す ．う つ 病 は 近 年 ,増 加 傾 向 に あ り ，社 会 的 に も

大 き な 関 心 が 寄 せ ら れ て い ま す ． う つ 病 に 罹 患 す る と い う こ と は ご 本 人 は も ち

ろ ん ， ご 本 人 を 支 え る ご 家 族 の ご 負 担 は 計 り 知 れ な い も の で あ る と 考 え ま す ．  

 う つ 病 の ご 家 族 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー を も と に ， 精 神 科 看 護 の 経 験 者 数

名 と ス ー パ ー バ イ ザ ー と の 検 討 を 重 ね た 結 果 ， う つ 病 者 家 族 が 日 常 生 活 上 経 験

す る 困 難 を 表 す 項 目 と し て 38 項 目 か ら な る「 う つ 病 家 族 の 困 難 性 尺 度 」を 作 成

い た し ま し た ． 本 調 査 は 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 に し て お り ま す ．

ご 家 族 が 経 験 さ れ る 困 難 を 量 的 に 把 握 す る こ と に よ り ， ご 家 族 に 対 し て 必 要 か

つ 適 切 な 看 護 の 提 供 が 可 能 に な る と 考 え て お り ま す ．   

 つ き ま し て は ， 誠 に 勝 手 な が ら ， 貴 病 院 の 外 来 あ る い は 病 棟 で ， う つ 病 を も

つ 方 の ご 家 族 を 対 象 に 調 査 を さ せ て い た だ き た く ， ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま

す ．  

                                        

    

敬 具  

  

記  

  

 

対 象 者 ： DSM-Ⅳ に 基 づ い て う つ 病 性 障 害 で あ る と 診 断 さ れ た 方 の ご 家 族 で ， 年

齢 ，性 別 ，発 症 か ら の 経 過 は 問 わ な い が ，現 在 う つ 病 性 障 害 を 持 つ 方 と

同 居 し て い る ご 家 族（ 配 偶 者 あ る い は 主 に 診 察 に 一 緒 に 参 加 し て い る ご

家 族 ） に 限 定 す る ．  
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方 法： 上 記 に 該 当 す る ご 家 族 に 以 下 の 3 点 を 配 布 し て い た だ き た い と 思 い ま す ． 

    ① 質 問 紙 （ 無 記 名 ）  

    ② 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 に つ い て 記 載 し

た 文 書  

    ③ 返 送 用 封 筒 （ 宛 先 印 刷 済 み ）  ご 家 族 の 氏 名 ・ 住 所 等 個 人 を 特 定 で

き る も の の 記 載 は 不 要  

 

対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 ：  

１ ． 研 究 へ の 協 力 の 任 意 性 と 拒 否 権  

研 究 へ の 協 力 は 任 意 で あ り ， 同 意 し た 後 も 中 止 ・ 辞 退 は い つ で も 可 能 で あ る

こ と ． ま た 研 究 協 力 ま た は 拒 否 な ど い か な る 場 合 で も ， 全 く 不 利 益 が 生 じ な

い こ と を 保 証 す る ．  

２ ． プ ラ イ バ シ ー の 保 護  

質 問 紙 及 び 返 信 用 封 筒 は 無 記 名 で 回 収 す る こ と と す る ． 得 ら れ た す べ て の 情

報 及 び デ ー タ は 数 値 化 し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 配 慮 す る こ と ． 得 ら れ

た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ の 保 管 に つ い て は 鍵 の か か る 場 所 に 保 管 す る こ と ．

ま た ， 得 ら れ た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ は 当 該 研 究 以 外 に は 使 用 し な い ．  

３ ． 個 人 情 報 の 保 護  

専 門 学 会 ， 専 門 学 会 誌 へ の 投 稿 等 で ， 研 究 結 果 を 公 表 し た 場 合 も ， 対 象 者 が

特 定 さ れ る こ と が な い よ う 匿 名 で 行 う ．さ ら に ，研 究 終 了 後 ，す べ て の 情 報 ・

デ ー タ は 廃 棄 処 分 と す る ．  

な お ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 本 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て い た だ い た 上 で 同 意

が な さ れ た も の と 判 断 す る ．   

 

 ご 多 忙 の 折 ， 何 か と ご 迷 惑 を お 掛 け す る と は 存 じ ま す が ， 何 卒 よ ろ し く ご 配

慮 い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す ．  

 

                    

＜ 連 絡 先 ＞  

     研 究 者 ： 木 村 洋 子   奈 良 県 立 医 科 大 学 医 学 部 看 護 学 科 精 神 看 護 学     

                 〒 634-8521 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 840  

                     TEL 0744-22-3051（ 内 線 2781） 

    指 導 教 官 ： 桑 名 行 雄   大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科  

                   大 阪 府 羽 曳 野 市 は び き の 3-7-30     

TEL 0729-50-2111    
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平 成  年  月  日     

○ ○ 病 院  

看 護 部 長  様  

  

調 査 協 力 へ の お 願 い  

  

 皆 様 方 に お か れ ま し て は ， ご 健 勝 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す ．  

                                        

    

私 は ，  

大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 に 在 籍 い た し ま す 木 村 洋 子 と 申

し ま す ． 現 在 ， う つ 病 を も つ 方 と 生 活 を 共 に さ れ て い る ご 家 族 に 対 す る 看 護 に

関 す る 研 究 に 取 り 組 ん で お り ま す ．う つ 病 は 近 年 ,増 加 傾 向 に あ り ，社 会 的 に も

大 き な 関 心 が 寄 せ ら れ て い ま す ． う つ 病 に 罹 患 す る と い う こ と は ご 本 人 は も ち

ろ ん ， ご 本 人 を 支 え る ご 家 族 の ご 負 担 は 計 り 知 れ な い も の で あ る と 考 え ま す ．  

 う つ 病 の ご 家 族 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー を も と に ， 精 神 科 看 護 の 経 験 者 数

名 と ス ー パ ー バ イ ザ ー と の 検 討 を 重 ね た 結 果 ， う つ 病 者 家 族 が 日 常 生 活 上 経 験

す る 困 難 を 表 す 項 目 と し て 38 項 目 か ら な る「 う つ 病 家 族 の 困 難 性 尺 度 」を 作 成

い た し ま し た ． 本 調 査 は 尺 度 の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 に し て お り ま す ．

ご 家 族 が 経 験 さ れ る 困 難 を 量 的 に 把 握 す る こ と に よ り ， ご 家 族 に 対 し て 必 要 か

つ 適 切 な 看 護 の 提 供 が 可 能 に な る と 考 え て お り ま す ．   

 つ き ま し て は ， 誠 に 勝 手 な が ら ， 貴 病 院 の 外 来 あ る い は 病 棟 で ， う つ 病 を も

つ 方 の ご 家 族 を 対 象 に 調 査 を さ せ て い た だ き た く ， ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま

す ．  

 

調 査 対 象 者 の 基 準 ：  

① DSM-Ⅳ で う つ 病 性 障 害 と 診 断 さ れ た 人 の 家 族  

② 家 族 年 齢 ・ 性 別 ・ 疾 患 の 経 過 は 問 わ な い  

③ う つ 病 を 持 つ 人 と 同 居 し て い る 人 （ 配 偶 者 あ る い は 主 に 診 察 に 一 緒 に 参 加 し

て い る 家 族 ）  

④ 外 来 ・ 入 院 は 問 わ な い  

 

方 法 ：  

１ ． 主 治 医 を 通 し て ， 以 下 の 3 点 を 該 当 す る ご 家 族 に 配 布 し て い た だ き た い と

思 い ま す ．  

① 質 問 紙 （ 無 記 名 ）  ② 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮

に つ い て 記 載 し た 文 書  ③ 返 送 用 封 筒   
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２ ． 該 当 す る ご 家 族 に は 以 下 の 2 点 を お 願 い し た い と 思 い ま す ．  

① 質 問 紙 へ の 記 入  ② 質 問 紙 の 返 送  

 

対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 ：  

１ ． 研 究 へ の 協 力 の 任 意 性 と 拒 否 権  

研 究 へ の 協 力 は 任 意 で あ り ， 同 意 し た 後 も 中 止 ・ 辞 退 は い つ で も 可 能 で あ る

こ と ． ま た 研 究 協 力 ま た は 拒 否 な ど い か な る 場 合 で も ， 全 く 不 利 益 が 生 じ な

い こ と を 保 証 す る ．  

２ ． プ ラ イ バ シ ー の 保 護  

質 問 紙 及 び 返 信 用 封 筒 は 無 記 名 で 回 収 す る こ と と す る ． 得 ら れ た す べ て の 情

報 及 び デ ー タ は 数 値 化 し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 配 慮 す る こ と ． 得 ら れ

た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ の 保 管 に つ い て は 鍵 の か か る 場 所 に 保 管 す る こ と ．

ま た ， 得 ら れ た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ は 当 該 研 究 以 外 に は 使 用 し な い ．  

３ ． 個 人 情 報 の 保 護  

専 門 学 会 ， 専 門 学 会 誌 へ の 投 稿 等 で ， 研 究 結 果 を 公 表 し た 場 合 も ， 対 象 者 が

特 定 さ れ る こ と が な い よ う 匿 名 で 行 う ．さ ら に ，研 究 終 了 後 ，す べ て の 情 報 ・

デ ー タ は 廃 棄 処 分 と す る ．  

な お ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 本 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て い た だ い た 上 で 同

意 が な さ れ た も の と 判 断 す る ．   

 

 ご 多 忙 の 折 ， 何 か と ご 迷 惑 を お 掛 け す る と は 存 じ ま す が ， 何 卒 よ ろ し く ご 配

慮 い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す ．  

 

                                        

    

敬 具  

  ＜ 連 絡 先 ＞  

     研 究 者 ： 木 村 洋 子   奈 良 県 立 医 科 大 学 医 学 部 看 護 学 科 精 神 看 護 学     

                〒 634-8521 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 840  

                    TEL 0744-22-3051（ 内 線 2781）  

    

    指 導 教 官 ： 桑 名 行 雄   大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科  

                  大 阪 府 羽 曳 野 市 は び き の 3-7-30 

                        TEL 0729-50-2111  
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平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日  

調 査 に ご 協 力 を お 願 い す る ご 家 族 の 皆 様 へ  

  

  こ の た び ， ○ ○ 病 院 の ご 協 力 を 頂 き ， 現 在 ， う つ 病 を 治 療 さ れ て い る 方 の

ご 家 族 を 対 象 に 調 査 を さ せ て い た だ く こ と に な り ま し た 大 阪 府 立 大 学 大 学 院 博

士 後 期 課 程 の 在 籍 い た し ま す 木 村 洋 子 と 申 し ま す ． 現 在 ， う つ 病 を 持 つ 方 と 生

活 を 共 に さ れ て い る ご 家 族 へ の 看 護 に 関 す る 研 究 に 取 り 組 ん で お り ま す ．  

 う つ 病 は 社 会 構 造 の 変 化 や そ れ に 伴 う ス ト レ ス に よ っ て ， 確 実 に 増 え て き て

い る 疾 患 で す ． う つ 病 に よ っ て 今 ま で 問 題 な く で き て い た 日 常 生 活 や 社 会 生 活

に 支 障 を き た す こ と も 少 な く あ り ま せ ん ． さ ら に は 社 会 的 な 機 能 を 損 な い ， 休

職 あ る い は 退 職 な ど ， 家 庭 ・ 社 会 全 体 に と っ て 大 き な 損 失 を 招 く 疾 患 で あ る と

い え ま す ． う つ 病 を 患 う ご 本 人 も ， ご 本 人 を 支 え る ご 家 族 に と っ て も 大 き な 負

担 だ と 思 い ま す  

 本 調 査 は う つ 病 の ご 家 族 を 対 象 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 結 果 か ら 質 問 項 目 を

作 成 し ， 尺 度 と し て の 検 証 を 目 的 と し て お り ま す ． ご 家 族 が 経 験 さ れ る 困 難 を

具 体 的 に 私 達 看 護 者 が 理 解 す る こ と で ， 必 要 か つ 適 切 な 看 護 の 提 供 が 可 能 に な

る と 考 え て お り ま す ．ご 協 力 い た だ き ま す よ う 何 卒 よ ろ し く お 願 い い た し ま す ． 

  

 ご 家 族 の 皆 様 に ， ご 協 力 い た だ き た い こ と は ．  

１ ．質 問 紙 へ の 記 入：質 問 紙 は 38 項 目 ，5 段 階 で 評 価 す る よ う に 設 定 し て お り

ま す ． 回 答 方 法 は そ れ ぞ れ の 項 目 に つ い て ， 「 よ く あ て は ま る 」 か ら 「 ほ と

ん ど あ て は ま ら な い 」 ま で で ， ご 自 身 の 経 験 と 一 致 す る も の を ○ で 囲 ん で い

た だ き た い と 思 い ま す ． な お ， 本 調 査 は 無 記 名 で お 願 い い た し ま す ．  

２ ． ア ン ケ ー ト 用 紙 の 返 送 ： お 手 数 で は ご ざ い ま す が ， 同 封 し て お り ま す 返 送

用 封 筒 （ 宛 先 印 刷 済 み ） に 入 れ て ， ポ ス ト へ の 投 函 を お 願 い い た し ま す ． そ

の 際 ， ご 家 族 の 氏 名 ・ 住 所 等 個 人 を 特 定 で き る も の の 記 載 は 必 要 ご ざ い ま せ

ん ．  

 

倫 理 的 配 慮 と し て ， 以 下 の 点 を お 約 束 い た し ま す ．  

１ ． 研 究 へ の 協 力 の 任 意 性 と 拒 否 権  

研 究 へ の 協 力 は 任 意 で あ り ， 同 意 し た 後 も 中 止 ・ 辞 退 は い つ で も 可 能 で あ る

こ と ． ま た 研 究 協 力 ま た は 拒 否 な ど い か な る 場 合 で も ， 全 く 不 利 益 が 生 じ な

い こ と を 保 証 す る ．  

２ ． プ ラ イ バ シ ー の 保 護  

質 問 紙 及 び 返 信 用 封 筒 は 無 記 名 で 回 収 す る こ と と す る ． 得 ら れ た す べ て の 情

報 及 び デ ー タ は 数 値 化 し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 配 慮 す る こ と ． 得 ら れ
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た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ の 保 管 に つ い て は 鍵 の か か る 場 所 に 保 管 す る こ と ．

ま た ， 得 ら れ た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ は 当 該 研 究 以 外 に は 使 用 し な い ．  

３ ． 個 人 情 報 の 保 護  

専 門 学 会 ， 専 門 学 会 誌 へ の 投 稿 等 で ， 研 究 結 果 を 公 表 し た 場 合 も ， 対 象 者 が

特 定 さ れ る こ と が な い よ う 匿 名 で 行 う ．さ ら に ，研 究 終 了 後 ，す べ て の 情 報 ・

デ ー タ は 廃 棄 処 分 と す る ．  

な お ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 本 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て い た だ い た 上 で 同 意

が な さ れ た も の と 判 断 さ せ て い た だ き ま す ．   

    

敬 具  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本 調 査 に 関 す る ご 質 問 等 が ご ざ い ま し た ら ，下 記 ま で ご 連 絡 い た だ き ま す よ う

お 願 い い た し ま す ．  
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                 〒 634-8521 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 840  

                    TEL 0744-22-3051（ 内 線 2781）  

    指 導 教 官 ： 桑 名 行 雄   大 阪 府 立 大 学 大 学 院 看 護 学 研 究 科  

  大 阪 府 羽 曳 野 市 は び き の 3-7-30 

 TEL0729-50-2111  
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倫 理 的 配 慮 に つ い て  

本 研 究 は う つ 病 の ご 家 族 を 対 象 と し た イ ン タ ビ ュ ー を も と に ， う つ 病 者 家 族

が 経 験 す る 困 難 を 表 す 項 目 と し て 38 項 目 か ら な る 「 う つ 病 家 族 の 困 難 性 尺 度 」

の 妥 当 性 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し て い る ． 本 研 究 は う つ 病 者 の 家 族 を 対 象 と

す る た め ，家 族 自 身 が う つ 病 を 受 け 入 れ ら れ い な い 場 合 も 想 定 さ れ る ．さ ら に ，

家 族 自 身 の 負 担 も 大 き く ， 不 安 や う つ 状 態 を 経 験 し て い る こ と も 考 え ら れ る ．

し た が っ て ， 対 象 者 と な る う つ 病 者 家 族 に 対 す る 万 全 の 倫 理 的 配 慮 を 必 要 と す

る ．  

1.施 設 へ の 研 究 協 力 依 頼  

１ ）施 設 長 に 研 究 協 力 依 頼 書（ 資 料 2），倫 理 的 配 慮 に つ い て（ 資 料 1），ご 家

族 に 配 布 す る 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ，調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 に つ い て 記

載 し た 文 書（ 資 料 5），研 究 計 画 書（ 資 料 6），質 問 紙（ 資 料 7）を 提 出 し ，

口 頭 で 研 究 の 要 旨 を 説 明 し ， 施 設 長 の 研 究 協 力 の 同 意 を 得 る ．   

２ ）研 究 に 協 力 を し て い た だ け る 担 当 医 を ご 紹 介 し て い た だ く 必 要 が あ る た め ，

そ の 旨 の 申 し 出 を 行 う ．  

３ ） 施 設 内 倫 理 委 員 会 等 で の 説 明 が 必 要 な 場 合 は ， 速 や か に 対 応 す る ．  

  

2. 看 護 部 長 ・ 外 来 看 護 責 任 者 へ の 研 究 依 頼  

1） 看 護 部 長 に 研 究 協 力 依 頼 書 （ 資 料 3） ， 倫 理 的 配 慮 に つ い て （ 資 料 1） ，

ご 家 族 に 配 布 す る 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 に

つ い て 記 載 し た 文 書（ 資 料 5），研 究 計 画 書（ 資 料 6），質 問 紙（ 資 料 7）

を 提 出 し ， 口 頭 で 研 究 の 要 旨 を 説 明 し ， 看 護 部 長 の 研 究 協 力 の 同 意 を 得

る ．  

    

3. 担 当 医 へ の 研 究 依 頼  

 1）施 設 長 か ら ご 紹 介 い た だ い た 担 当 医 に 研 究 協 力 依 頼 書（ 資 料 4），倫 理

的 配 慮 に つ い て （ 資 料 1） ， ご 家 族 に 配 布 す る 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ，

調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 に つ い て 記 載 し た 文 書 （ 資 料 5） ， 研 究 計 画

書 （ 資 料 6） ， 質 問 紙 （ 資 料 7） を 提 出 し ， 口 頭 で 研 究 の 要 旨 を 説 明 し ，

担 当 医 の 研 究 協 力 の 同 意 を 得 る ．  

  2）対 象 者 の 条 件 を 再 度 確 認 し ，対 象 者 の 選 定 を 依 頼 し ，該 当 す る ご 家 族 に

外 来 受 診 の 際 に ， ご 家 族 に 配 布 す る 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者

へ の 倫 理 的 配 慮 に つ い て 記 載 し た 文 書（ 資 料 5），質 問 紙（ 資 料 7），返

送 用 封 筒 （ 宛 先 印 刷 済 み ） を 配 布 し て い た だ く ． そ の 際 ， 本 調 査 へ の 参

加 は 任 意 で あ り ， 拒 否 す る こ と に よ っ て 不 利 益 を 被 ら な い こ と と ， 本 調

査 は 無 記 名 で あ る こ と と を 再 度 強 調 し て 話 し て い た だ く ． な お ， 調 査 へ

の ご 家 族 の 同 意 は ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 同 意 を 得 た と 判 断 す る ．      
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4. 対 象 者 へ の 研 究 依 頼  

  ご 家 族 に 配 布 す る 研 究 の 趣 旨 お よ び 方 法 ， 調 査 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮 に つ

い て 記 載 し た 文 書 （ 資 料 5） に よ り ， 研 究 へ の 参 加 依 頼 と す る ． な お ，

調 査 へ の ご 家 族 の 同 意 は ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 同 意 を 得 た と 判 断 す

る ．  

   

5. 対 象 者 へ の 倫 理 的 配 慮  

１ ） 研 究 へ の 協 力 の 任 意 性 と 拒 否 権  

研 究 へ の 協 力 は 任 意 で あ り ， 同 意 し た 後 も 中 止 ・ 辞 退 は い つ で も 可 能 で あ る

こ と ． ま た 研 究 協 力 ま た は 拒 否 な ど い か な る 場 合 で も ， 全 く 不 利 益 が 生 じ な

い こ と を 保 証 す る ．  

２ ） プ ラ イ バ シ ー の 保 護  

質 問 紙 及 び 返 信 用 封 筒 は 無 記 名 で 回 収 す る こ と と す る ． 得 ら れ た す べ て の 情

報 及 び デ ー タ は 数 値 化 し ， 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う に 配 慮 す る こ と ． 得 ら れ

た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ の 保 管 に つ い て は 鍵 の か か る 場 所 に 保 管 す る こ と ．

ま た ， 得 ら れ た す べ て の 情 報 ・ デ ー タ は 当 該 研 究 以 外 に は 使 用 し な い ．  

３ ） 個 人 情 報 の 保 護  

専 門 学 会 ， 専 門 学 会 誌 へ の 投 稿 等 で ， 研 究 結 果 を 公 表 し た 場 合 も ， 対 象 者 が

特 定 さ れ る こ と が な い よ う 匿 名 で 行 う ．さ ら に ，研 究 終 了 後 ，す べ て の 情 報 ・

デ ー タ は 廃 棄 処 分 と す る ．  

な お ， 質 問 紙 の 返 送 を も っ て ， 本 研 究 の 趣 旨 を 理 解 し て い た だ い た 上 で 同 意 が

な さ れ た も の と 判 断 す る ．   

 

６ ．  対 象 者 ・ 施 設 へ の 貢 献  

１ ） 「 う つ 病 者 家 族 の 困 難 性 尺 度 」 の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 場 合 ， 入 院

あ る い は 外 来 初 診 で ，「 う つ 病 者 家 族 の 困 難 性 尺 度 」を 活 用 す る こ と に よ り ，

家 族 へ の 対 応 の 緊 急 性 や 働 き か け が 必 要 な 点 に つ い て 明 確 に す る こ と が で

き ， 効 果 的 な 働 き か け に つ な が る と 考 え て い る ．  

２ ）  詳 細 な 結 果 に つ い て 研 究 協 力 い た だ い た 施 設 に 提 出 す る ．   
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う つ 病 者 の 家 族 が 日 常 生 活 上 経 験 す る 困 難 な で き ご と に つ い て の 質 問 調 査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  こ の 調 査 用 紙 に は 家 族 に 関 す る 3 8 項 目 の 質 問 が 含 ま れ て い ま す ．  

 

・  過 去 2 ヶ 月 間 の う つ 病 を 持 つ 方 と 生 活 を と も に す る 中 で ，経 験 す る 困 難 な 出

来 事 に つ い て あ な た の 印 象 を お 答 え く だ さ い ．  

 

 

・  そ れ ぞ れ の 質 問 項 目 を よ く 読 ん で ，「 よ く あ て は ま る 」，「 だ い た い よ く あ て

は ま る 」，「 あ ま り あ て は ま ら な い 」，「 ほ と ん ど あ て は ま ら な い 」の う ち か ら ，

ど れ か 一 つ を 選 ん で ， ○ を つ け て く だ さ い ．  

 

・  な お ，質 問 項 目 の 文 中 に 表 現 し て い ま す「 ご 家 族 」は 現 在 ，こ の 質 問 紙 を 回

答 し て く だ さ っ て い る「 あ な た ご 自 身 」の こ と で ，同 じ く ，文 中 に 表 現 し て

い ま す「 ご 本 人 」は「 現 在 ，う つ 病 の 治 療 を 受 け て お ら れ る 方 」の こ と を 指

し ま す ．  
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1 ご本人がいままでのように仕事ができないのではないかという不安を訴える

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

2 ご本人が病気が治らないのではないかという不安を訴える

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

3 ご本人が衝動的に自分自身を傷つける行動を起こす

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

4 ご本人が自殺行動をおこす

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

5 ご本人が「死にたい」と訴える

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

6 ご本人が人とのつきあいに対して消極的になる

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

7 ご本人が今までできていた身の回りや家事などができない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

8 ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

9 ご本人が実際には違うのに「自分にはお金がない」「借金がある」と信じてしまう

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

10 ご本人が根気が続かず，疲れやすい

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる
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11 ご本人が「自分は何もできない」など実際より自分の評価を低くして，自己に対する否定的な言動を繰り返す

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

12 ご本人が「自分は役に立たない」など価値がない存在だととらえる

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

13 ご本人がイライラしたり，焦燥感（焦り）がある

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

14 ご本人が今までに比べて食欲が低下している

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

15 ご本人が今までに比べて体重が減少したり，あるいは　体重が増加する

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

16 ご本人の訴えが多い

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

17 ご本人がうつ病になってから，家族に対して家事などの日常生活上の依存が高い

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

18 ご本人がご家族に対して頼り切り「そばにいてほしい」などと一緒にいることを求める

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

19 ご家族がイライラする．

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる

20 ご家族がご本人とどのように接したらいいかわからなくなる

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい ５．よく

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる あてはまる  



21 ご家族が気持ちの切り替えができなくなる

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

22 ご家族がご本人をサポートすることに戸惑いを感じる

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

23 ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

24 ご家族が自分の役割（仕事や家事など）をこなせない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

25 ご家族がご本人の役割を肩代わりしなければいけない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

26 ご本人を一人にしておけない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

27 ご家族が睡眠状況に影響を受ける

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

28 ご家族が病気について相談できる人がいない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

29 ご家族がご本人のうつ病やその治療・経過についてわからない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

30 ご家族がご本人のうつ病による症状を理解しにくい

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる
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31 ご家族がうつ病だと診断されたことについて受け入れられない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

32 ご家族がご本人の病気が「治るのかどうか」不安がある

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

33 ご本人がうつ病であるということを受け入れない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

34 ご本人がうつ病やその治療・経過について理解していない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

35 ご本人が積極的に治療をうけない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

36 ご本人が受診の際に自分の症状を伝えない

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

37 ご本人がかってに服薬をやめてしまう

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる

38 ご本人がかってに服薬量をかえてしまう（過量・減薬）

１．ほとんど ２．あまり ３．どちらとも ４．だいだい

あてはまらない あてはまらない いえない あてはまる
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                                    平成 年 月 日 

  

○○病院 

病院長 ○○○様 

センター長 ○○○様   

  

研究協力へのお願い 

  

  時下，益々ご清祥のことと存じます．                                   

     

私は， 

大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程に在籍いたします木村洋子と申します．現在，うつ病をもつ

方と生活を共にされているご家族に対する看護に関する研究に取り組んでおります．うつ病は近年,増加傾向

にあり，社会的にも大きな関心が寄せられています．うつ病に罹患するということはご本人はもちろん，ご

本人を支えるご家族のご負担は計り知れないものであると考えます． 

 うつ病者とうつ病者のご家族の相互作用に焦点を当てた心理教育プログラムの実施と評価を目的とした研

究をすすめております．  

 つきましては，誠に勝手ながら，貴病院の外来あるいは病棟でのご協力をお願い申し上げます． 

 

参加者の基準： 

①DSM-Ⅳでうつ病性障害と診断された人の家族 

②家族年齢・性別・疾患の経過は問わない 

③うつ病を持つ人と同居している人（配偶者あるいは主に診察に一緒に参加している家族） 

④外来・入院は問わない 

 

方法： 

１．プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの内容 

１）基本的構造 

①うつ病・治療・経過についての情報提供 

②プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

③家族同士あるいは家族と医療者との連帯（現状や思っていることについて意見交換） 

２）実施回数及び所要時間：2週間に 1回 計 6回（およそ 3ヶ月），1時間半から 2時間． 

３）対象者数：8名まで クローズドグループ．  

４）実施場所：院内（カンファレンスルーム） 

５）具体的な内容 

 xvi

うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した
心理教育プログラム（案）

うつ病についての理解を深める
（所要時間：1時間）

プロセスレコードを活用した相互作用
の見直し（所要時間：1時間30分）

第1回 「はじめに」
これからの進め方
「今まで一番大変だったこと」

第1回目のみ場面を提示：「あまり楽し

そうではない表情のとき」，「休日は寝
て過ごす」，「溜息」．プロセスレコード
を活用するメリット及び基本的な記述
方法について説明する．

第2回 「うつ病って何？」 参加者の場面提供からプロセスレ
コードに再構成する．

第3回 「活用できる社会資源」

第4回 「お薬の話・経過」

第5回 「うつ病をもつ人の話」

第6回 「うつ病を持つ人の家族の役割」
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２．評価方法および評価時期： 

評価内容： 

・うつ病者家族の困難性尺度 5 件法  

・GHQ（General Health Questionnaire）28 項目 

・FAD(Family Assessment Device)：Family Assessment Device（FAD） 

評価時期：心理教育前 3か月，心理教育プログラム第 1回目と終了時（第 6回目）の計 3回 

 

対象者への倫理的配慮 

１．研究への協力の任意性と拒否権 

研究への協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能であること．また研究協力または拒

否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する． 

２．プライバシーの保護 

調査用紙への回答は無記名とするが，研究の趣旨をご理解頂いた場合，同意書を提示し，自筆での署名を

お願いしている．しかし，得られたすべての情報及びデータは数値化し，個人が特定されないように配慮

すること．得られたすべての情報・データの保管については鍵のかかる場所に保管すること．また，得ら

れたすべての情報・データは当該研究以外には使用しない． 

３．個人情報の保護 

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表した場合も，対象者が特定されることがないよう匿

名で行う．さらに，研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする． 

 

 ご多忙の折，何かとご迷惑をお掛けするとは存じますが，何卒よろしくご配慮いただきますようお願

い申し上げます． 

 

 

                         

                                              

                                          敬具 

  

                       

 ＜連絡先＞ 

                 研究者：木村洋子  奈良県立医科大学医学部看護学科精神看護学      

                             〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840  

                             TEL 0744-22-3051（内線 2781） 

     

                 指導教官：桑名行雄  大阪府立大学大学院看護学研究科 

                           大阪府羽曳野市はびきの 3-7-30 

                           TEL 0729-50-2111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    平成 年 月 日 

○○病院 

 担当医○○ 様 

  

調査協力へのお願い 

 

時下，益々ご清祥のことと存じます． 

                                           

     

私は， 

大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程に在籍いたします木村洋子と申します．現在，うつ病をもつ

方と生活を共にされているご家族に対する看護に関する研究に取り組んでおります．うつ病は近年,増加傾向

にあり，社会的にも大きな関心が寄せられています．うつ病に罹患するということはご本人はもちろん，ご

本人を支えるご家族のご負担は計り知れないものであると考えます． 

 うつ病者とうつ病者のご家族の相互作用に焦点を当てた心理教育プログラムの実施と評価を目的とした研

究をすすめております．  

 つきましては，誠に勝手ながら，貴病院の外来あるいは病棟でのご協力をお願い申し上げます． 

 

参加者の基準： 

①DSM-Ⅳでうつ病性障害と診断された人の家族 

②家族年齢・性別・疾患の経過は問わない 

③うつ病を持つ人と同居している人（配偶者あるいは主に診察に一緒に参加している家族） 

④外来・入院は問わない 

 

方法： 

１）プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの内容 

（１）基本的構造 

①うつ病・治療・経過についての情報提供 

②プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

③家族同士あるいは家族と医療者との連帯（現状や思っていることについて意見交換） 

（２）実施回数及び所要時間：2週間に 1回 計 6回（およそ 3ヶ月），1時間半から 2時間． 

（３）対象者数：8名まで クローズドグループ．  

（４）実施場所：院内（カンファレンスルーム） 

（５）具体的な内容 

うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した
心理教育プログラム（案）

うつ病についての理解を深める
（所要時間：1時間）

プロセスレコードを活用した相互作用
の見直し（所要時間：1時間30分）

第1回 「はじめに」
これからの進め方
「今まで一番大変だったこと」

第1回目のみ場面を提示：「あまり楽し

そうではない表情のとき」，「休日は寝
て過ごす」，「溜息」．プロセスレコード
を活用するメリット及び基本的な記述
方法について説明する．

第2回 「うつ病って何？」 参加者の場面提供からプロセスレ
コードに再構成する．

第3回 「活用できる社会資源」

第4回 「お薬の話・経過」

第5回 「うつ病をもつ人の話」

第6回 「うつ病を持つ人の家族の役割」
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２）評価方法および評価時期： 

評価内容： 

①うつ病者家族の困難性尺度 5 件法  

②GHQ（General Health Questionnaire）28 項目 

③FAD(Family Assessment Device)：Family Assessment Device（FAD） 

評価時期：心理教育前 3か月，心理教育プログラム第 1回目と終了時（第 6回目）の計 3回 

  

３）ご参加いただいているご家族が万が一，情緒的混乱など変調を訴えたり，あるいは観察された場合

は速やかに報告させていただきますので，その際には迅速な対応をしていただきますようよろしくお

願いいたします． 

 

 

対象者への倫理的配慮： 

１．研究への協力の任意性と拒否権 

研究への協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能であること．また研究協力または拒

否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する． 

２．プライバシーの保護 

調査用紙への回答は無記名とするが，研究の趣旨をご理解頂いた場合，同意書を提示し，自筆での署名を

お願いしている．しかし，得られたすべての情報及びデータは数値化し，個人が特定されないように配慮

すること．得られたすべての情報・データの保管については鍵のかかる場所に保管すること．また，得ら

れたすべての情報・データは当該研究以外には使用しない． 

３．個人情報の保護 

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表した場合も，対象者が特定されることがないよう匿

名で行う．さらに，研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする． 

  

ご多忙の折，何かとご迷惑をお掛けするとは存じますが，何卒よろしくご配慮いただきますようお

願い申し上げます． 

 

 

                         

                                              

                                          敬具 

  

                       

 ＜連絡先＞ 

                 研究者：木村洋子  奈良県立医科大学医学部看護学科精神看護学      

                             〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840  

                             TEL 0744-22-3051（内線 2781） 

     

                 指導教官：桑名行雄  大阪府立大学大学院看護学研究科 

                           大阪府羽曳野市はびきの 3-7-30 

                           TEL 0729-50-2111 

 
 
 
 
 
 
 



                                        平成 年 月 日     

○○病院 

看護部長 様 

  

調査協力へのお願い 

  

 皆様方におかれましては，ご健勝のこととお喜び申し上げます． 

                                           

     

私は， 

大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程に在籍いたします木村洋子と申します．現在，うつ病をもつ

方と生活を共にされているご家族に対する看護に関する研究に取り組んでおります．うつ病は近年,増加傾向

にあり，社会的にも大きな関心が寄せられています．うつ病に罹患するということはご本人はもちろん，ご

本人を支えるご家族のご負担は計り知れないものであると考えます． 

 うつ病者とうつ病者のご家族の相互作用に焦点を当てた心理教育プログラムの実施と評価を目的とした研

究をすすめております．  

 つきましては，誠に勝手ながら，貴病院の外来あるいは病棟でのご協力をお願い申し上げます． 

 

参加者の基準： 

①DSM-Ⅳでうつ病性障害と診断された人の家族 

②家族年齢・性別・疾患の経過は問わない 

③うつ病を持つ人と同居している人（配偶者あるいは主に診察に一緒に参加している家族） 

④外来・入院は問わない 

 

方法： 

１）プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの内容 

（１）基本的構造 

①うつ病・治療・経過についての情報提供 

②プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

③家族同士あるいは家族と医療者との連帯（現状や思っていることについて意見交換） 

（２）実施回数及び所要時間：2週間に 1回 計 6回（およそ 3ヶ月），1時間半から 2時間． 

（３）対象者数：8名まで クローズドグループ．  

（４）実施場所：院内（カンファレンスルーム） 

（５）具体的な内容 

 xx

うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した
心理教育プログラム（案）

うつ病についての理解を深める
（所要時間：1時間）

プロセスレコードを活用した相互作用
の見直し（所要時間：1時間30分）

第1回 「はじめに」
これからの進め方
「今まで一番大変だったこと」

第1回目のみ場面を提示：「あまり楽し

そうではない表情のとき」，「休日は寝
て過ごす」，「溜息」．プロセスレコード
を活用するメリット及び基本的な記述
方法について説明する．

第2回 「うつ病って何？」 参加者の場面提供からプロセスレ
コードに再構成する．

第3回 「活用できる社会資源」

第4回 「お薬の話・経過」

第5回 「うつ病をもつ人の話」

第6回 「うつ病を持つ人の家族の役割」

 



 xxi

２）評価方法および評価時期： 

評価内容： 

①うつ病者家族の困難性尺度 5 件法  

②GHQ（General Health Questionnaire）28 項目 

③FAD(Family Assessment Device)：Family Assessment Device（FAD） 

評価時期：心理教育前 3か月，心理教育プログラム第 1回目と終了時（第 6回目）の計 3回 

 

対象者への倫理的配慮： 

１．研究への協力の任意性と拒否権 

研究への協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能であること．また研究協力または拒

否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する． 

２．プライバシーの保護 

調査用紙への回答は無記名とするが，研究の趣旨をご理解頂いた場合，同意書を提示し，自筆での署名を

お願いしている．しかし，得られたすべての情報及びデータは数値化し，個人が特定されないように配慮

すること．得られたすべての情報・データの保管については鍵のかかる場所に保管すること．また，得ら

れたすべての情報・データは当該研究以外には使用しない． 

３．個人情報の保護 

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表した場合も，対象者が特定されることがないよう匿

名で行う．さらに，研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする． 

 

 ご多忙の折，何かとご迷惑をお掛けするとは存じますが，何卒よろしくご配慮いただきますようお願

い申し上げます． 

 

 

                         

                                              

                                          敬具 

  

                       

 ＜連絡先＞ 

                 研究者：木村洋子  奈良県立医科大学医学部看護学科精神看護学      

                             〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840  

                             TEL 0744-22-3051（内線 2781） 

     

                 指導教官：桑名行雄  大阪府立大学大学院看護学研究科 

                           大阪府羽曳野市はびきの 3-7-30 

                           TEL 0729-50-2111 
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倫理的配慮について 

本研究はうつ病者の家族を対象とするため，家族自身がうつ病を受け入れられていない場合も想定される．

さらに，家族自身の負担も大きく，不安やうつ状態を経験していることも考えられる．したがって，対象者

となるうつ病者家族に対する万全の倫理的配慮を必要とする． 

1.施設への研究協力依頼 

１）施設長に研究協力依頼書（資料 2），倫理的配慮について（資料 1），ご家族に配布する研究の趣旨およ

び方法，調査対象者への倫理的配慮について記載した文書（資料 5），研究計画書（資料 6），うつ病者

家族の困難性尺度（資料 7），GHQ28（資料 8），FAD（資料 9），同意書（資料 10）を提出し，口頭で研

究の要旨を説明し，施設長の研究協力の同意を得る．  

２）研究に協力をしていただける担当医をご紹介していただく必要があるため，その旨の申し出を行う． 

３）施設内倫理委員会等での説明が必要な場合は，速やかに対応する． 

４）ご参加いただいているご家族が万が一，情緒的混乱など変調を訴えたり，あるいは観察された場合は速

やかに外来担当医に報告し，適切な対応を求めることもある旨，申し出る． 

  

2. 看護部長・外来看護責任者への研究依頼 

1）看護部長に研究協力依頼書（資料 3），倫理的配慮について（資料 1），ご家族に配布する研究の趣旨

および方法，調査対象者への倫理的配慮について記載した文書（資料 5），研究計画書（資料 6），う

つ病者家族の困難性尺度（資料 7），GHQ28（資料 8），FAD（資料 9），同意書（資料 10）を提出し，

口頭で研究の要旨を説明し，看護部長の研究協力の同意を得る． 

    

3. 担当医への研究依頼 

 1）施設長からご紹介いただいた担当医に研究協力依頼書（資料 4），倫理的配慮について（資料 1），

ご家族に配布する研究の趣旨および方法，調査対象者への倫理的配慮について記載した文書（資料 5），

研究計画書（資料 6），うつ病者家族の困難性尺度（資料 7），GHQ28（資料 8），FAD（資料 9），同

意書（資料 10）を提出し，口頭で研究の要旨を説明し，担当医の研究協力の同意を得る． 

  2）対象者の条件を再度確認し，対象者の選定を依頼し，該当するご家族に，家族へ心理教育プログラム

の詳細（実施内容及び日程，場所）を記載した資料とご家族に配布する研究の趣旨および方法，調査

対象者への倫理的配慮について記載した文書（資料 5）をもとに参加をすすめていただく．その際，

参加は任意であり，拒否することによって不利益を被らないことを強調していただく． 

  3)ご参加いただいているご家族が万が一，情緒的混乱など変調を訴えたり，あるいは観察された場合は

速やかに担当医に報告し，適切な対応をしていただけるよう事前に協力を依頼する． 

 

     

 

4. 対象者への研究依頼 

  ご家族に配布する研究の趣旨および方法，調査対象者への倫理的配慮について記載した文書（資料 5）

と口頭により，研究への参加依頼とする． その際，研究への参加は任意であり，同意した後も中止・

辞退はいつでも可能であること．また研究協力または拒否などいかなる場合でも，全く不利益が生じ

ないことを強調して伝える．質問等の有無を確認し，同意が得られた場合は，同意書（資料 10）を提

示し，自筆にて署名をもらう． 
 

5. 対象者への倫理的配慮 

１）研究への協力の任意性と拒否権 

研究への協力は任意であり，同意した後も中止・辞退はいつでも可能であること．また研究協力または拒

否などいかなる場合でも，全く不利益が生じないことを保証する． 

２）プライバシーの保護 

調査用紙への回答は無記名とするが，研究の趣旨をご理解頂いた場合，同意書を提示し，自筆での署名を

お願いしている．しかし，得られたすべての情報及びデータは数値化し，個人が特定されないように配慮
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すること．得られたすべての情報・データの保管については鍵のかかる場所に保管すること．また，得ら

れたすべての情報・データは当該研究以外には使用しない． 

３）個人情報の保護 

専門学会，専門学会誌への投稿等で，研究結果を公表した場合も，対象者が特定されることがないよう匿

名で行う．さらに，研究終了後，すべての情報・データは廃棄処分とする． 

 

６． 対象者・施設への貢献 

１）プロセスレコードを活用した心理教育プログラムを実施することはうつ病者とうつ病者家族の相互

作用を再構成することにより，うつ病者に対する理解を深め，家族自身の認識や態度，感情を見直

す機会となり，効果的な相互作用へと変化させることが可能であると考えられる． 

２）研究結果の詳細について研究協力いただいた施設に提出する．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                                      平成○年○月○日 

ご協力をお願いするご家族の皆様へ 

  

  このたび，○○病院のご協力を頂き，現在，うつ病を治療されている方のご家族を対象に心理教育プロ

グラムを実施させていただくことになりました大阪府立大学大学院博士後期課程の在籍いたします木村洋子

と申します． 

本務は奈良県立医科大学医学部看護学科で精神看護学の講師をしております．現在，うつ病を持つ方と生活

を共にされているご家族への看護に関する研究に取り組んでおります． 

 うつ病は社会構造の変化やそれに伴うストレスによって，確実に増えてきている疾患です．うつ病によっ

て今まで問題なくできていた日常生活や社会生活に支障をきたすことも少なくありません．さらには社会的

な機能を損ない，休職あるいは退職など，家庭・社会全体にとって大きな損失を招く疾患であるといえます．

うつ病を患うご本人も，ご本人を支えるご家族にとっても大きな負担だと思います． 

 うつ病やその症状に対する理解を深め，どう対応したらいいのかわからない．あるいは疲れてしまったな

ど共通した問題に対応する方法を共に考えるために，うつ病のご家族を対象とした心理教育プログラムを行

いたいと思います．本プログラムはうつ病を持つ方とそのご家族の相互作用に焦点を当てた心理教育プログ

ラムです．２週間に１回ご参加いただき，時間は１時間 30 分から 2時間程度で，期間としては 3か月を予定

しております．なお，本プログラムの評価としてプログラム参加前 3か月，第 1回目と終了時に 3種類の調

査用紙への回答も合わせてお願いしております．お忙しいとは存じますが何卒ご協力いただきますようよろ

しくお願いいたします． 

 

プロセスレコードを活用した心理教育プログラムの内容 

（１）基本的構造 

①うつ病・治療・経過についての情報提供 

②プロセスレコードを活用した相互作用の見直し 

③家族同士あるいは家族と医療者との連帯（現状や思っていることについて意見交換） 

（２）実施回数及び所要時間：2週間に 1回 計 6回（およそ 3ヶ月），1時間半から 2時間． 

（３）対象者数：8名まで クローズドグループ．  

（４）実施場所：院内（カンファレンスルーム） 

（５）具体的な内容 

うつ病者家族を対象としたプロセスレコードを活用した
心理教育プログラム（案）

うつ病についての理解を深める
（所要時間：1時間）

プロセスレコードを活用した相互作用
の見直し（所要時間：1時間30分）

第1回 「はじめに」
これからの進め方
「今まで一番大変だったこと」

第1回目のみ場面を提示：「あまり楽し

そうではない表情のとき」，「休日は寝
て過ごす」，「溜息」．プロセスレコード
を活用するメリット及び基本的な記述
方法について説明する．

第2回 「うつ病って何？」 参加者の場面提供からプロセスレ
コードに再構成する．

第3回 「活用できる社会資源」

第4回 「お薬の話・経過」

第5回 「うつ病をもつ人の話」

第6回 「うつ病を持つ人の家族の役割」

 

 

 

倫理的配慮として，以下の点をお約束いたします． 

1. 調査用紙は無記名で回収いたします． 

2．得られた結果のすべてを数値化し，個々の分析はおこないません． 
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3．得られたすべての情報・データは鍵のかかる場所に保管いたします． 

4. 得られたすべての情報・データは研究以外の目的では使用いたしません． 

5. 研究結果の公表は博士論文として学内発表会で発表する他，専門学会や専門学会誌への投稿を予定して

おりますが，ご本人様ならびにご家族様を特定されることは一切ございません． 

6. 研究終了後，すべてのデータは廃棄処分とする． 

なお，本調査への参加は任意です． 辞退はいつでも可能で，調査用紙の記入を拒否されるなど，いかなる

場合でもまったく不利益が生じないことを保証いたします． 

                                            敬具 

 

 本プログラムに関するご質問等がございましたら，下記までご連絡いただきますようお願いいたします． 

                       

＜お問い合わせ先＞ 

研究者：木村洋子  奈良県立医科大学医学部看護学科精神看護学        

                            〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840  

                             TEL 0722-44-3051（内線 2781） 

                    

指導教官：桑名行雄  大阪府立大学大学院看護学研究科 

          大阪府羽曳野市はびきの 3-7-30 

              TEL 0729-50-2111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



研究協力についての同意書 

研究協力の概要 

1.プロセスレコードを活用した心理教育プログラムへの参加 

2.プログラム前 3 か月，プログラム第 1 回目とプログラム終了時に，3 種類の調査用紙への回答 

  

倫理的配慮 

1. 調査用紙は無記名で回収いたします． 

2．得られた結果のすべてを数値化し，個々の分析はおこないません． 

3．得られたすべての情報・データは鍵のかかる場所に保管いたします． 

4. 得られたすべての情報・データは研究以外の目的では使用いたしません． 

5. 研究結果の公表は博士論文として学内発表会で発表する他，専門学会や専門学会誌への投稿を予定して

おりますが，ご本人様ならびにご家族様を特定されることは一切ございません． 

6. 研究終了後，すべてのデータは廃棄処分とする． 

なお，本調査への参加は任意です． 辞退はいつでも可能で，調査用紙の記入を拒否されるなど，いかなる

場合でもまったく不利益が生じないことを保証いたします． 

                                

 

  私は，別紙の研究趣旨について文書及び口頭で研究者から説明を受け，研究の趣旨に賛同し，調査協力を

同意・承諾いたします．  

  

 

                           平成 年 月 日 

                           参加者署名  

   
  

 

 

  研究者は，別紙に示しました研究の概要と倫理的配慮についての説明を行い，その内容について忠実に実

行することを誓約いたします． 

 

 

 

                           平成 年 月 日 

                           研究者署名 

   

 

 

 

 ＊本研究についてのお問い合わせは，こちらにお願いいたします． 

      

 

研究者：木村洋子  奈良県立医科大学医学部看護学科精神看護学      

                            〒634-8521 奈良県橿原市四条町 840  

                             TEL 0744-22-3051（内線 2781） 

                    

指導教官：桑名行雄  大阪府立大学大学院看護学研究科 

              大阪府羽曳野市はびきの 3-7-30 

                   TEL 0729-50-2111   
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 家 族 に 関 す る 質 問 調 査  
 

 

 

 

 

 ◆この調査用紙には、家族に関する６０項目の質問が含まれています。 

   

 ◆過去２か月間のあなたのご家族について、あなたの印象をお答えください。 

 

 ◆それぞれの質問をよく読んで、「よくあてはまる」「だいたいあてはまる」「あ 

    まりあてはまらない」「ほとんどあてはまらない」のうちから、どれか１つを選 

  んで、○をつけてください。 

 

 ◆○をつけるときには、ほかの家族のひとと相談したりせずに、あなたご自身だけ 

    の考えで答えを出してください。 

  

 ◆６０の項目のなかには、ご家族のうちのある人にはあてはまるけれども、ある人 

    にはあてはまらない場合もあるかもしれません。その場合には、ご家族の多数の 

    人に「あてはまる」と思うか、それとも「あてはまらない」と思うかでお答えく 

    ださい。また、同数の場合には、全体的な印象でどちらに近いかをお答えくださ 

    い。 

 

 ◆それぞれの質問については、あまり深く考えすぎないように、すばやく、ありの 

    ままに答えてください。 
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 (1) 私のうちでは、お互いに誤解しあっているので、家族の行動を計画するのはむずかしい。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり        4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

  

 (2) 私のうちでは、家庭の日常的な問題をほとんど解決している。 
   

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (3) 私のうちでは、誰か一人の気持ちが混乱していても、他の者は皆その理由がわかっている。 
 

          1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (4) 家族の誰かに何かしてもらうように頼んだら、本当にしてくれたかどうか確かめなくては 

   ならない。 
         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (5) 家族の誰かが何か問題をかかえると、他の者もそれに巻き込まれすぎてしまう。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (6) 私のうちでは、危機に際してはお互いに助けを求めることができる。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (7) 私のうちでは、緊急事態が起きると、どうしていいかわからなくなる。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (8) 私のうちでは、ときどき必要なものを切らしていることがある。 
  

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

 (9) 私のうちでは、お互いに愛情表現をしたがらない。 
                                                                    

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(10) 私のうちでは、それぞれが家族としての責任を果たすよう気をつけている。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 
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(11) 私のうちでは、自分の悲しい気持ちをお互いに話しあうことができない。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(12) 私のうちではふつう、問題が起きたとき、家族で決めたことにしたがって行動する。 
 

         1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(13) 私のうちでは、相手にとって重要なことでないと、関心を持ってもらうことはできない。 
 

          1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

(14) 相手の言うことから、そのひとが実際どのように感じているかは、わからない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(15) 私のうちでは、家族の仕事が十分に分担されていない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(16) 私のうちでは、個人はあるがままに受け入れられている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(17) 私のうちでは、家族のルールがすぐに破られてしまう。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(18) 私の家族は、物事をそれとなくほのめかしたりするよりも、はっきりと口に出して言う。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(19) 私の家族のなかには、まるで感情的に反応しない者がいる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(20) 私の家族は皆、緊急事態にどうすればいいかを知っている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 
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(21) 私のうちでは、恐れていることや心配ごとについて、話しあうのを避けている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(22) 私のうちでは、やさしい気持ちについて話しあうことはむずかしい。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(23) 私のうちでは、請求書の支払いでトラブルがおきる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(24) 私のうちではふつう、問題の解決をはかったら、そのあとでうまくいったかどうか話しあ 

     う。 
           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(25) 私のうちでは、皆があまりにも自己中心的だ。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(26) 私のうちでは、お互いに感情をあらわすことができる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

(27) 私の家族には、手洗いなどの衛生観念はあまり期待できない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(28) 私のうちでは、お互いに愛情を示さない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(29) 私の家族は、あいだに人を立てたりせずに、直接相手と話しあう。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(30) 私のうちでは皆、それぞれの義務と責任を負っている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 



 xxxi

(31) 家族のなかに、悪感情が満ちている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(32) 私のうちでは、ひとを叩くときにはルールがある。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(33) 私のうちでは、何か自分の興味を引くときしか、お互いに関わりあわない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(34) 私のうちでは、個人的な興味や関心ごとについやせる時間がほとんどない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(35) 私の家族は、本心を口に出さないことが多い。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(36) 私のうちでは皆、自分はあるがままに家族に受け入れられていると感じている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(37) 私のうちでは、個人的に何か得るものがあれば、お互いに興味を示す。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(38) 私のうちでは、感情的にごたごたすることがあっても、ほとんど解決している。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(39) 私の家族のなかでは、やさしさは二の次である。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

(40) 私のうちでは、誰がどんな家事をするかを話しあっている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 



 xxxii

(41) 私の家族にとっては、何か物事を決めるということは問題である。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(42) 私の家族は、自分に何か得るものがなければ、お互いに興味を示さない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(43) 私の家族は、お互いに率直である。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(44) 私のうちでは、ルールやきまりがあっても、それが守られない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(45) 私の家族に何かを頼んだら、忘れないようにもう一度念を押さなければならない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(46) 私のうちでは、問題をどのように解決するか、決めることができる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(47) もし家族のルールが破られたら、どうなってしまうかわからない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(48) 私のうちでは、ルールやきまりがないので、どんなことでもまかり通ってしまう。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(49) 私のうちでは、やさしさを表にあらわす。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(50) 私のうちでは、感情的な問題も正面から扱うことができる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 



 xxxiii

(51) 私のうちは、お互いにあまりうまくいっていない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(52) 私のうちでは、腹を立てているときは話しあわない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

(53) 私のうちでは、自分に割り当てられた家族の仕事に、たいてい不満を感じている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(54) 私のうちでは、好意からとはいえ、お互いの生活にあまりに干渉しすぎる。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(55) 私のうちでは、危険な状況で行動するときのルールがある。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(56) 私のうちでは、お互いに心を打ち明けあっている。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(57) 私のうちでは、泣くときは大っぴらに泣く。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(58) 私のうちには、便利な交通手段がない。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(59) 私のうちでは、誰かのしたことが気に入らなければ、皆にはっきりとそう言う。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

 

(60) 私のうちでは、問題を解決するためにいろいろな方法を考えようとする。 
 

           1.   よく          2. だいたい        3.    あまり       4.  ほとんど 

           あてはまる         あてはまる          あてはまらない         あてはまらない 

◆ご協力どうもありがとうございました。 



 xxxiv

うつ病者の家族が日常生活上経験する困難なできごとについての質問調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ この調査用紙には家族に関する 12 項目の質問が含まれています． 
 
・ 過去 2 ヶ月間のうつ病を持つ方と生活をともにする中で，経験する困難な出来事についてあなたの

印象をお答えください． 
 
 
・ それぞれの質問項目をよく読んで，「よくあてはまる」，「だいたいよくあてはまる」，「あまりあては

まらない」，「ほとんどあてはまらない」のうちから，どれか一つを選んで，○をつけてください． 
 
・ なお，質問項目の文中に表現しています「ご家族」は現在，この質問紙を回答してくださっている

「あなたご自身」のことで，同じく，文中に表現しています「ご本人」は「現在，うつ病の治療を

受けておられる方」のことを指します． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xxxv

(１) ご本人が「死にたい」と訴える． 
 

 

        1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 
 
(２) ご本人が「自分には何もできない」など実際の自分の評価を低くして，自己に対する否定的な

言動を繰り返す． 
 

 

1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(３) ご本人がご家族に対して頼り切り「そばにいてほしい」などと一緒にいることを求める． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 
 
(４) ご本人が今までできていた身の回りや家事ができない． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 
 
(５) ご本人がイライラしたり，焦燥感（焦り）がある． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(６) ご本人を一人にしておけない． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(７) ご本人が根気が続かず疲れやすい． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 



 xxxvi

(８) ご本人が「眠れない」と訴え，夜間不眠がちである． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(９) ご本人の訴えが多い． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(１０) ご家族がイライラする． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(１１) ご家族が本人とどのように接したら良いかわからない． 

 

 
    1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 

 

(１２) ご家族が日常生活において今までのように意欲がわかない． 

 

 
1.  ほとんど        2. あまり        3.  どちらとも       4.  だいたい     5. よく 

        あてはまらない     あてはまらない     いえない       あてはまる      あてはまる 

 


